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  ○議事日程（第１号） 

    令和元年12月５日  午前10時00分開会 

 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

   日程第２ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて 

              （中能登町税条例等の一部を改正する条例について） 

 

        承認第２号 専決処分の承認を求めることについて 

              （中能登町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について） 

 

        承認第３号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成30年度中能登町一般会計補正予算） 

 

        承認第４号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成30年度中能登町後期高齢者医療特別会計補正予算） 

 

        承認第５号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成30年度中能登町介護保険特別会計補正予算） 

 

        承認第６号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成30年度中能登町国民健康保険特別会計補正予算） 

 

        承認第７号 専決処分の承認を求めることについて 

              （平成30年度中能登町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算） 

 

        報告第１号 平成30年度中能登町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 

        議案第１号 中能登町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す 

              る条例の一部を改正する条例について 

 

        議案第２号 中能登町手数料条例の一部を改正する条例について 

 

        議案第３号 中能登町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

              について 

 

        議案第４号 中能登町介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

        議案第５号 中能登町公共用施設維持補修基金条例を廃止する条例について 
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        議案第６号 令和元年度中能登町一般会計補正予算 

 

        議案第７号 小字の名称の変更について 

 

        請願第１号 国の教育予算を拡充することについて 

 

        継続審査 

        請願第２号 難病の治療に関わる経済的負担を緩和する制度創設に向けた要請 

 

   日程第３ 常任委員会付託 

 

   日程第４ 休会決定の件 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（宮下為幸議員） ただいまの出席議

員数は11名です。 

 ただいまから令和元年度中能登町議会12月

定例会議を再開します。 

 なお、本定例会議の会議期間は、会議日程

のとおり本日から12月18日までとします。 

 また、本日の議事日程は、お手元に配付の

とおりであります。 

 諸般の報告をします。 

 まず、議会運営委員会が11月26日から27日

にかけて長野県喬木村議会及び飯綱町議会に

議会改革の取り組みについて視察研修を実施

しました。 

 次に、地方自治法第121条の規定による本

会議に出席する者を別紙の説明員職氏名一覧

表としてお手元に配付しましたので、ご了承

願います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

 ◎会議録署名議員の指名 

○議長（宮下為幸議員） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 本定例会議の会議録署名議員は、会議規則

第121条の規定により、８番 諏訪良一議

員、12番 作間七郎議員を指名します。 

 

 ◎決議第３号 

○議長（宮下為幸議員） 日程第２ 

 決議第３号 議員派遣の件を議題といたし

ます。 

 議案書は、その１、１ページとなります。 

 お諮りいたします。 

 議員派遣の件については、お手元に配付の

とおり、地方自治法第100条第13項及び会議

規則第123条の規定により、派遣することに

したいと思います。これにご異議ございませ

んか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（宮下為幸議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、決議第３号 議員派遣の件は、お

手元に配付のとおり派遣することに決定しま

した。 

 

 ◎議案の一括上程 

○議長（宮下為幸議員） 日程第３ 

 議案第31号 地方公務員法及び地方自治法

の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例の制定について 

 議案第32号 成年被後見人等の権利の制限

に係る措置の適正化等を図るための関係法律

の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例の制定について 

 議案第33号 中能登町社会教育施設条例の

制定について 

 議案第34号 中能登町公園条例の制定につ

いて 

 議案第35号 中能登町印鑑条例の一部を改

正する条例について 

 議案第36号 中能登町議会の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例について 

 議案第37号 中能登町常勤の特別職の職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 議案第38号 中能登町一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第39号 中能登町体育施設条例の一部

を改正する条例について 

 議案第40号 中能登町災害弔慰金の支給等

に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第41号 中能登町高齢者等支援施設条

例の一部を改正する条例について 

 議案第42号 中能登町農村環境改善センタ

ー条例の一部を改正する条例について 

 議案第43号 令和元年度中能登町一般会計
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補正予算 

 議案第44号 令和元年度中能登町後期高齢

者医療特別会計補正予算 

 議案第45号 令和元年度中能登町介護保険

特別会計補正予算 

 議案第46号 令和元年度中能登町国民健康

保険特別会計補正予算 

 議案第47号 令和元年度中能登町分譲宅地

造成事業特別会計補正予算 

 議案第48号 令和元年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算 

 議案第49号 令和元年度中能登町水道事業

会計補正予算 

 議案第50号 令和元年度中能登町下水道事

業会計補正予算 

 以上の議案20件を一括して議題といたしま

す。 

 議案書は、その２となります。 

 

 ◎提案理由説明 

○議長（宮下為幸議員） 町長から提案理由

の説明を求めます。 

 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 おはようございます。 

 提案理由の説明をいたします。 

 本日ここに、令和元年度中能登町議会12月

定例会議の開会に当たり、町の近況について

申し述べるとともに、提案いたしました各議

案についてご説明をいたします。 

 師走に入り、慌ただしく令和 初の年の瀬

を迎えようとしております。５月には元号が

平成から令和に変わり、新天皇が即位された

ことで、引き続き安寧の時代が続くとの期待

が国内外で広がったことがことし一番の大き

な出来事でありました。 

 また、10月には消費増税があり、景気に対

する影響が懸念されたものの、今のところ大

きな混乱は見られず、安堵しているところで

あります。 

 しかしながら、昨年に続き相次ぐ台風の上

陸や集中豪雨による河川の氾濫等といった災

害が日本列島を襲い、全国各地でとうとい命

が奪われるなど、想定を超える被害をもたら

しました。 

 幸い、中能登町にあっては大きな被害はな

かったものの、北陸新幹線が一時不通になる

など少なからず影響はあったものと思われま

す。町といたしましても、自然災害に対する

備えに万全を期していく所存であります。 

 次に、中能登トレジャートレイルラン大会

について申し上げます。 

 先月３日に、第６回中能登トレジャートレ

イルラン大会が開催されました。50キロ、25

キロ、13キロの３つのコースに全国各地から

過去 多となる850名を超える申し込みがあ

りました。 

 大会当日は、天候にも恵まれ、秋深まる中

能登町の里山を楽しみながら730名の方が完

走され、また、多くのボランティアの方々の

支えと沿道から町民の方のご声援をいただ

き、成功裏に大会を終えることができました

ことに厚くお礼を申し上げます。 

 今後とも、全国各地から訪れる皆様をおも

てなしの心でお迎えし、中能登町のさまざま

な魅力を知っていただき、リピーターの増加

につなげ、交流人口の拡大に努めてまいりた

いと考えておりますので、どうか皆様のご協

力とご理解をお願いいたします。 

 次に、先月４日に実施されました令和元年

度石川県原子力防災訓練について申し上げま

す。 

 今回は、地震により志賀原子力発電所にお

いて事故が発生し、その後、中能登町方面に

放射性物質が放出されたとの想定で実施され

た訓練でした。 

 訓練では、災害時における職員の情報収

集、伝達訓練及び災害対応訓練を実施し、防

災業務関係者の防災技能の向上と防災意識の

高揚を図るとともに、住民の皆様にもご協力
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いただき屋内退避訓練及び津幡町への避難を

実施し、住民の防災意識の向上と避難行動を

実践的に確認する重要な訓練となりました。 

 今後とも、各地区の皆様には各種防災訓練

にご参加をいただき、地域ぐるみで防災意識

を高めていただきたいと思います。 

 今年度も残り３カ月余りとなりましたが、

来年度以降も持続可能なまちづくり実現のた

め、役場組織一丸となってONE TEAMの精

神で課題解決に取り組んでいく所存でありま

すので、議員各位におかれましては各種事

業、施策の推進にご理解、ご協力をお願い申

し上げる次第でございます。 

 それでは、本定例会議に提案いたしました

議案の主な内容につきまして、順次ご説明を

いたします。 

 初に、議案第31号 地方公務員法及び地

方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例の制定について

であります。 

 この条例は、地方公務員法及び地方自治法

の一部を改正する法律の施行により、会計年

度任用職員制度が導入されることに伴い、関

係条例において所要の改正を行うものであり

ます。 

 次に、議案第32号 成年被後見人等の権利

の制限に係る措置の適正化等を図るための関

係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例の制定についてであ

ります。 

 この条例は、成年被後見人等の権利の制限

に係る措置の適正化等を図るための関係法律

の整備に関する法律の施行による地方公務員

法等の一部改正に伴い、関係条例において所

要の改正を行うものであります。 

 次に、議案第33号 中能登町社会教育施設

条例の制定についてであります。 

 この条例は、複数ある社会教育施設関係条

例の集約を図るとともに、完全休館日の設

定、利用時間の細分化、使用料等について定

めるものであります。 

 次に、議案第34号 中能登町公園条例の制

定についてであります。 

 この条例は、複数ある公園関係条例の集約

を図るとともに、使用料等について定めるも

のであります。 

 次に、議案第35号 中能登町印鑑条例の一

部を改正する条例についてであります。 

 この条例は、住民基本台帳に旧氏を記載し

た場合、印鑑登録証明書にも旧氏が記載され

るとともに、男女の別の欄を削除するもので

あります。 

 次に、議案第36号 中能登町議会の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例及び議案第37号 中能登町常勤の特

別職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例についてであります。 

 この条例は、人事院勧告に基づく国家公務

員の給与改定に準じ、議会議員及び常勤の特

別職の職員の期末手当の支給月数を年間0.05

カ月分引き上げる改正を行うものでありま

す。 

 次に、議案第38号 中能登町一般職の職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついてであります。 

 この条例は、人事院勧告に基づく国家公務

員の給与改定に準じ、４月にさかのぼって一

般職の職員の月例給を平均0.1％引き上げる

とともに、勤勉手当の支給月数を0.05カ月分

引き上げる改正を行うものであります。 

 次に、議案第39号 中能登町体育施設条例

の一部を改正する条例についてであります。 

 この条例は、体育施設の利用時間の細分化

及び使用料等について改正を行うものであり

ます。 

 次に、議案第40号 中能登町災害弔慰金の

支給等に関する条例の一部を改正する条例に

ついてであります。 

 この条例は、上位法令の改正に伴い、災害

援護資金の償還に係る運用の改善を図るため
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所要の改正を行うものであります。 

 次に、議案第41号 中能登町高齢者等支援

施設条例の一部を改正する条例についてであ

ります。 

 この条例は、認知症対応型通所介護事業に

関する規定を新たに追加するものでありま

す。 

 次に、議案第42号 中能登町農村環境改善

センター条例の一部を改正する条例について

であります。 

 この条例は、施設の管理運営を見直し、施

設使用料を徴収するため、所要の改正を行う

ものであります。 

 次に、議案第43号から議案第50号までの令

和元年度各会計補正予算に関する議案につい

てご説明をいたします。 

 初に、議案第43号 令和元年度中能登町

一般会計補正予算につきましては、歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ1,325万2,000

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ105億2,750万7,000円とするもので

あります。 

 また、第２表の債務負担行為補正につきま

しては、広報なかのと印刷製本業務委託のほ

か４つの業務について、令和２年度までを期

間として、それぞれ必要額を計上するもので

あります。 

 次に、第３表の地方債補正につきまして

は、公共交通施設等整備事業、農業農村整備

事業、一般町道整備事業、観光振興施設整備

事業及び一般単独施設改修事業に係る必要額

を計上するものであります。 

 補正予算の主なものとしましては、歳入で

は、固定資産税の現年課税分として2,300万

円を増額し、国庫補助金、土木費補助金の額

の確定に伴い2,590万3,000円を減額、農業費

補助金として1,038万2,000円を増額するもの

であります。 

 また、基金繰入金では、財源調整のため財

政調整基金繰入金3,120万9,000円を減額、繰

越金では額の確定に伴い763万6,000円を増額

するものであります。 

 歳出の主なものとしましては、総務費の企

画総務費で定住促進奨励金として1,330万

円、農林水産業費の農地費で御祖地区の農業

用さく井更新工事として1,500万円をそれぞ

れ増額するものであります。 

 また、土木費の道路新設改良費で5,042万

円を減額するものであります。 

 次に、議案第44号 令和元年度中能登町後

期高齢者医療特別会計補正予算につきまして

は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

955万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２億5,415万6,000円とす

るものであります。 

 石川県後期高齢者医療広域連合負担金を増

額するものであります。 

 次に、議案第45号 令和元年度中能登町介

護保険特別会計補正予算につきましては、歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ41万

2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ22億9,192万4,000円とするも

のであります。 

 職員手当等に不足が生じたため、給与費等

に必要額を増額するものであります。 

 次に、議案第46号 令和元年度中能登町国

民健康保険特別会計補正予算につきまして

は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

420万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ20億1,920万1,000円とす

るものであります。 

 電算システムの改修等に伴う委託料及び負

担金の総額に420万1,000円を増額するもので

あります。 

 次に、議案第47号 令和元年度中能登町分

譲宅地造成事業特別会計補正予算につきまし

ては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ459万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ4,149万5,000円とする

ものであります。 
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 補正予算の主なものは、分譲宅地ゆりが丘

の１区画について返還の申し出があったた

め、償還金457万5,000円を増額するものであ

ります。 

 次に、議案第48号 令和元年度中能登町ケ

ーブルテレビ事業特別会計補正予算につきま

しては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ72万6,000円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億3,477万4,000円

とするものであります。 

 補正予算の主なものは、職員手当等に過不

足が生じたため給与費を調整減額するととも

に、放送用光信号変換機30台を購入するため

備品購入費100万7,000円を増額するものであ

ります。 

 次に、議案第49号 令和元年度中能登町水

道事業会計補正予算につきましては、収益的

収支及び資本的収支に変更はなく、債務負担

行為の追加で、中能登町上水道施設維持管理

業務委託のほか２つの業務について、令和２

年度までを期間として、それぞれ必要額を計

上するものであります。 

 後に、議案第50号 令和元年度中能登町

下水道事業会計補正予算につきましては、資

本的収入及び支出で23万4,000円を増額する

もので、職員手当等に不足が生じたため給与

費等に必要額を増額するものであります。 

 また、債務負担行為の追加で、中能登町下

水道処理施設維持管理業務委託について、令

和２年度から令和４年度までの３カ年を期間

とした包括的民間委託に必要な額を計上する

ものであります。 

 以上、本日提出いたしました議案各件につ

き、その大要をご説明申し上げましたが、議

員各位におかれましては、慎重なるご審議を

いただき、適切なる議決を賜りますようお願

いを申し上げまして、提案理由の説明を終わ

ります。 

○議長（宮下為幸議員） 町長の提案理由の

説明が終わりました。 

 

 ◎議案説明及び質疑 

○議長（宮下為幸議員） これより上程議案

の説明及び質疑を行いますが、執行部におか

れましては、説明は簡潔、明瞭で、答弁は的

確なものとされるよう求めておきます。 

 なお、予算関係の議案第43号から議案第50

号についての質疑は、９日の予算決算常任委

員会で行いますので、ここでの質疑は省略し

ます。 

 それでは、議案第31号 地方公務員法及び

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例の制定につい

て説明を求めます。 

 議案書は、その２、１ページから６ページ

となります。 

 高名参事兼総務課長 

  〔高名雅弘参事兼総務課長登壇〕 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、議案

書１ページをお開きください。 

 議案第31号 地方公務員法及び地方自治法

の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例の制定について、上記の

議案を別紙のとおり提出するものです。 

 次に、議案書は３ページ、提出議案説明資

料は１ページをお開きください。説明資料に

て説明をいたします。 

 まず初めに、１番の制定理由といたしまし

ては、地方公務員法及び地方自治法の一部を

改正する法律の施行により会計年度任用職員

制度が導入されることに伴い、関係条例にお

いて法改正の趣旨を踏まえた所要の整備を行

うものです。 

 次に、２番の制定概要では、職員定数、分

限に関する手続や懲戒の手続、勤務条件等に

係る規定について、会計年度任用職員に対し

て適用させるための整備を行うもののほか、

特別職非常勤職員に該当しない非常勤職員に

ついて整備を行うものです。 

 なお、改正の対象となる条例としては、中
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能登町交通安全と防犯の保持に関する条例な

ど16本の条例について一部改正を行うもの

で、２ページの施行期日は令和２年４月１日

とするものです。 

 それでは、改正の主なものにつきまして説

明をいたします。 

 ３ページをお開きください。 

 上段の中能登町交通安全と防犯の保持に関

する条例では、交通防犯推進隊員を特別職の

非常勤職員としない改正を行うものです。 

 次に、６ページをお開きください。 

 中能登町特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例では、法改正に

伴い、特別職の非常勤職員から会計年度任用

職員などに移行する職、設置がされていない

職を削るなどの改正を行うものです。 

 説明は以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 説明が終わりまし

た。議案第31号について質疑の方はございま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（宮下為幸議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第32号 成年被後見人等の権利

の制限に係る措置の適正化等を図るための関

係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例の制定について説明

を求めます。 

 議案書は、７ページから10ページとなりま

す。 

 高名参事兼総務課長 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、議案

書７ページをお開きください。 

 議案第32号 成年被後見人等の権利の制限

に係る措置の適正化等を図るための関係法律

の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例の制定について、上記の議

案を別紙のとおり提出するものです。 

 それでは、議案書は９ページ、提出議案説

明資料は13ページをお開きください。説明資

料にて説明をいたします。 

 初に、１番の制定理由としては、成年被

後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等

を図るための関係法律の整備に関する法律の

施行による地方公務員法等の一部改正に伴

い、関係条例において所要の整備を行うもの

です。 

 次に、２番目の制定概要としましては、成

年被後見人等を資格、職種、業務などから一

律に排除する規定等、欠格条項を設けている

各制度について、心身の故障などの状況を個

別的、実質的に審査し、各制度ごとに必要な

能力の有無を判断する規定へと適正化し、所

要の手続規定の整備がされたことに伴い、関

係する条例において所要の改正を行うもので

す。 

 次に、改正の対象となる条例としては、中

能登町公共下水道条例など５本の条例につい

て一部改正を行うものです。 

 なお、施行期日は公布の日です。 

 次に、15ページをお開きください。 

 中能登町公共下水道条例では、成年被後見

人もしくは被保佐人の文言で制限を設けた規

定を個別に判断する規定に改正するもので

す。 

 以下、同様の趣旨にて改正を行ったもので

す。 

 説明は以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 説明が終わりまし

た。議案第32号について質疑の方はございま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（宮下為幸議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第33号 中能登町社会教育施設

条例の制定について説明を求めます。 

 議案書は、11ページから21ページとなりま

す。 

 甘田生涯学習課長 

  〔甘田悟司生涯学習課長登壇〕 
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○甘田悟司生涯学習課長 それでは、提出議

案書その２の11ページをお願いいたします。 

 議案第33号 中能登町社会教育施設条例の

制定について、上記の議案を別紙のとおり提

出するものでございます。 

 上程条例の条項については、議案書の13ペ

ージから21ページ、提出議案説明資料では19

ページとなります。議案説明資料にて説明を

申し上げます。 

 本条例の制定理由でありますが、現在、中

能登町には４つの社会教育施設があり、それ

ぞれの条例は旧町時代の条例をもとに制定を

されており、同規模の部屋に対し使用料に違

いが生じております。また、開館当時から料

金の見直しがされておらず、施設の維持管理

費等の確保のため料金改定が必要であること

から、４つの条例を廃止し、一元管理ができ

るよう社会教育施設条例として制定を行うも

のであります。 

 制定の概要でありますが、内容の主なポイ

ントとしては４つございます。１つ目は、類

似施設条例の集約を行うことにより町施設の

一元管理を行うものでございます。２つ目

は、完全休館日の設定であります。それぞれ

の休館日と祝日等が重なった場合には、日直

を置かず施設を完全休館とするものでござい

ます。３つ目は、使用時間帯の変更であり、

現在の午前、午後、夜間の利用区分を利用実

態に合わせた時間単位に変更するものでござ

います。４つ目は、同類施設の使用料の統一

化を図り利用者への公平性を保つとともに、

施設の維持管理費用の確保のため使用料の改

正を行うものであります。 

 施行期日は、令和２年４月１日からの施行

とするものであります。 

 説明は以上でございます。 

○議長（宮下為幸議員） 説明が終わりまし

た。議案第33号について質疑の方はございま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（宮下為幸議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第34号 中能登町公園条例の制

定について説明を求めます。 

 議案書は、23ページから30ページとなりま

す。 

 甘田生涯学習課長 

○甘田悟司生涯学習課長 それでは、提出議

案書23ページをお願いいたします。 

 議案第34号 中能登町公園条例の制定につ

いて、議案を別紙のとおり提出するものでご

ざいます。 

 上程条例の条項については、議案書の25ペ

ージから30ページ、提出議案説明資料では21

ページとなります。議案説明資料にて説明を

申し上げます。 

 本条例の制定理由でありますが、現在、中

能登町にはさまざまな公園がありますが、公

園を占用で使用される場合には、古墳公園と

りややレクトピアパークなど条例に基づき使

用料を徴収しております。しかし、カルチャ

ーセンター飛翔前のアッピー広場の多目的広

場や運動公園の芝生広場などは、条例で定め

られていない、または使用料が無料となって

おります。 

 このことから、公園によって使用料が発生

する公園と発生しない公園があるため、公園

等の利用面、運用面において公平性、透明性

に欠けております。また、町内には条例化さ

れていない公園もあることから、一元管理が

できる中能登町公園条例として、現在ありま

す７つの条例を廃止するとともに、条例がな

い10施設の公園についても明確にするために

新規条例として制定をするものでございま

す。 

 制定の概要でありますが３つございます。

１つ目は、７つの類似公園条例の集約と条例

がない10施設、計17施設の一元管理でござい

ます。２つ目は、使用料の統一化を図り利用

者への公平性を保つものでございます。３つ
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目は、平成元年の消費税の導入以来、現在に

至るまで使用料の見直しがされていないこと

から使用料の見直しを行うものでございま

す。 

 なお、17施設の公園は、それぞれの担当課

で現在管理を行っておりますが、管理面積が

も多い生涯学習課から条例の制定及び廃止

について提出を行うものであり、条例制定後

は現在と同じ担当課で公園管理を行う予定で

ございます。 

 施行期日は、令和２年４月１日からの施行

とするものであります。 

 説明は以上でございます。 

○議長（宮下為幸議員） 説明が終わりまし

た。議案第34号について質疑の方はございま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（宮下為幸議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第35号 中能登町印鑑条例の一

部を改正する条例について説明を求めます。 

 議案書は、31ページから33ページとなりま

す。 

 平岡参事兼住民福祉課長 

  〔平岡重信参事兼住民福祉課長登壇〕 

○平岡重信参事兼住民福祉課長 31ページを

お願いいたします。 

 議案第35号 中能登町印鑑条例の一部を改

正する条例についてでございます。 

 議案書では33ページ、提出議案説明資料で

は23ページから27ページとなります。説明は

資料の23ページのほうでさせていただきま

す。よろしくお願いします。 

 まず改正理由でございます。女性活躍推進

の観点から、改姓があった者に係る旧氏の住

民票への記載事項等を定める住民基本台帳法

施行令等の一部を改正する政令が11月５日に

施行され、住民票や個人番号カード等に旧氏

が記載できることとなりました。このことに

あわせて施行された印鑑登録証明事務処理要

領の一部改正に伴い、中能登町印鑑条例を改

正し、印鑑登録証明書にも旧氏を記載するも

のとするものです。 

 また、性同一性障害など性的少数者への配

慮が必要なことから、印鑑登録原票の男女の

別の欄を削除するものでございます。 

 改正の概要といたしましては、１番目で

は、住民票に旧氏が記載されている場合に印

鑑登録証明書にも旧氏を記載するものとする

ものです。２番目では、住民票に記載された

旧氏の印影の登録が可能になります。それか

ら４番目でございます。住民票に記載の外国

人住民に係る通称及び片仮名表記を印鑑条例

の登録事項に追加するものです。それから５

番目ですけれども、印鑑登録原票の男女の別

の欄を削除するものです。 

 施行期日は、令和２年４月１日でございま

す。 

 説明は以上でございます。 

○議長（宮下為幸議員） 説明が終わりまし

た。議案第35号について質疑の方はございま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（宮下為幸議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第36号 中能登町議会の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例について説明を求めます。 

 議案書は、35ページから37ページとなりま

す。 

 高名参事兼総務課長 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、議案

書35ページをお開きください。 

 議案第36号 中能登町議会の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例について、上記の議案を別紙のとおり提出

するものです。 

 それでは、議案書は37ページ、提出議案説

明資料は29ページをお開きください。説明資

料にて説明をいたします。 
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 初に、１番の改正理由といたしまして

は、地方自治法第245条の４及び地方公務員

法第59条に基づく令和元年10月11日総務副大

臣通知により、地方公務員の給与改定等に関

する取扱いにおける適正化を図る要請に係る

給与改定に伴うものであり、これにより議会

議員の期末手当支給率の改正が必要となった

ためです。 

 次に、２番の改正概要といたしましては、

期末手当支給率で年間3.35月分を3.40月分に

年間0.05月分引き上げるもので、施行期日は

一部を除き公布の日からとするものです。 

 説明は以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 説明が終わりまし

た。議案第36号について質疑の方はございま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（宮下為幸議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第37号 中能登町常勤の特別職

の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例について説明を求めます。 

 議案書は、39ページから41ページとなりま

す。 

 高名参事兼総務課長 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、議案

書39ページをお開きください。 

 議案第37号 中能登町常勤の特別職の職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、上記の議案を別紙のとおり提出する

ものです。 

 それでは、議案書は41ページ、提出議案説

明資料は33ページをお開きください。説明資

料にて説明をいたします。 

 初に、１番の改正理由といたしまして

は、地方自治法第245条の４及び地方公務員

法第59条に基づく令和元年10月11日総務副大

臣通知により、地方公務員の給与改定等に関

する取扱いにおける適正化を図る要請に係る

給与改定に伴うものであり、これにより常勤

の特別職の期末手当支給率の改正が必要とな

ったためです。 

 次に、２番目の改正概要といたしまして

は、(2)の期末手当支給率で、年間3.35月分

を3.40月分に年間0.05月分引き上げるもの

で、施行期日は一部を除き公布の日からとす

るものです。 

 説明は以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 説明が終わりまし

た。議案第37号について質疑の方はございま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（宮下為幸議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第38号 中能登町一般職の職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついて説明を求めます。 

 議案書は、43ページから50ページとなりま

す。 

 高名参事兼総務課長 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、議案

書43ページをお開きください。 

 議案第38号 中能登町一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例につい

て、上記の議案を別紙のとおり提出するもの

です。 

 それでは、議案書は45ページ、提出議案説

明資料は37ページをお開きください。説明資

料にて説明をいたします。 

 初に、１番の改正理由といたしまして

は、人事院勧告に基づく給与改定及び成年被

後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等

を図るため、関係法律の整備に関する法律の

施行に伴い改正を行うものです。 

 次に、２番の改正概要といたしましては、

(1)の月例給につきましては、平成31年４月

１日からさかのぼって改定をするもので、総

合試験及び一般職試験で大卒程度に係る初任

給を1,500円、一般職で高卒者に係る初任給

を2,000円引き上げるとともに、30代半ばま
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での職員が在職する号俸について所要の改定

を行うものです。 

 次に、(2)の特別給につきましては、令和

元年12月期から改定をするもので、期末勤勉

手当につきまして、年間4.45月分を4.50月分

に年間0.05月分引き上げるものですが、この

引き上げ分につきましては勤勉手当に配分す

るよう改定を行うものです。 

 次に、38ページをお開きください。 

 (3)の住居手当につきましては、令和２年

４月１日から改定を行うもので、支給対象と

なる家賃額の下限を4,000円引き上げ１万

2,000円から１万6,000円とし、手当額の上限

を1,000円引き上げ２万7,000円から２万

8,000円とするなど、所要の改正を行うもの

です。 

 なお、施行期日は、一部の規定を除き公布

の日からとするものです。 

 説明は以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 説明が終わりまし

た。議案第38号について質疑の方はございま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（宮下為幸議員） ないようでありま

す。 

 ここで11時10分まで休憩します。 

           午前10時58分 休憩 

 

           午前11時10分 再開 

○議長（宮下為幸議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 次に、議案第39号 中能登町体育施設条例

の一部を改正する条例について説明を求めま

す。 

 議案書は、51ページから60ページとなりま

す。 

 甘田生涯学習課長 

○甘田悟司生涯学習課長 それでは、提出議

案書51ページをお願いいたします。 

 議案第39号 中能登町体育施設条例の一部

を改正する条例について、議案を別紙のとお

り提出するものであります。 

 議案書は53ページから60ページ、また提出

議案説明資料では49ページとなります。説明

資料にて説明を申し上げます。 

 まず改正理由でありますが、体育施設の運

用面において大会開催時など早期開場の施設

使用料の規定がないことや、中能登町公園条

例の新規制定に伴い、中能登町運動公園と近

年使用実績がない鹿島運動場を削除し、古墳

公園とりやに隣接している中能登町パークゴ

ルフ場と中能登町運動公園にあります中能登

町野球場を体育施設として明記するため、体

育施設条例の一部を改正するものでありま

す。 

 改正の概要でありますが、１つ目は、中能

登町公園条例の制定に伴い体育施設の見直し

を行うものであります。 

 ２つ目は、料金区分の変更であり、現在の

午前、午後、夜間の料金設定から使用実態に

合わせた時間当たりの料金設定に変更するこ

とにより早朝の施設開場に対応することがで

きます。 

 ３つ目は使用料の見直しであり、４つ目は

町民の有料化であります。現行条例では、町

民の利用に対しては使用料を免除としており

ますが、社会教育施設においては町民に対し

使用料をいただいていることから、体育施設

においても利用者の方へ一部負担をお願いす

るものであり、施設の維持管理に充てること

ができるため町民の使用に対し有料化をする

ものであります。なお、町民の方が利用され

る場合は、社会教育施設と同様に施設使用料

に対し100分の50を減免とするものとなって

おります。 

 施行期日は、令和２年４月１日からの施行

とするものであります。 

 説明は以上であります。 

○議長（宮下為幸議員） 説明が終わりまし

た。議案第39号について質疑の方はございま
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せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（宮下為幸議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第40号 中能登町災害弔慰金の

支給等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて説明を求めます。 

 議案書は、61ページから63ページとなりま

す。 

 梅澤総務課担当課長 

  〔梅澤 博総務課担当課長登壇〕 

○梅澤 博総務課担当課長 それでは、議案

書61ページをお開きください。 

 議案第40号 中能登町災害弔慰金の支給等

に関する条例の一部を改正する条例につい

て、上記の議案を別紙のとおり提出するもの

です。 

 議案書は63ページ、説明資料につきまして

も63ページをお開きください。説明資料にて

説明いたします。 

 初に、改正理由といたしましては、災害

弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金

の支給等に関する法律施行令の一部が改正さ

れたことに伴い、災害援護資金の償還に係る

運用の改善を図るため所要の改正を行うもの

です。 

 次に、２番の改正概要といたしましては、

法改正により償還金の支払い猶予及び報告等

の規定が追加されたことによる条ずれに伴い

文言及び引用規定の整備を行うものでござい

ます。 

 なお、施行期日は公布の日であります。 

 説明は以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 説明が終わりまし

た。議案第40号について質疑の方はございま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（宮下為幸議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第41号 中能登町高齢者等支援

施設条例の一部を改正する条例について説明

を求めます。 

 議案書は、65ページから67ページとなりま

す。 

 横井長寿介護課長 

  〔横井正之長寿介護課長登壇〕 

○横井正之長寿介護課長 それでは、議案書

65ページをごらんください。 

 議案第41号 中能登町高齢者等支援施設条

例の一部を改正する条例についてでございま

す。 

 議案書は67ページ、提出議案説明資料も67

ページでございますが、資料に基づいて説明

をいたします。 

 まず改正の理由ですが、デイサービスセン

ターひまわりにおいて認知症対応型通所介護

事業を開設する予定でありますが、現在の条

例には認知症デイサービスを規定していない

ため、新たに規定を設ける一部改正を行うも

のでございます。 

 改正の概要ですが、デイサービスセンター

ひまわりで認知症対応型通所介護事業を実施

できる規定を設けるものでございます。 

 施行期日は、令和２年４月１日でございま

す。 

 説明は以上でございます。 

○議長（宮下為幸議員） 説明が終わりまし

た。議案第41号について質疑の方はございま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（宮下為幸議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第42号 中能登町農村環境改善

センター条例の一部を改正する条例について

説明を求めます。 

 議案書は、69ページから71ページとなりま

す。 

○議長（宮下為幸議員） 宮崎農林課長 

  〔宮崎理市農林課長登壇〕 

○宮崎理市農林課長 議案書は69ページをお
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願いいたします。 

 議案第42号 中能登町農村環境改善センタ

ー条例の一部を改正する条例について、上記

の議案を別紙のとおり提出するものです。 

 議案書は71ページ、説明資料につきまして

も71ページをお願いいたします。説明資料で

説明をいたします。 

 改正の理由につきましては、施設の管理運

営を見直し、施設使用料を徴収するため、条

例の改正を行うものです。 

 改正の概要につきましては、１番、使用料

について、「営利目的・個人のための集合・

余興等催物・町外の団体の利用以外は無料」

を改め、施設を利用する場合は有料とするも

のです。 

 ２番、使用料を次のとおり改正する。使用

料の現行と改正後を記載しています。現行の

使用料は、営利目的、個人のための集合など

の金額で、改正後は営利目的以外の金額とな

っています。各部屋の使用料としまして、和

室会議室及び洋室会議室、１時間当たり現行

が午前3,000円、午後5,000円、夜間5,000

円、全日１万円に対し、改正後は１時間当た

り500円、全日が4,500円としています。以

下、農産加工実習室、多目的ホールの使用料

を記載しています。冷暖房の使用料は、施設

使用料に100分の40を乗じた額。商業宣伝、

営業その他これに類する目的による利用は、

施設使用料及び冷暖房使用料の額に100分の

200を乗じた額。町民の方の使用料は、施設

使用料及び冷暖房使用料の額に100分の50を

乗じた額。 

 ３番は、使用料の減免規定の追加。 

 ４番は、使用料の不還付の追加でありま

す。 

 72ページをお願いいたします。 

 ５番、運営委員会についての条文を実態に

合わせ削るものです。 

 施行期日は、令和２年４月１日です。 

 説明は以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 説明が終わりまし

た。議案第42号について質疑の方はございま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（宮下為幸議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第43号 令和元年度中能登町一

般会計補正予算について説明を求めます。 

 まずは、歳入全般について説明を求めるこ

ととします。 

 議案書は、73ページから83ページとなりま

す。 

 高名参事兼総務課長 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、議案

書73ページをお開きください。 

 議案第43号 令和元年度中能登町一般会計

補正予算で、令和元年度中能登町の一般会計

補正予算は次に定めるところによるもので

す。 

 第１条、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ1,325万2,000

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ105億2,750万7,000円とするもので

す。 

 第２条、債務負担行為の補正では、債務負

担行為の追加は、第２表債務負担行為補正に

よるものです。 

 第３条、地方債の補正では、地方債の変更

は、第３表地方債補正によるものです。 

 それでは、77ページをお開きください。 

 第２表債務負担行為補正として、それぞれ

の事業の限度額を設定するものです。 

 まず、広報なかのと印刷製本業務委託で

550万円、ごみ収集運搬業務委託で4,694万

円、厨芥類収集運搬業務委託として、保育園

などから発生する生ごみをバイオマスメタン

施設まで週２回運ぶ業務委託として306万

円、中能登町学校給食センター汚水処理維持

管理業務委託350万円、中能登中学校と中能

登町学校給食センターＬＰガスバルク供給納
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入で400万円を債務負担行為として設定する

ものです。 

 次に、78ページをお開きください。 

 第３表では、地方債補正として限度額の補

正を行うものです。 

 まず、公共交通施設等整備事業で新たに

130万円を追加し、農業農村整備事業では、

１億2,250万円に340万円を追加し１億2,590

万円に、一般町道整備事業では、１億8,210

万円でしたが2,360万円減額し１億5,850万円

に、観光振興施設整備事業として、新たに

740万円を追加するとともに、一般単独施設

改修事業として、新たに180万円を追加し、

地方債補正の補正後の限度額を５億4,108万

7,000円とするものです。 

 次に、81ページをお開きください。 

 歳入になります。 

 まず、第１款の町税では、個人町民税の現

年課税分で1,000万円、固定資産税の現年課

税分で2,300万円を増額補正するもので、決

算見込みによるものです。 

 次に、第11款の分担金及び負担金及び第13

款の国庫支出金並びに第14款の県支出金につ

きましては、補助対象事業費の新規割り当て

や増減などに伴い適正額を補正したもので

す。 

 主なものでは、中ほどの第11款の分担金及

び負担金の団体営土地改良事業費分担金で

270万円を追加し、土木費分担金の地区要望

事業費分担金では130万円を減額するもので

す。 

 次に、下段の13款の国庫支出金では、土木

費国庫補助金の土木費補助金では、事業費の

確定見込みにより2,590万3,000円減額するも

のです。 

 次に、82ページをお開きください。 

 上段の総務費国庫補助金では、個人番号カ

ード利用環境整備費補助金として177万1,000

円を追加するものです。 

 また、第14款の県支出金では、民生費県補

助金の介護基盤施設等整備費補助金として

551万円を追加し、農林水産業費県補助金の

農村総合整備事業補助金として990万円を追

加するもので、詳しくは、それぞれ歳出の関

連する細目におきまして担当課長より説明を

いたします。 

 次に、中段の第17款繰入金で、財政調整基

金繰入金を3,120万9,000円減額するもので、

財源調整を行うものです。 

 次に、第18款の繰越金では、決算による前

年度からの繰越金の額の確定により763万

6,000円を計上するものです。 

 次に、第19款１目の雑入で、予防給付ケア

プラン作成料として146万1,000円を追加する

とともに、電算システム他会計負担金で397

万1,000円を追加するものです。 

 83ページをお開きください。 

 次に、過年度収入として、衛生費過年度収

入として1,301万1,000円を追加するもので

す。 

 歳入の 後は、20款の町債であります。こ

れは、先ほど地方債補正で説明をいたしまし

たので省略させていただきます。 

 説明は以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 説明が終わりまし

た。 

 続いて、同じく議案第43号 令和元年度中

能登町一般会計補正予算の歳出について説明

を求めます。 

 議案書は、84ページから90ページとなりま

す。 

 高名参事兼総務課長 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、84ペ

ージをお開きください。 

 初に、総務費の総務管理費で、情報管理

事業となりますが、財源補正を行っておりま

す。 

 なお、この後、給与費の補正を行っており

ますが、各款ごとの給与費の説明は省略させ

ていただきますので、よろしくお願いいたし
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ます。 

 以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 山本情報推進課長 

  〔山本 貴情報推進課長登壇〕 

○山本 貴情報推進課長 同じく84ページ、

上段をお願いいたします。 

 第２目１細目の広報広聴事業でございま

す。28節の繰出金を87万2,000円減額するも

ので、ケーブルテレビ事業特別会計の給与費

の減額と放送関係の備品購入費を増額するこ

とによる差し引き減額補正でございます。備

品の補正内容につきましては、後ほどケーブ

ルテレビ事業特別会計で説明をいたします。 

 説明は以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 上坂企画課長 

  〔上坂恵一企画課長登壇〕 

○上坂恵一企画課長 同じく84ページの中段

になります。 

 ６目２細目企画総務費1,490万円の増額で

す。 

 ８－１報償金1,330万円の増額でありま

す。これは、町内に住宅を取得し定住する者

を対象に 大100万円を交付するものでござ

います。当初予算で40件2,000万円を計上し

ておりましたが、10月末時点で40件1,945万

円の交付がありました。今後不足が見込まれ

ますので、本年度の実績から推測されます予

測分、約29件分1,330万円の増額のお願いで

ございます。 

 そして、８－３報償品、ＵＩＪターン応援

160万円の増額でございます。これは、町内

へのＵＩＪターン者に対して、中能登町共通

商品券10万円を交付するものでございます。

これも当初予算で20件200万円を計上してお

りましたが、10月末時点で21件210万円の申

請がございました。また、これも今後不足が

見込まれますので、また今年度の実績から推

測されます不足分、16件160万円の増額のお

願いをするものでございます。 

 次に、４細目駅管理委託費130万円を一般

財源から地方債への財源の組み替えをするも

のであります。これは、トイレの洋式化をし

た能登二宮駅トイレ改修工事の一部を地方債

に充てるものでございます。 

 次に、10細目個人番号カード利用促進整備

事業でございます。177万1,000円の増額とな

ります。財源は全部、国の補助金となってお

ります。これは、マイナンバー発行後、円滑

にマイキーＩＤ設定ができるように、ＩＤ設

定支援コーナーを設置いたしまして、マイナ

ンバーカードを取得した人に対して次にＩＤ

カードを設定するよう支援するものでござい

ます。７－１臨時雇用賃金として175万8,000

円、11－１消耗品として１万3,000円の増額

をお願いするものでございます。 

 そして次に、７目の地域づくり推進費、５

細目の地方創生推進交付金事業で740万円を

一般財源から地方債への財源の組み替えをす

るものでございます。これは、不動滝トイレ

改修工事の一部を地方債に充てるものでござ

います。 

 説明は以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 平岡参事兼住民福

祉課長 

○平岡重信参事兼住民福祉課長 同じく84ペ

ージ、下段をお願いいたします。 

 ３項戸籍住民基本台帳費でございます。 

 １目２細目戸籍住民基本台帳費で11万

5,000円を減額するものでございます。内訳

といたしまして、13節委託料、システム保守

で48万9,000円を減額し、14節使用料及び賃

借料で37万4,000円を増額するものでござい

ます。 

 今年度の予算で戸籍総合システムの改修を

行っており、令和２年３月より町にサーバー

を置かずクラウド化することに伴い、不要と

なるシステムソフト使用料及び保守委託料を

減額し、必要なクラウド使用料及びネットワ

ーク利用料を増額するものでございます。 

 次に、85ページをお願いいたします。上段
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になります。 

 ３款１項１目２細目社会福祉事業で326万

9,000円の増額をお願いするものでございま

す。内訳といたしましては、補助金、社会福

祉協議会326万9,000円でございます。これに

つきましては、これまで社会福祉協議会事務

局長職は町職員が出向していましたが、今年

度より社会福祉協議会自身で職員を採用した

ことで給与費全体が不足するため増額のお願

いをするものでございます。 

 続きまして、２目２細目在宅福祉事業30万

円の増額をお願いするものです。これにつき

ましては、20節扶助費、精神障害者医療費給

付金30万円でございます。これまでの精神障

害者医療費給付金から今後の支払いに不足が

見込まれるため増額をお願いするものでござ

います。 

 説明は以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 横井長寿介護課長 

○横井正之長寿介護課長 それでは、85ペー

ジの中段をごらんください。 

 ３目２細目老人福祉事務事業41万2,000円

の増額でございます。これは介護保険特別会

計への繰出金で、人事異動に伴う職員手当等

の人件費分でございます。 

 続いて、その下、４細目老人ホーム入所措

置事業253万5,000円の増額でございます。こ

れは、環境上や経済的事情で居宅での生活が

難しい方につきまして、町がその方を養護老

人ホームに入所させるための費用ですが、当

初予算では４人分を見込んでおりましたが、

年度途中で１人ふえたため必要額を計上する

ものでございます。 

 次に、その下、６細目老人福祉施設費551

万円の増額でございます。これは、条例の一

部改正のところでも説明いたしましたが、デ

イサービスセンターひまわりで令和２年度か

ら認知症デイサービスを開設するに当たり、

施設の一部を改修する必要があるため、工事

請負費として計上するものでございます。 

 次に、その下、７細目地域包括支援センタ

ー事業費146万1,000円の増額でございます。

これは、介護保険の認定を受けた要支援１、

要支援２などの方のケアプラン作成に係る委

託料ですが、当初予算で見込んだ件数よりも

増加する見込みのため必要額を計上するもの

でございます。 

 説明は以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 平岡参事兼住民福

祉課長 

○平岡重信参事兼住民福祉課長 それでは、

同じく85ページ、下段をお願いいたします。 

 ３款２項児童福祉費、１目３細目児童手当

等支給事業で、予算の増減はございません。

歳入の補正に伴う財源の補正でございます。 

 その下になります。２目２細目保育園運営

費でございます。これにつきましては、予算

の増減はございません。内訳でございますけ

れども、通勤手当で２万1,000円の増額、そ

れから社会保険料で90万1,000円の増額をお

願いするものです。これにつきましては、嘱

託職員の人員及び配置の確定により今後予算

の不足が見込まれることから増額のお願いを

するものでございます。 

 次に、86ページをお願いいたします。上段

になります。 

 臨時雇賃金792万2,000円の減額でございま

す。当初予算では25人分を計上しておりまし

たが、現状は22人となったことによる減額で

ございます。 

 それから、嘱託職員賃金799万2,000円の減

額につきましては、当初予算では20人分を計

上しておりましたが、現状では16人となった

ことによる減額でございます。 

 それから、19節負担金、管外委託児童施設

型給付費で1,499万2,000円の増額をお願いす

るものでございます。これにつきましては、

10月からの保険料等無償化制度により３歳か

ら５歳の子供の保険料が無料化となり、その

分を施設給付費として施設に支払いをするも
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のでございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（宮下為幸議員） 道善保健環境課長 

  〔道善まり子保健環境課長登壇〕 

○道善まり子保健環境課長 それでは、86ペ

ージ、中段をお願いいたします。 

 ４款衛生費、１項５目１細目後期高齢者医

療事業16万2,000円の減額でございますが、

後期高齢者医療特別会計の繰越金の補正によ

り一般会計からの繰出金を減額するものでご

ざいます。 

 次の２項１目１細目清掃事業費355万8,000

円の増額でございますが、七尾市ごみ処理委

託料で、ごみ処理に係る燃料単価の増額によ

るものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（宮下為幸議員） 上坂企画課長 

○上坂恵一企画課長 議案書87ページになり

ます。 

 ５款１項１目１細目労働費の19－２補助金

でありますが、雇用促進奨励助成金75万円の

増額のお願いでございます。これは、町内在

住の労働者を正規雇用した事業者に対し助成

金を交付するものでございます。現在、５社

６名の交付がありました。今後、３社５人分

の申請の受け付けまたは交付予定があります

ので、75万円不足しておりますので不足分の

増額をお願いするものでございます。 

 説明は以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 宮崎農林課長 

○宮崎理市農林課長 87ページ、２段目。 

 ６款１項７目８細目団体営土地改良事業費

です。1,800万円の増額です。地区から要望

のあった農業用施設の改修を国の補助金を活

用して行うもので、13節委託料300万円は測

量設計費、15節工事請負費1,500万円は施設

改修工事費の計上です。御祖地区の農業用さ

く井工事分であります。 

 ２項１目１細目林業総務費では、97万

6,000円の増額は、１月から活動する地域お

こし協力隊の委託料60万1,000円及び活動費

補助金37万5,000円の計上です。３カ月分を

計上しております。 

 以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 北野参事兼土木建

設課長 

  〔北野 均参事兼土木建設課長登壇〕 

○北野 均参事兼土木建設課長 続いて、87

ページの下段、８款の土木費です。 

 １項１目２細目の土木総務費で482万8,000

円の増額をお願いするものです。内訳です

が、19節下水道事業会計の負担金といたしま

して23万4,000円の増額です。 

 次に、88ページをお願いします。 

 28節繰出金では459万4,000円の増額であり

ます。これは分譲宅地特別会計への繰出金で

ありますが、分譲地ゆりが丘で１区画返還の

申し出があったことによるものであります。 

 詳細につきましては、それぞれの会計にて

ご説明をいたします。 

 次に、２項３目３細目の社会資本整備総合

交付金事業ですが1,258万6,000円を減額する

ものであります。内訳では、13節委託料で

378万1,000円、15節工事請負費で780万5,000

円、22節補償金で電柱移設に係るもので100

万円であります。国庫補助金の額が確定し、

当初予算に対し減額となりましたことから本

年度の整備内容の見直しを行ったものであり

ます。 

 次に、その下、４細目の地方創生道整備推

進交付金事業では3,783万4,000円を減額する

ものです。ここでも国庫補助金の額の確定に

よるものであります。当初予算に対し減額と

なりましたことから本年度の整備内容の見直

しを行ったものであります。 

 内訳ですが、13節委託料では115万5,000円

の増額をお願いするものです。これは坪川地

内の道路冠水対策に係る測量設計業務であり

ます。 

 次に、15節工事請負費では1,840万4,000
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円、17節公有財産購入費では677万5,000円、

22節補償金では1,381万円、それぞれ減額で

あります。これは町道Ｔ－265号線、新庄地

内になりますが、交差点改良工事について土

地所有者と建物移転補償などについて協議を

行っておりますが、長期化することが予想さ

れ、年度内での契約が難しいことから減額を

させていただきたいというものでございま

す。 

 次に、下段の４目１細目の除雪費です。こ

こでは予算の増減補正はありませんが、国庫

補助金の額の確定によりまして財源内訳の変

更を行うものであります。 

 次に、89ページです。 

 ３項１目１細目の河川総務費では313万

7,000円の増額をお願いするものです。 

 内訳ですが、11節印刷製本費で９万6,000

円、13節委託料で304万1,000円であります。

これは二宮川及び羽咋川洪水ハザードマップ

作成に係るものであります。作成に当たりま

しては、これまでの50年以上に１回の降雨、

これは24時間で238ミリを想定しておりまし

たが、今回からは想定 大規模である1,000

年以上に１回の降雨、これは24時間780ミリ

に変更になったことにより、浸水想定範囲が

当初予定しておりました範囲の2.5倍程度拡

大する予想となったことにより所要額を増額

するものであります。 

 次に、４項１目２細目の町営住宅建設費で

あります。ここでは117万7,000円の増額をお

願いするものです。 

 13節委託料ですが、久江、芹川住宅建てか

えにつきましてはＰＦＩ手法によりまして事

業を進めていきたいと考えておりまして、国

の指針に基づき、多種多様な業務に対応する

ためアドバイザリー業務を委託したいという

ものでございます。 

 その下になりますが、２目１細目の住宅・

建物耐震改修等促進事業であります。ここで

は150万円の増額をお願いするものです。 

 19節補助金で耐震改修１件分の増額でござ

います。今年度実績につきましては、ここま

で４件となっており、この１件を加えまして

５件となるものであります。 

 説明は以上であります。 

○議長（宮下為幸議員） 高名参事兼総務課

長 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、89ペ

ージ、下から２段目の消防費になります。 

 消防総務費の13委託料の七尾市といたしま

して消防本部運営費に39万5,000円を追加す

るとともに、消防署運営費に139万8,000円を

追加するもので、いずれも実績見込みによる

増額となります。 

 説明は以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 岩田教育文化課長 

  〔岩田 正教育文化課長登壇〕 

○岩田 正教育文化課長 続きまして、議案

書89ページ、下段をお願いいたします。 

 10款１項２目２細目学校教育事務局費でご

ざいます。こちらは予算の増減はありません

が、歳入の県支出金、教育支援体制整備事業

費補助金としまして56万3,000円を計上いた

しましたので、その財源の組み替えを行うも

のであります。 

 次に、90ページをお願いいたします。 

 ４項５目３細目文化財管理運営費でござい

ます。15節工事請負費として209万円の増額

補正をお願いするものであります。この工事

は、雨の宮グリーン広場前にあります公衆ト

イレの男子トイレ１カ所、女子トイレ２カ所

を洋式化することで、利用者の要望に応え、

利便性の向上を図るものであります。この時

期にさせていただきまして、来年度のオープ

ンまでに工事を終わらせたいと思い、計上す

るものであります。 

 説明は以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 宮崎農林課長 

○宮崎理市農林課長 90ページ、２段目にな

ります。 
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 11款災害復旧費、１項２目１細目の林道災

害復旧事業費です。13節委託料396万円の減

額は実績によるものであります。 

 以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 説明が終わりまし

た。 

 ここで、昼食のため午後１時30分まで休憩

いたします。 

           午前11時58分 休憩 

 

           午後１時30分 再開 

○議長（宮下為幸議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 議案第44号 令和元年度中能登町後期高齢

者医療特別会計補正予算について説明を求め

ます。 

 議案書は、91ページから97ページとなりま

す。 

 道善保健環境課長 

○道善まり子保健環境課長 それでは、議案

書91ページをお願いいたします。 

 議案第44号 令和元年度中能登町後期高齢

者医療特別会計補正予算について説明をさせ

ていただきます。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ955万6,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２億5,415万

6,000円とするものでございます。 

 それでは、96ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 １款１項１目特別徴収保険料937万8,000円

の増額でございますが、保険料の軽減措置の

見直しにより対象者が減ったため増額となっ

たものでございます。 

 次の２目普通徴収保険料におきましては、

普通徴収から特別徴収に変更となった分で、

減年度分において57万1,000円の減額。ま

た、滞納の方の納付により滞納繰り越し分64

万円の増額を行うものでございます。 

 次に、３款１項１目事務費繰入金16万

2,000円の減額につきましては、４款繰越金

の額の確定に伴い一般会計からの繰入金を減

額するものでございます。 

 次に、５款１項２目延滞金は、滞納者の方

の納付により８万9,000円の増額をするもの

でございます。 

 続いて、97ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付

金955万6,000円の増額でございますが、保険

料の増額により広域連合に納付する負担金を

増額するものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（宮下為幸議員） 説明が終わりまし

た。 

 次に、議案第45号 令和元年度中能登町介

護保険特別会計補正予算について説明を求め

ます。 

 議案書は、99ページから105ページとなり

ます。 

 横井長寿介護課長 

○横井正之長寿介護課長 それでは、議案書

99ページをごらんください。 

 議案第45号 令和元年度中能登町介護保険

特別会計補正予算でございます。 

 今回の補正では、歳入歳出予算の総額に歳

入歳出それぞれ41万2,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億

9,192万4,000円とするものでございます。 

 続いて、104ページをごらんください。 

 歳入でございます。 

 ６款１項５目その他一般会計繰入金41万

2,000円の増額でございます。これは事務費

繰入金で、一般会計から繰り入れるものでご

ざいます。 

 続いて、105ページをごらんください。 

 歳出でございます。 

 ３款１項２目一般介護予防事業費の１細目

給与費７万7,000円の増額及び、その下です

けれども３款２項１目包括的支援事業費の１
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細目給与費33万5,000円の増額につきまして

は、人事異動に伴う職員手当等の不足分を計

上するものでございます。 

 説明は以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 説明が終わりまし

た。 

 次に、議案第46号 令和元年度中能登町国

民健康保険特別会計補正予算について説明を

求めます。 

 議案書は、107ページから113ページとなり

ます。 

 道善保健環境課長 

○道善まり子保健環境課長 それでは、議案

書107ページをお願いいたします。 

 議案第46号 令和元年度中能登町国民健康

保険特別会計補正予算について説明をさせて

いただきます。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ420万1,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ20億1,920万

1,000円とするものでございます。 

 それでは、112ページをお願いいたしま

す。 

 歳入でございます。 

 ３款２項８目国民健康保険制度関係業務事

業費補助金11万円と、次の９目社会保障・税

番号制度システム整備費補助金155万1,000円

の増額につきましては、令和２年度末から運

用を開始する被保険者証の個人単位化に伴う

システム改修の補助金であります。 

 次に、７款２項基金繰入金では、収支調整

のため財政調整基金繰入金220万9,000円を減

額するものでございます。 

 次に、８款繰越金は、額の確定に伴い474

万9,000円を増額するものでございます。 

 続いて、113ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 １款１項１目一般管理費420万1,000円の増

額でございますが、保険者の端末機器更新業

務委託料で23万円、令和２年度末から運用を

開始する被保険者証の個人単位化に伴うシス

テム改修などの費用で397万1,000円を増額す

るものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（宮下為幸議員） 説明が終わりまし

た。 

 次に、議案第47号 令和元年度中能登町分

譲宅地造成事業特別会計補正予算について説

明を求めます。 

 議案書は、115ページから121ページとなり

ます。 

 北野参事兼土木建設課長 

○北野 均参事兼土木建設課長 それでは、

115ページです。 

 議案第47号 令和元年度中能登町分譲宅地

造成事業特別会計補正予算であります。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ459万5,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ4,149万5,000円と

するものであります。 

 次に、120ページをお願いします。 

 歳入ですが、２款１項１目１節の一般会計

繰入金で459万4,000円、その下の繰越金では

1,000円であります。 

 次に、121ページ。 

 歳出であります。 

 １款１項１目１細目の一般管理費で459万

5,000円の増額をお願いするものです。これ

は分譲宅地ゆりが丘で１区画返還の申し出が

あったことによるものであります。内訳とい

たしまして、12節手数料２万円ですが、これ

は抹消登記により町へ名義変更を行うもので

あります。23節償還金では457万5,000円で

す。これは、売買契約書に基づきまして売買

代金の２割を違約金として差し引いた額をお

返しするものでございます。 

 説明は以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 説明が終わりまし

た。 

 次に、議案第48号 令和元年度中能登町ケ



－23－ 

ーブルテレビ事業特別会計補正予算について

説明を求めます。 

 議案書は、123ページから129ページとなり

ます。 

 山本情報推進課長 

○山本 貴情報推進課長 それでは、123ペ

ージをお願いいたします。 

 議案第48号 令和元年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算でございます。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ72万6,000円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１億3,477万

4,000円とするものでございます。 

 128ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 第１款の放送サービス加入金の滞納繰越

分、第２款の放送サービス利用料の滞納繰越

分、そして第４款の繰越金の各項目につきま

しては、それぞれ前年度の繰越額の確定に伴

い当初予算との差額を補正するものでござい

ます。 

 第３款の一般会計繰入金87万2,000円の減

額につきましては、歳出の補正に伴うもの

で、内容は歳出のほうで説明をいたします。 

 続きまして、129ページをお願いいたしま

す。 

 歳出でございます。 

 第１目管理費、１細目の給与費は、４月の

人事異動に伴う手当等の過不足を調整減額す

るものであります。 

 ２細目の管理費では、100万7,000円の増額

をお願いするものであります。内容は、18節

備品購入費で、各家庭でケーブルテレビを見

るために設置が必要な放送用光信号変換機30

代の購入費です。この機器は、今年度当初予

算で25台を購入し、再利用できる回収品も利

用設置してきましたが、在庫が10個程度とな

り、今後の新規加入や冬場の落雷被害による

破損交換対応も考えられますので、30台分の

増額補正をお願いするものであります。 

 説明は以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 説明が終わりまし

た。 

 次に、議案第49号 令和元年度中能登町水

道事業会計補正予算について説明を求めま

す。 

 議案書は、131ページとなります。 

 田中上下水道課長 

  〔田中 智上下水道課長登壇〕 

○田中 智上下水道課長 それでは、131ペ

ージをお願いいたします。 

 議案第49号 令和元年度中能登町水道事業

会計補正予算でございます。 

 債務負担の追加でございます。 

 第１条、予算書第８条の次に次の１条を加

えるものでございます。 

 第９条、債務負担行為をすることができる

事項、期間及び限度額は、次のとおり定める

ものでございます。 

 まず、上水道施設維持管理業務委託で限度

額を820万円、それと水質検査業務委託で限

度額を430万円、それと上水道台帳保守管理

業務委託で限度額を85万円とするものでござ

います。いずれも令和２年度までの期間とす

るものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（宮下為幸議員） 説明が終わりまし

た。 

 次に、議案第50号 令和元年度中能登町下

水道事業会計補正予算について説明を求めま

す。 

 議案書は、133ページから136ページとなり

ます。 

 田中上下水道課長 

○田中 智上下水道課長 それでは、133ペ

ージをお願いいたします。 

 議案第50号 令和元年度中能登町下水道事

業会計補正予算でございます。 

 第１条、令和元年度中能登町下水道会計の

補正予算は次のとおり定めるものでございま
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す。 

 第２条、予算書第４条資本的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正するものです。収

入では、第１款第２項の補助金で23万4,000

円を増額し４億2,027万1,000円とするもので

ございます。歳出では、第１款第１項の建設

改良費で23万4,000円を増額し３億691万

5,000円とするものでございます。これにつ

きましては、職員の手数料等に不足が生じる

ため給料等の科目に必要額を増額させていた

だくものでございます。 

 続いて134ページをお願いいたします。 

 第３条では、予算書第７条に定めた経費の

金額を次のとおり定めるもので、これも職員

給与に不足が生じたため23万4,000円を増額

し3,701万5,000円とするものでございます。 

 続きまして、第４条、債務負担行為の追加

でございます。予算書第８条の次に次の１条

を加えるものでございます。第９条、債務負

担行為をすることができる事項、期間及び限

度額は次のとおり定めるものでございます。

中能登町下水道処理施設維持管理業務委託

で、限度額を４億9,600万円とするものでご

ざいます。期間は令和２年度から４年度まで

の３年間として設定をいたしまして、包括的

民間委託を行うこととしたものでございま

す。 

 それでは、包括的民間委託の定義について

簡潔に申し上げたいと思います。 

 包括的民間委託とは、民間企業が施設を適

切に運転し、一定の水準を満足する条件で、

下水道処理場等の運転、それと維持管理につ

いて民間企業の自由裁量に任せるという性能

発注の考えに基づき、委託方式をとるもので

ございます。その一例といたしまして、下水

処理後に放流いたします水質が法で定められ

た基準をクリアしていれば、その業務に係る

運転方法について民間企業の自由裁量に任

せ、創意工夫の反映を可能とするものでござ

います。 

 この取り組みによりまして、町側のメリッ

トといたしまして、長期一括契約を行うこと

により一般管理費等の抑制につながり、軽微

な修繕など追加業務や薬剤などの物品購入が

ふえても運転管理の労務費等の調整によりま

して追加の費用が発生することなく委託の範

囲内の業務が可能となり、町にとっては事務

量の軽減となるものでございます。 

 削減の効果といたしましては、年間当たり

約６％程度になるものと試算をしておりま

す。削減額につきましては年当たり約1,100

万円程度を見込んでいるものでございます。 

 説明は以上になります。 

○議長（宮下為幸議員） 説明が終わりまし

た。 

 以上で議案の説明及び質疑は終結します。 

 ここで、委員会付託表を配布しますので、

暫時休憩します。 

           午後１時52分 休憩 

 

           午後１時53分 再開 

○議長（宮下為幸議員） 再開します。 

 

 ◎常任委員会付託 

○議長（宮下為幸議員） 日程第４ 常任委

員会付託 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第31号

から議案第50号につきましては、会議規則第

35条第１項の規定により、お手元に配付しま

した委員会付託表のとおり、それぞれの所管

の常任委員会に付託したいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（宮下為幸議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、委員会付託表のとおり各常任委員

会へ付託することに決定しました。 

 

 ◎休会決定の件 
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○議長（宮下為幸議員） 日程第５ 休会決

定の件を議題とします。 

 お諮りいたします。 

 各常任委員会審査のため、12月６日から12

日までの７日間を休会としたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（宮下為幸議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、12月６日から12日までの７日間を

休会とすることに決定しました。 

 

 ◎散   会 

○議長（宮下為幸議員） 以上で本日の日程

は終了しました。 

 本日はこれをもって散会します。 

 ご苦労さまでした。 

           午後１時54分 散会 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（宮下為幸議員） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員数は11名です。 

 本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

 

 ◎一 般 質 問 

○議長（宮下為幸議員） 日程第１ これよ

り一般質問を行います。 

 あらかじめ申し上げておきます。一般質問

について、各議員の持ち時間は１時間であり

ますので、守っていただくようお願いいたし

ます。執行部におかれましては的確な答弁を

求めておきます。 

 それでは、発言順に質問を許します。 

 ８番 諏訪良一議員 

  〔８番（諏訪良一議員）登壇〕 

○８番（諏訪良一議員） おはようございま

す。 

 それでは、２問について質問いたしたいと

思います。 

 最初に、今年度からスタートした森林環境

譲与税の活用方策についてであります。 

 森林は、広義的──広義的といいますのは

広い範囲で捉えた場合ですが、国土の保全、

水源の活用や地球温暖化等の機能を保有して

おり、私たちはさまざまな大きな恩恵を受け

ております。 

 片や狭義的──狭義的といいますのは狭い

範囲で捉えたときですが、所有している森林

からの収益の確保が期待できない。林業就業

者の高齢化、所有者不明林が年々加速化して

いる。所有森林の境界さえわからないなど、

これらの要因から山が非常に荒廃してきてお

ります。そして、この歯どめがかからない現

状であると言っても過言ではないと思いま

す。 

 課題は無限です。これらの難題に対し、環

境譲与税をいかに活用して、そして所期の目

的達成に取り組んでいこうとしているのか。

その意気込みについて伺います。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 おはようございます。 

 諏訪議員の森林環境譲与税の活用方策につ

いてのご質問にお答えをいたします。 

 森林環境譲与税は、今年度より、町が実施

する間伐を初めとした森林整備を中心に、木

材利用促進や林業担い手の確保、人材育成な

ど目的使途が限定された財源として交付され

ております。 

 本譲与税を財源に、当町では、今後の森林

管理を計画的かつ実行性が高い整備を実践す

るために、実態把握などの各種調査を実施し

ております。 

 森林所有者の意向調査の結果について、実

行体制の整備について及び期待される効果に

ついて並びに主な使途については、所管課長

に答弁させますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（宮下為幸議員） 宮崎農林課長 

  〔宮崎理市農林課長登壇〕 

○宮崎理市農林課長 諏訪議員の森林環境譲

与税の活用方策についてお答えをいたしま

す。 

 森林環境譲与税を財源とした確実な森林整

備を実行するため、本年度は計画策定の基礎

となる森林所有者の意向調査に10月より着手

しております。具体的には、能登部下地区、

下後山地区において本制度の周知を目的とし

た説明会を開催した上で、石川県及び中能登

森林組合との連携により対象地権者への意向

調査を実施しております。現在、調査票を回

収中であります。回収が済みましたら集計を

行ってまいります。 

 実施体制の整備について申し上げます。 
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 森林環境譲与税制度のスタート以前の平成

30年度より、行政並びに森林組合などで構成

する協議会を県内統一で組織し、その中で地

域ごとのブロック協議会が存在しておりま

す。当町は、中能登農林総合事務所管内２市

３町と中能登森林組合により中能登ブロック

として構成しています。 

 中能登ブロック協議会では、法制度の趣旨

理解に始まり、県内外の取り組みを踏まえた

実践手法など具体的な手続を中心に議論し、

事業の円滑実施のため適宜情報共有を行って

います。 

 また、この事業を行うことにより期待され

る効果といたしましては、まず従来からの補

助事業による森林整備事業に加え、森林環境

譲与税を財源とした森林整備の実施により、

荒廃が進む人工林の着実な整備と適正な管理

が見込めることとなります。 

 次に、林業経営に適した森林の経営管理を

町が集積、集約化し、公募により登録された

意欲、能力のある林業経営体へ一括経営委託

することが可能となるため、生産性の向上や

拡大につながり、産業としての魅力拡大や経

営基盤の強化、雇用創出などによる地域活性

化への効果が期待できます。 

 最後に、森林環境譲与税の主な使途につい

て説明をいたします。 

 森林環境譲与税の使途については、間伐な

ど森林整備を柱に、木材の利活用促進、林業

担い手育成確保やその普及啓発と促進に関す

る費用となっております。 

 当町では、策定する計画の中で、着実な森

林整備とともに、雇用創出につながる実効性

の高い具体的施策を関係機関と連携し、地域

活性化への取り組みに対する理解醸成を図り

たいと考えておりますので、ご理解をお願い

いたします。 

○議長（宮下為幸議員） 諏訪議員 

○８番（諏訪良一議員） まず１つ目には、

意向調査の結果がいつごろ出てくるのか。そ

して、それがまとまるのはいつごろなのか。 

 それともう一つは、この事業を進めていく

上では、一番大きな問題は所有者個々のやる

気、機運を高めていく、機運の醸成。まずこ

のあたりからかかっていかないと、ただ単な

る組織ができただけでは進んでいかんのでは

ないかなと、このように考えますけれども、

どのようにお考えでしょうか。伺います。 

○議長（宮下為幸議員） 宮崎農林課長 

○宮崎理市農林課長 諏訪議員の再質問にお

答えいたします。 

 意向調査については、現在回収中でありま

す。集計結果については来年１月末をめどに

まとめられる予定としております。 

 もう１件、森林環境譲与税制度及び森林経

営管理法に基づく森林管理制度の周知につい

て、昨年度、町内３カ所において地区区長を

中心に説明会を開催させていただきました。

説明会は制度説明にとどまっており、今後、

計画に基づき実施予定の各地区の意向調査並

びに森林管理制度に加え、町が実施する具体

的内容につきまして、わかりやすく理解を深

めていただける内容として広く周知を図って

いきたいと考えております。 

 以上であります。 

○議長（宮下為幸議員） 諏訪議員 

○８番（諏訪良一議員） 主な使途、事業費

の使い道ですが、このことの説明がなかった

わけですが、短期的、あるいはこの事業が長

年続いていくものと考えられますが長期的と

２つに分けて、どのようにお考えでしょう

か。伺います。 

○議長（宮下為幸議員） 宮崎農林課長 

○宮崎理市農林課長 諏訪議員の質問にお答

えいたします。 

 短期的な取り組みとしましては、今ある人

工林として手入れされてきた、それが長年放

置されてきて荒廃しているというようなとこ

ろを森林施業によりまして手入れを行い、用

材としての伐採なども行いますし、長期的に
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ついては、それを行った後にまた植林、育林

を行いまして長期にわたり森林を管理するも

のであります。 

 以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 諏訪議員 

○８番（諏訪良一議員） お金の使い方は大

変難しいことと思いますが、実施体制ができ

ましたらしっかり検討された上で、年々恐ら

く内容が変わっていくものと思いますが、し

っかり取り組んでいただきたいと、このよう

に考えます。 

 次に、能登上布の振興方策についてであり

ます。 

 一般社団法人ななお・なかのとＤＭＯより

発刊されております「ななお・なかのと観光

振興プラン第１次」、恐らく見ておいでると

思いますが、町内における観光資源について

の口コミデータが登載されておりますが、こ

の中で能登上布会館が満足度では最も高くラ

ンクされております。好評の要因としては、

会館の方々の接客がよいということと、加え

て機──機というのは上布を織る人力の機械

のことを指すわけですが、機織り体験ができ

ることが挙げられております。 

 町の伝統麻織物でもある能登上布が昭和35

年に石川県の重要無形文化財に指定されてい

ることについては、ご承知のとおりです。 

 商品としての麻布の生産は、1814年から開

始されております。そして、ことしが2019年

でありますから205年間の歴史を現在も刻み

つつあることです。 

 そして、古文書によりますと戦前における

生産のピークは昭和３年で、以降低落傾向が

続いてきております。そして戦後の生産高の

ピークといいますと昭和29年であるんです

が、それから年々漸減しつつあって今日に至

っております。 

 その間、産業構造の転換、麻糸不足による

減産、男性の和服離れ、そして何といっても

この仕事は人力です。熟練と根気を必要とす

ることが最もネックになっていると考えられ

ますが、これらのことから若い方の織り子が

なかなか育ってきておらない。これは能登上

布始まって以来からずっと続いてきている大

変大きな課題になっております。 

 そんな中で、非常に厳しい幾多の試練にさ

らされながらも明治、大正、昭和、平成、そ

して令和の今日まで続いてきているという背

景には、先人が残してきた高度な麻織物の生

産技術の伝承に携わってこられた方々の献身

と不断の努力なくして今日がなり得ないもの

と私なりに推察しております。 

 これらのことから、組織、振興協議会です

が、運営の強靭化について。 

 ２つ目には次世代後継者の育成について。

後継者というのは単なる織り子だけではなく

して、機械に糸がかかって機械が動くまでの

準備の工程に携わる方。それと装備されてい

る機械が大変古い機械です。そんなことから

故障整備がつきものですが、この方々の育成

について。 

 ３つ目には、ワクドキ能登上布ツアーにつ

いてという文言が町の振興計画に入っている

わけですが、このことについて伺います。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 能登上布の振興方策につい

てのご質問にお答えをいたします。 

 まず１点目の組織（振興協議会）運営の強

靭化についてであります。 

 町では、能登上布会館を平成22年７月から

能登上布の伝承、普及のため能登上布振興協

議会に指定管理業務として委託いたしており

ます。以前に機元をされていた方や上布に関

心がある方など20名が会員になっておられま

す。 

 主な業務としては、能登上布の伝統ある工

程の技術継承を初め、反物や着物づくりのほ

か、能登上布にちなんだ小物づくりなどの商

品開発、施設や機織り機などの管理にも努め

ていただいております。また、施設を利用し
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て機織り体験や開放講座、イベント、施設案

内など、多岐にわたって普及活動にも努めて

いただいております。 

 こうしたことから、観光客を初め機織り体

験者など能登上布に関心や興味を持っていた

だける方が年々ふえており、改めて受け入れ

体制の強化が必要であると感じておりますの

で、ご理解をお願いいたします。 

 次に、２点目の次世代後継者の育成につい

てのご質問ですが、現在、会員の方に能登上

布の普及、継承にご尽力をいただいておりま

すが、伝承者の高齢化に伴い、後継者不足が

重要な課題となっております。 

 能登上布は、糸づくりから機織りまでたく

さんの工程があり、全ての工程を覚えるには

最低10年はかかると言われております。その

中で、毎年９月には能登上布の一連の工程を

学ぶことができる開放講座を行っており、地

元の鹿西高校の生徒が参加するなど、後継者

育成のための大事な取り組みを行っておりま

す。 

 そのほか、昨年、明治150年関連施策とし

て実施した能登上布アーカイブ事業では、伝

承人の皆様の思いを動画で制作してインター

ネットで配信しております。 

 町といたしましても、能登上布振興協議会

の皆様と連携を密にしながらいろいろな切り

口で能登上布の魅力を全国に伝え、まずは能

登上布ファンになっていただいた上で、後継

者につながっていくような取り組みを戦略的

にプロモーションしていく必要があると思い

ます。 

 いずれにしても、先人から大切に受け継が

れてきた能登上布の灯を絶やさないためにも

町も全面的に支援して後継者育成に取り組ん

でいきたいと考えておりますので、ご理解を

お願いいたします。 

 次に、３点目のワクドキ能登上布ツアーに

ついてのご質問ですが、町では、平成29年か

ら中能登町の観光ツアー造成のためワクドキ

夢プランプロジェクトを進めております。こ

のプロジェクトは、町民有志などが中能登町

にある観光地や歴史資源を組み合わせて夢の

観光プランを企画し、実際に世の中にツアー

として売り出していくものであります。 

 能登上布のツアーについては、平成29年11

月に、能登上布一日織姫体験ツアーと題して

一日能登上布体験などが企画されたモニター

ツアーを実施しており、１名の方が参加して

おります。 

 また、今年度から鹿西高校の１年生が取り

組んでいる総合的な探究の時間と連携して、

中能登町の夢の観光ツアーを生徒が企画して

おります。来年の１月には観光ツアーコンク

ールも企画されており、約26種類の企画が生

徒からプレゼンされると聞いております。そ

の中に能登上布のツアーの企画も盛り込まれ

ていると聞いており、楽しみにしているとこ

ろでございます。 

 今後も中能登町の夢の観光ツアーが一つで

も多くつくられ、誘客につながるよう、各種

団体とも連携しながら進めていきたいと考え

ております。 

 どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（宮下為幸議員） 諏訪議員 

○８番（諏訪良一議員） 今ほどの説明を聞

きましても、担い手の育成、これは何の分野

でも一緒ですが、特に人力であるがゆえに、

そして座って根気以外には何物もないような

世界であるわけです。そんなことから、研修

的には、研修というのは物を覚えようという

ような体験的なことを指すんですが、そんな

関心を持たれた方は何年かは続いてこられて

いるそうですけれども、問題は担い手の定着

ということになってくるとなかなか難しい

と。 

 そういうことで、担い手、特に織り子さん

をどのように育てるか。今が自分から見ると

最期のチャンスではなかろうかと。育成には

10年かかるという町長の説明でもありました
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し、施設で現在携わっておいでる方のお話を

聞いても、何とかしなければというような言

葉が出てくるわけですが、この点をこれまで

以上に真摯に捉えていただきたいなと、この

ように考えます。 

 それともう一つは、組織運営の強靭化で

す。この中でもお話を聞きますと、加工して

でき上がった品物が売れることも私たちの元

気の源でありますという言葉を聞いて感じた

わけですが、商品価値が高いということから

価格も高くなってくると簡単には売れないと

いう難しい面もあるんですが、このあたりに

ついて伺います。 

○議長（宮下為幸議員） 上坂企画課長 

  〔上坂恵一企画課長登壇〕 

○上坂恵一企画課長 諏訪議員の質問にお答

えいたします。 

 まず最初に、研修的ではなく定着化という

ことにつきましてお答えをいたします。 

 体験ということでありますが、ＤＭＯのア

ンケートにもありましたとおり、能登上布振

興協会に体験として来られる方がかなりふえ

ております。体験の実質的な内訳としまして

は、本年度、今までに県内132名、県外19

名、外国の人が29名というような状態で、延

べ人数でありますのでかなりの方が来ておら

れます。 

 そういう中で、町といたしましては、人材

の定着化ということで一つ期待をしている中

で、なかのとスローツーリズム協議会という

ものがございます。そのスローツーリズム協

議会は、能登上布の組織をサポーターとして

今後連携団体の一つとしてしっかりと協力し

ながら取り組んでいきたいということであり

ます。その中には、中能登産のチョ麻から生

地をつくったり、また栽培から生地づくりま

で行うということも体験ツアーに盛り込みな

がら、また先ほどもありましたが売り上げと

いう部分におきましては、チョ麻の利用の常

識を超えた利用方法も考案していきたいとい

うようなことを考えておられます。これは、

なかのとスローツーリズム協議会の一つの例

でございます。 

 今後、定着化に向けて、まだいろいろな角

度から取り組んでいくことを考えて、まだ明

確には具体的にはございませんが、考えてい

かなければならないと思っております。 

 組織の強靭化でございますが、売り上げと

いう部分であります。能登上布振興協会は、

町から指定管理者として指定管理料をお払い

しております。しかし、指定管理料だけでは

会の運営は成り立っておりませんので、ほぼ

今はとんとんというような収支状況でありま

す。大方の業績は売り上げがかなりの貢献を

していまして、赤字にはなっていない状況で

あります。 

 そして、諏訪議員がおっしゃられたとおり

売り上げが織っている方の励みになる。売り

上げがなかったら、全然この先運営していけ

ないということと、あとは若い人たちにも最

初は織ってみたいという方が来られるわけな

んですけれども、賃金幾らもらえるのかとい

うことで実際の賃金をお話しすると、それで

はやっていけないというような。織るという

興味だけでは定着することができないので、

しっかりと現場のほうからは賃金をあげられ

るような方向に持っていきたいということ

で、売り上げを今後スローツーリズムでもい

ろいろと従来の形にこだわらず利用方法を考

案していきたいということでありましたの

で、町もそれに支援をしていきたいと思って

おります。 

 ご理解のほうよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 諏訪議員 

○８番（諏訪良一議員） 管理者にお任せと

いうことではなくして、町としても本当に次

この技術を受け継いでくれる方の育成という

ことから、育成費というものをある程度長期

にわたって打っていかないと、趣味で簡単に
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研修に来た人だけが次から次へ入れかわって

も、なかなかこれから先、能登上布というも

のを今の状態で、あるいはこれ以上に継続、

伝承していくのは難しいのではないかなと。

このあたりのお考えをもう一度伺います。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 諏訪議員からいい意見をい

ただきました。私も今のままではなかなか続

いていかないのではないかと。やはり町の職

員として本当に好きな人、これからやってこ

られる人、それくらいの保証をして、そして

１人か２人そんな方々が今おいでる方々を引

っ張っていくというような、それぐらいの抜

本的にしていかなかったら、なかなか受け継

いでいけないのではないかなと。 

 今、正谷さん、いろいろと本当にいいがに

していただいておりますけれども、八十幾つ

ということで高齢でございます。あの方は版

元からずっと自分でつくって経験をされて、

そしていろいろとご指導もいただいているん

ですけれども、いつまでも正谷さんというわ

けにもいきませんし、そんな方から抜本的に

受け継ぐような、経済的な保証をしていかな

ければできないんじゃないかなと、今、諏訪

議員からいい意見もいただきましたし、私も

常々そう思っておりますので、そのような方

向で皆さんのご理解をいただきながら町の能

登上布というものをずっと守っていきたい。

そんな思いでありますので、またご協力をい

ただきますようによろしくお願いいたしま

す。 

○議長（宮下為幸議員） 諏訪議員 

○８番（諏訪良一議員） 質問を終わりま

す。 

○議長（宮下為幸議員） 続いて、１番 古

玉いづみ議員 

  〔１番（古玉いづみ議員）登壇〕 

○１番（古玉いづみ議員） それでは通告に

従い、私の一般質問を始めさせていただきま

す。 

 この新しい令和元年の年も残すところあと

わずかとなりました。ことしは本当に台風や

水害など災害の多い年でした。日本各地で想

定外とされる自然災害がもたらした被害は本

当に大きなもので、自然の偉大さというか怖

さを改めて感じさせられました。 

 そのような中において、ラグビー日本代表

がワールドカップベスト８という史上初の偉

業を達成し、国民に大きな勇気や感動を与え

たのは記憶に新しいところです。彼らは決勝

トーナメントに進みベスト８まで勝ち上がる

という大きな目標を掲げていましたが、前人

未到の目標だったため正直、世界中からもそ

の目標に行き着くことを疑問視されていまし

た。しかし、しっかりと掲げた目標に対し、

本当に多くの犠牲を払って、多くのデータを

もとに計算し尽くされたプランを一つ一つこ

なし、達成しました。 

 このように計画、実行、評価、改善のＰＤ

ＣＡをしっかりと確立し、目標達成に向かっ

て取り組まなければならないのは、行政にお

いても言えることではないでしょうか。 

 私が今回１つ目の質問で伺うのは、中能登

町まち・ひと・しごと創生総合戦略における

まちづくりにおいてです。 

 この時代の人口減少に歯どめをかけるべく

2014年11月にまち・ひと・しごと創生法が制

定されました。目的は、東京一極集中を是正

し、地域に合った課題解決策により将来にわ

たって活力ある日本社会を構築するというも

のです。 

 当町では、「地域の産業を活性化し、老若

男女を問わずすべての町民がいきいきと暮ら

し活躍できるまち」づくりをコンセプトに、

2015年から本年度を最終年度として５カ年の

計画を打ち出しています。この総合戦略にお

いて、４つの基本的な方向性を基本目標とし

て定めています。しごとづくり、ひとづく

り、子育て環境づくり、地域づくりです。当

町では、65項目にわたってきめ細やかに施策
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を掲げ、それぞれに達成目標を掲げていま

す。 

 そこで１つ目にお伺いいたします。この第

１次総合戦略において、人口減少時代におけ

るあるべきまちづくりというのをどのように

捉えていらっしゃるのか。この５年間の施策

の総括、達成度、そして今後の戦略を含めて

お聞きします。 

 ２点目に、地域づくりにおいて既存施設の

マネジメントを目標として掲げた公共施設の

利活用事業についてお聞きします。 

 今現在、鹿西図書館としてカルチャーセン

ター飛翔の一部分を利用しているわけです

が、２階にある会議室や１階のホールなど未

使用部分は、隣接するデザインセンターの荷

物置き場となっていると聞きました。とても

もったいないというふうに感じます。 

 そして隣接する商工会ですが、ここはデザ

インセンター管理も兼ねた鹿西支所となって

います。合併して一つになった小さな町に２

つも商工会が必要であるのか疑問でありま

す。ラピア鹿島の商工会もカルチャーセンタ

ー横の商工会も町の土地に建設されていま

す。 

 そこで２点目、今後のカルチャーセンター

飛翔の有効活用策、商工会統合についての町

長のお考えをお聞きします。 

 ３点目に、災害に強いまちづくりについて

伺います。 

 先ほども言いましたが、近年、温暖化の影

響による強大な台風や豪雨などにより、川の

氾濫や土砂崩れなど想定外の災害も多々見受

けられます。この想定外ですが、もはやどこ

に想定を置くべきなのかということが大きな

議論となっているのが今の現状です。 

 そこで、今まで50年に一度の雨量で24時間

238ミリの想定が、先日、1,000年に一度、24

時間に780ミリを最大雨量として、県より水

位周知河川の洪水浸水想定区域図が発表され

ました。この1,000年に一度、24時間で780ミ

リですが、ことし多大な被害をもたらした台

風19号では、神奈川県箱根町において24時間

922ミリという1,000年に一度を大幅に超えた

雨量によって川が氾濫、周囲が浸水していま

す。 

 そこで、災害に強いまちづくりについてで

すが、町長はどのようにお考えであるのか伺

います。 

 以上３点でお聞きします。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 中能登町まち・ひと・しご

と地方創生総合戦略におけるまちづくりにつ

いてのご質問にお答えをいたします。 

 まず１点目の人口減少時代におけるあるべ

きまちづくりについて伺うについてでありま

すが、まず初めに、これまでの取り組みにつ

いてご説明をいたします。 

 全国的な人口減少に歯どめをかけるため、

平成28年３月に中能登町まち・ひと・しごと

創生総合戦略及び中能登町人口ビジョンを策

定して、令和元年度までの５カ年の将来ビジ

ョンの計画をいたしました。 

 これまでの取り組みとして、分譲宅地造成

や出産祝金、創業支援などの施策のほか、人

口減少の原因と分析をしておりました、基盤

産業の弱体化を改善すべく、繊維を主とした

横断的プロジェクトも実施してまいりまし

た。 

 大きな成果としては、いろいろございます

が、平成27年、28年に町祭「織姫夏ものがた

り」では義足の女性をモデルとした切断ヴィ

ーナスショーを開催いたしました。これは、

中能登町が障害者でも輝ける町として、繊維

の活性化にもつながる新しいまちづくりの先

進的な取り組みであったと実感いたしており

ます。 

 その後、心のバリアフリー先進地を目指す

障害攻略課プロジェクトがスタートし、地元

からは未来の繊維産業を考える繊維サロン
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「テクシる」も発足されるなど、活発な動き

が出てきております。 

 これもひとえに、織物の町・中能登町の未

来のために、いろいろな方々がかかわり動き

始めたことが私は一番の成果であると実感し

ております。 

 今後も事業をさらに加速させ、繊維産業を

活性化し、誰もが生き生きと暮らし活躍でき

るまちを目指していきます。 

 人口減少社会におけるあるべきまちづくり

は、中能登町の総合戦略の目標の一つである

地域づくりとして、時代に合った地域をつく

り、安心な暮らしを守るとともに、地域と地

域を連携することを目的としています。 

 １つ目は、住みやすい風土や地域文化、コ

ミュニティを育んできた町並みや古民家を後

世に受け継いでいくことでございます。２つ

目は、町の基盤産業である繊維産業を中心と

した魅力ある仕事づくりであります。３つ目

は、資料館や文化財等を組み合わせた新たな

観光交流の仕組みづくりを行い、高齢者や障

害者の方も訪れてみたくなるまちづくりを目

指しています。 

 人口減少社会に的確に対応し、住みよい環

境を確保しながら将来にわたり活力ある町を

維持するため、地域の産業を活性化し、年

齢、性別を問わず全ての町民が生き生きと暮

らし、活躍できる町を築くことが人口減少時

代におけるあるべきまちづくりであると考え

ております。 

 次に、２点目のカルチャーセンター飛翔の

有効活用と商工会統合の考えについて伺うと

の質問ですが、カルチャーセンター飛翔の有

効活用と商工会統合については、これまで具

体的な検討をしておりません。町といたしま

しては、特に考えや意見などは今のところは

持ち合わせておりませんので、ご理解のほど

よろしくお願いいたします。 

 また、物置になっているというようなお話

もありましたけれども、カルチャーセンター

にはいろんな方々が使われております。能登

わかばの鹿西支部であったり、高校の教職員

組合であったり、あるいは英会話の教室であ

ったり、鹿島のいろんな踊りであったり、ま

た個人的にも使われておいでますし、琴ある

いは詩舞、太鼓、説明いたしますと長くなり

ますけれども、いろんな方々で10月まで１万

人を超えておりますし、皆さん方の手帳にも

書いてあると思いますけれども、足らないく

らいにほとんど毎日使われておりますので、

これは旧鹿西公民館を４年ほど前に壊したと

きに、それらも全部カルチャーで使われてお

りますし、余った教室は幾つか物置的にも使

っておりますけれども、ほとんど100％使っ

ているというようなことで、今どうするかと

いうことは考えておりません。 

 また、商工会の統合につきましては、商工

会の考えでありまして、町が支援はしており

ますけれども、今まで商工会の人事であった

り、あるいは運営であったり、事業であった

り、そういう口出しはしたことは一切ござい

ませんし、商工会の責任のもとで中能登町の

商工行政を担っていただいている。そういう

ことでございます。 

 次に、災害に強いまちづくりについて伺う

とのご質問にお答えをいたします。 

 平成25年３月に中能登町防災拠点施設機能

分担計画書を作成して、その中で「道の駅」

織姫の里なかのとを防災拠点として位置づけ

をし、整備したものであります。 

 道の駅には、広域からの救援物資の供給場

所のほか、避難場所、災害復旧拠点、災害情

報や風評被害対策の情報発信拠点としての役

割を持ち合わせており、このことについても

災害に強いまちづくりの一つであると考えて

おります。 

 天災は忘れたころにやってくると人は言っ

ておりますが、今は、いつ起きてもおかしく

ない状況にあります。ことしの台風15号や19

号のように、災害を未然に防ぐことは不可能
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ですが、日ごろから災害に対する備えを行う

とともに、発生直後の迅速な対応をとること

で被害を軽減することができると考えており

ます。 

 そのためには、町民、地域、企業、行政が

ワンチームとなって被害を軽減する取り組み

を進めることが大切であり、例えば、地区で

防災訓練や避難計画を作成することで自助、

共助、公助によるみんなでつくる安心・安全

に暮らせるまちづくりこそが災害に強いまち

づくりだと考えますので、ご理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 古玉議員 

○１番（古玉いづみ議員） いろいろと答弁

をいただきました。町長の答弁の中では、５

年間の施策の総括で一番の成果が繊維産業の

活性化に向けて動いておられるということで

したので、それに期待したいと思いますが、

能登上布会館ですけれども、観光客が本当に

たくさん訪れる名所となっております。カル

チャーセンター飛翔に隣接して建っているわ

けですけれども、一つの考えとして、町の代

表産業である繊維業をもっともっとアピール

する場として、この一角を繊維ゾーン、織物

ゾーンとしていくのはいかがなものでしょう

か。 

 先日の中能登中学校３年生のともに開かれ

た子ども議会においても、生徒たちの地元企

業のプレゼンテーションでありましたよう

に、当町には合繊分野において日本一のシェ

アを誇る会社や100年以上続く繊維会社が存

在し、日本代表のユニフォームも製造してい

るとのことです。そして、デザインセンター

には20万点ものデザインサンプルがあり、そ

れを求めて県外からも多くの企業が訪れてい

るようです。 

 しかし、町民でさえそういった事実を知ら

ないというのが現実です。もっともっと当町

の誇るべき繊維産業を世界に向けて発信して

いくべきなのではないでしょうか。 

 先ほども言われたように、障害者繊維の活

性化、町祭におけるそういったものであった

り、繊維スポーツを考案したり、本当にいろ

いろな分野でやっていますが、どうも印象的

に一つ一つが独立していて、つながっていな

いような印象を見受けます。 

 現在町が３年計画でサポートしている繊維

産業の未来を担う地域商社プラットホーム

化、これも先ほど町長が言われた「テクシ

る」のことですけれども、能登上布をブラン

ド化していくこのような事業も進められてい

ますが、ぜひこの一角を繊維産業の、そして

中能登町を織物の町として発信すべく、商工

会をぜひ統合してカルチャーセンターの有効

活用を進めていく。 

 このような発想はいかがかなと思うのです

けれども、先ほど町長は商工会は口を出すべ

きではないとおっしゃられましたが、町の土

地の上に建っているので提案はできるのでは

ないかなというふうに考えます。その点、再

質問で１点目お聞きします。 

 もう１点、災害に強いまちづくりに関して

ですが、県から示された二宮川の洪水浸水想

定区域図では、災害時に災害対策本部の置か

れるこの鳥屋庁舎が浸水する想定となってい

ます。鳥屋庁舎だけではなく、周辺の主要道

路も冠水することとなっています。もし想定

の事態が起こった場合には、鳥屋庁舎は防災

拠点ではなくなってしまうのです。それどこ

ろか行政機能も失う可能性もあるわけです。 

 もちろん町長は、この想定区域図を確認し

ておられると考えますが、そこで、鳥屋庁舎

が水につかるようなことになってしまう状況

に関してどうお考えであるのか。 

 この２点について再質問いたします。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 商工会の問題につきまして

は、私は会員の方からも、また役員の方から

も、商工会の職員の方からも、統合というこ
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とは一切聞いたことはございません。会員の

方で言われる方がおいでるのかどうかわかり

ませんけれども、私からこうしたらどうかと

いうことではなしに、やはり商工会の皆さん

が決めて、そしてこのようにしたいと。この

ようなというようなことで提言をいただけれ

ば相談には乗りますし、また支援を申し上げ

なければならないときには支援したいと思い

ます。 

 また、50年に一度の豪雨から1,000年に一

度の豪雨というようなことで、先般、県のほ

うから、二宮川がその対象というようなこと

で780ミリの雨が降ったらというような説明

を受けました。 

 1,000年に一回ということでありますの

で、あすかもわかりませんし、100年後か300

年後かわかりませんけれども、それだけ降れ

ば浸水だけでなしに、向かい側の石動山系で

あっても眉丈山系であっても、砂系の、石動

山というような石が動くような、そんなよう

な山でございまして、もしもそういう豪雨が

あれば、いろんな土砂崩れであったり、ある

いはまた水害であったり、いろんな水だけで

はなしに、どうなるかわからんいろんな問題

が出てくると思います。 

 そういうときには、町民公助、共助という

ことで、あそこに誰がおいでる、ここに誰が

おいでる、そんな対応のほうが必要であるだ

ろうと思いますし、仮に降って今の示されて

いたあれは、もう少し上げておけば災害時の

拠点としても大丈夫だと、そう思っておりま

す。また、そこだけではなしにいろんな施設

をもう一回見直しをして、町民の方々がどこ

へどう行くか。そんなようなもう一回示され

たことによって、今マップをつくっておりま

すし、それを町民の方にお示しして、どこへ

どうする、そのような対応のほうが先であろ

うと。そして、その次にどう対応していくか

というようなことでありますので、しっかり

と鳥屋庁舎にしても、雨が降った、豪雨にな

った、水害になった、いずれもしっかり対応

してまいりたいと思っております。 

○議長（宮下為幸議員） 古玉議員 

○１番（古玉いづみ議員） ご答弁をいただ

きました。 

 商工会に関しましては、町の機関ではない

ので、もし何かあれば相談には乗るという言

葉をいただきましたので、また私は商工会の

者ではないですけれども、どういったふうに

なっていくのか、また見届けたいなと思いま

すし、今言われたように、災害に関しては、

まだ示されたばかりなので、これからハザー

ドマップをつくってしっかりと町の公共施設

をもう一度見直していくというお言葉をいた

だきましたので、またそのようにお願いいた

します。 

 まち・ひと・しごと創生総合戦略において

は、地方に仕事が人を呼び、人が仕事を呼び

込む、こういった好循環を確立することで地

方への新たな人の流れを生み出すこと。その

好循環を支える町に活力を取り戻し、人々が

安心して生活を営み、子供を産み育てられる

社会環境をつくり出すことが重要であるとな

っています。 

 まさに、主要産業である繊維業を発信し、

仕事をつくり、人を呼び込む。そんな仕掛け

をこれからもつくっていってほしいものであ

ります。今だけ、ここだけ、あなただけ、そ

んな付加価値の高い独自性のあるまちづくり

が今この時代には求められています。 

 そして、災害に強いまちづくりとして、い

ま一度しっかりと施設を見直して、改めて問

題点を一つ一つ掲げ、データをフルに活用し

て継続性のある安心、安全なまちづくりを期

待して、１つ目の質問を終わります。 

 それでは次に、中能登町まち・ひと・しご

と創生総合戦略における子育て環境づくりに

ついて。 

 この総合戦略は、中能登町人口ビジョンを

勘案し策定されているものですが、ここでは
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2010年に中能登町の出生率が1.72で県内トッ

プであったことを勘案し、2060年には出生数

日本一2.8人を目指すとあります。 

 では現実はどうなのか。厚生労働省の発表

によりますと、2018年の合計特殊出生率は全

国平均で1.42人、石川県は1.54人で全国16位

となっています。出生数に関しては、想定を

２年前倒しで全国で90万人どころか87万人を

割り込む見込みであると言われております。 

 当町の直近の出生率の数値というのは発表

されておりませんが、出生数においては目標

130人に対し一昨年は119人、そして昨年は83

人と大きく目標数値を割り込んでいます。 

 こういった事情を鑑みて、この目標設定が

本当に妥当であるのか、実情を踏まえた上で

の今後の展望、次期総合戦略における目標設

定において１点目にお聞きします。 

 次にですが、こういった人口減少の原因に

おいて子育て環境が十分でないのではないか

として、さまざまな子育て支援策をこの戦略

に盛り込んできました。他市町に先駆けて取

り組んできた画期的な施策もありますし、唯

一中能登町が能登で消滅可能性都市から外れ

たのも、町長が率先してとり行ってきたこう

いった数々の子育て支援策によって移住者が

ふえ、子供を安心して育てられる環境づくり

が行われてきたからではないかと考えます。 

 そこで、この第１期総合戦略の子育て環境

づくりにおいての総括と達成度、今後のさら

なる支援策への期待も込めて、町長の考えを

２点目の質問として伺います。 

 ３点目に、保育園民営化について伺いま

す。 

 今現在、町立保育園再編検討委員会が立ち

上げられていますが、今年度まで委員会の開

催実績はゼロでした。この総合戦略におい

て、平成31年をめどに再編検討委員会で広く

意見を聞いていくというふうにありますが、

今までのところ８月26日に開催され、次回の

委員会において民営化や統廃合などを視野

に、多様化する保育ニーズに的確に対応する

ための必要な措置について具体的に検討する

こととしているというのが前回の答弁でし

た。 

 その後、委員会は開催されているのでしょ

うか。達成目標のない意見交換会では、ただ

意見の出し合いで終わりとなりかねません。 

 当町においては民営のこども園があります

が、定員以上の申し込みがあり、お断りをし

ている状態という話を聞きます。需要はある

わけです。また利点も多くあります。近隣の

市町では、民営の保育施設で24時間保育を行

っているところもあると聞きます。今のこの

多様化する時代の保育ニーズにより対応でき

るように、また働く保護者をサポートできる

ような環境づくりをさらに行っていっていた

だきたいです。 

 今求められているのは、しっかりとした計

画とリーダーシップなのではないでしょう

か。３町合併から15年、今までカリスマ性あ

ふれるリーダーシップを発揮してこられた杉

本町長です。この保育園民営化に関して、次

期総合戦略ではどのような目標を掲げるおつ

もりなのか。いつまでに、どのように行って

いくというような目標を掲げていかれるの

か。皆さんの意見を広く聞く以外での町長の

リーダーシップあふれるお考えをぜひお聞か

せください。 

 以上３点でお聞きいたします。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 中能登町まち・ひと・しご

と地方創生総合戦略における子育て環境づく

りについてのご質問にお答えをいたします。 

 まず１点目の2060年で出生数日本一2.8人

を目指すとあるが、現状はどのようであるか

についてお答えをいたします。 

 中能登町の総合戦略に示されている出生率

は、合計特殊出生率と言われるもので、15歳

から45歳の女性の年齢別出生率を合計したも

のであり、１人の女性が生涯に産むことが見
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込まれる子供の数の推計値とされるものであ

ります。 

 直近の中能登町の合計特殊出生率について

は1.72であり、平成20年から平成24年の５カ

年データから算出をされたもので、平成25年

に発表され、当時県内で１番の数値でありま

した。 

 中能登町の第１期総合戦略では、人口減少

の悪循環を断ち切り好循環させるための取り

組みの一つとして、出生率日本一のまちづく

りを目指し、2060年に合計特殊出生率2.8を

目標としており、第１期の計画期間の数値目

標は基準値1.72から目標値2.0としておりま

す。 

 最新の市町村別の数値につきましては、現

在のところ公表されていない状況であります

が、近年の出生数については、各年にばらつ

きがあり減少ぎみであることや、対象となる

15歳から45歳の女性の数の増減も数値に大き

く影響するため、合計特殊出生率の大幅な増

は見込めないのではないかと考えておりま

す。 

 次に、２点目の人口減少の原因において子

育て環境が十分でないとあるが町長の考えを

伺うについてお答えをいたします。 

 中能登町の総合戦略の目標の一つである子

育て環境づくりでは、若い世代のために、質

の高い魅力的な雇用の場を確保し、仕事と家

庭の両立しやすい環境を整えるとともに、若

い世代が求める結婚や出産、子育てを支える

施策を官民一体で取り組むまちづくりを目指

すとしています。 

 具体的な施策として５つの施策を掲げてお

ります。１つ目は結婚推進の施策、２つ目は

妊娠、出産、育児までの支援施策、３つ目は

定住促進施策、４つ目は教育環境整備施策、

そして５つ目は地域公共交通の利用促進施策

を挙げております。これらの施策、例えば出

産祝金や医療費助成、そして第２子以降の給

食費や保育料の無料化など、合併前からのも

のから総合戦略策定後に追加されたものもあ

り、第１期総合戦略策定前では十分でなかっ

たと思っておりますが、近年移住されてきた

方々のアンケートによれば、中能登町を選ん

だ理由として子育て支援が充実しているとい

う声を多く伺っております。現在では、制度

的にはほぼ充実してきているのではないかと

思っております。 

 今後は、魅力的な雇用の場の確保、仕事と

家庭の両立しやすい環境については今後さら

なる取り組みが必要と考えております。 

 次に、３点目の保育園民営化に関しての町

長の考えを伺うとのご質問にお答えをいたし

ます。 

 保育園民営化につきましては、９月の定例

会議での土本議員の一般質問において、中能

登町立保育園再編検討委員会の設置要綱や構

成委員の説明、また、これまでの民営化に向

けた経緯について答弁をさせていただきまし

た。 

 まち・ひと・しごと創生総合戦略に示され

ている町立保育園再編検討委員会の開催につ

いては、本年度は８月26日に１回目を開催

し、保育園の現状や民営化のメリットなどの

説明を行い、委員の皆様から大変貴重なご意

見をいただいております。 

 また、２回目は年が明けて１月の開催を予

定しており、民営化や統廃合など町立保育園

の運営の効率化及び多様化する保育ニーズに

的確に対応するための必要な措置について、

町としての方針を示すこととしております。 

 今後、この再編検討委員会のご意見や検討

結果を踏まえ、また町民の皆さんの幅広い意

見を伺いながら、町の財政状況も考慮し、将

来の子育て環境がよりよいものとなるよう検

討していきたいと考えていますので、ご理解

のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（宮下為幸議員） 古玉議員 

○１番（古玉いづみ議員） 答弁をいただき

ました。 
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 子育て環境づくりにおいては、私の周りの

子育てをする保護者からは、本当にたくさん

の支援をいただいていることに感謝をしてお

ります。本当に皆さん、ありがとうというふ

うに言ってくださっているので、ぜひ今後も

続けていっていただきたいというふうに考え

ます。 

 再質問として、まず１点目お聞きします

が、次期総合戦略において2060年までに日本

一2.8人を目指すというのは、大幅な見直し

が必要なのではないかというようなことを町

長は言われたのですけれども、私は、すごく

大きな目標ではあったのですけれども、そこ

に向かっていくぞという心意気として、すご

いなというふうに初めてこれを見たときに思

ったんですけれども、現状に合わせて変えて

いかれるとは思うんですけれども、その辺ど

ういうような思いで行くのか。高い目標を掲

げていくのか、現状に見合った目標でいくの

かという点が１点目。 

 そして２点目、子育て環境づくりに関しま

して町長の答弁の中で、雇用の場を創出する

ために質の高い魅力的な仕事をつくっていく

というような話をされたんですけれども、質

の高い魅力的な仕事というのは具体的にどう

いったものであるのか、お示しください。 

 そして３点目に、保育園民営化はなかなか

難しい問題ですので皆さんの意見を聞いてい

くという、そのような答弁でありましたが、

また、次期総合戦略において皆さんの話を聞

いていくだけでは、私はちょっと足りないと

思うんですけれども、いつまでにどのように

というような文言をしっかりと織り込んで、

組み込んでいかれるのか。 

 この３点について再質問いたします。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 子供につきましては、高い

目標も必要でありますし、現状をしっかり見

なければならんというようなことも必要であ

ろうと思います。高い目標を掲げて、それが

実現できなければどうにもならないわけであ

りますけれども、高い目標はしっかりと掲げ

ますし、確かにだんだん減ってきているのが

現状でございます。 

 10年前、15年前の半分ぐらいになっている

というのが現在の現実でありますけれども、

その年によって120人のときもあれば100人を

割るときもある。それをもう一度見きわめ

て、子育てをこの町へ来てすることによって

安心してできるというような政策を掲げなが

ら高い目標、そして現実を混ぜ合わせながら

しっかりと子育てしやすいまちづくりをして

まいりたい、そう思っておりますし、また雇

用につきましてはどのような。 

 先日、中学生の企業訪問を聞いておりまし

て、私ら自身もどのような会社が仕事をして

おられるのか、そのようなこともわかって、

そこで町民の方々はなおさら、その会社へ行

っておられる方ぐらいしかわかっておられな

いのではないかなと。やはり都会がいい、金

沢がいいというような、そんな気持ちでおら

れるのではないかなと。そんなような気がい

たしております。 

 子供たちも、日本一の織物工場であった

り、私もわからなかったんですけれども、名

前を言ったらあれですけれども鹿島興亜電工

があります。あそこでは、はやぶさの抵抗器

で扱っておるそうですし、抵抗器については

世界一だそうです。 

 そのほかにもいろんな織物、それからまた

企業もいっぱいあります。それらを中能登町

の魅力としてＰＲすると同時に、町の方にも

その企業へ行っていただいたり、また企業に

よっては、今までは金沢へ行っておったけれ

ども金沢から通ってもらうんだと。実際に金

沢から通っておられる、そんな企業も幾つか

ありますし、町の企業の質を高めて、知って

もらうことによって雇用も出てくるのではな

いか。そんな思いでございます。 

 次に、保育園の民営化につきましては、次
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の１月に行われますので、それまでにしっか

りと、いつまでに答えを出していただきたい

と。そういうことで、町の方針、そして期

間、それらも皆さんにお示しをして、お願い

をしていきたい。そんな思いでございます。 

 以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 古玉議員 

○１番（古玉いづみ議員） いろいろ答弁い

ただきました。質の高い魅力的な仕事という

のは、私も改めて子ども議会のときに勉強さ

せられた思いでありましたので、ぜひまた発

信していっていただきたいです。 

 また、保育園再編検討委員会においても、

次回の委員会で町長がお示ししていくという

ふうな言葉をいただきましたので、ぜひまた

相互理解が得られるようにしていっていただ

ければと思います。 

 一つ、県のウエブサイトであるまち・ひ

と・しごと創生本部において、移住情報、い

しかわ暮らし情報ひろばにおいて、石川県の

全市町が載っているわけなんですけれども、

中能登町は限られた住宅助成制度のみしか掲

載されておりません。これだけ町長が今言わ

れたように子育て支援策が充実しているにも

かかわらず、その子育て支援策は一つも載っ

ていないんですね。圧倒的な発信力不足、ア

ピール不足を感じましたので、ぜひ当町の注

力する子育て支援策も掲載し、移住者をふや

していただきたい。外に向けてのアピールを

もうちょっと頑張っていただきたいというの

が私の感想です。 

 そして、さらなる子育て支援策に期待いた

します。 

 以上です。 

 次に行きます。 

○議長（宮下為幸議員） 質問の途中です

が、ここで11時35分まで休憩いたします。 

           午前11時24分 休憩 

 

           午前11時35分 再開 

○議長（宮下為幸議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 古玉議員 

○１番（古玉いづみ議員） それでは次に、

女性活躍のまちづくりについて伺います。 

 2015年に、女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律、通称女性活躍推進法が制

定され、メディアを中心に女性活躍という言

葉が注目され、広まりました。 

 1986年に男女雇用機会均等法が施行されて

はいたものの、実際には女性は出産、育児な

どを経て再就職やキャリア形成を断念せざる

を得ないのが現状でした。そのような中にあ

って、この女性活躍推進法では、働く女性の

問題解決に取り組む行動計画や数値目標をつ

くり、情報を発信することを企業に義務づけ

たのです。 

 そして、国連が定めるＳＤＧｓ、これは持

続可能な開発目標のことですが、ＳＤＧｓア

クションプラン2019において、日本政府の注

力する３つの取り組み内容の一つにＳＤＧｓ

の担い手として次世代・女性のエンパワーメ

ントを掲げており、いわば女性が活躍する社

会をつくっていくという日本政府のはっきり

とした意思が示されたわけです。 

 実際、2018年の全年齢の女性就業率は50年

ぶりに50％を超えたと発表され、就業者の男

女比においても44.5％と、人口減少の時代に

おいて女性の活躍が存在感を増してきている

のが現状です。 

 中能登町では、2016年に中能登町における

女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行

動計画を策定し、女性職員が職場において能

力を十分に発揮することができるよう男女と

もに働きやすい環境づくりに取り組んでいっ

ています。この計画も５カ年計画であり、今

年度が最終年度となっています。 

 そこで、４点について伺います。育休取得

率について、女性管理職率について、計画の

実施状況について、今後の具体策について。 
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 そして２つ目の質問ですが、今回の私の一

般質問のテーつでもあります来年度から始ま

る第２期中能登町まち・ひと・しごと創生総

合計画において、女性活躍のまちづくりをぜ

ひ取り込んでいただきたいと考えますが、町

長のお考えをお聞きいたします。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 古玉議員の女性活躍のまち

づくりについてのご質問にお答えをいたしま

す。 

 まず、女性職員の活躍推進に関する特定事

業主行動計画の取り組み状況について伺うの

ご質問にお答えをいたします。 

 中能登町では、平成27年４月に、職員が仕

事と育児の両立を図ることができるよう計画

的かつ着実に推進することを目的に中能登町

特定事業主行動計画を策定しております。計

画では、出産や育児休業に関する各種制度の

周知徹底や妊娠中及び出産後における配慮を

することとされています。 

 これらの計画の取り組みの状況につきまし

ては、後ほど所管課長から説明させますの

で、よろしくお願いをいたします。 

 次に、２点目の女性活躍のまちづくりを次

期総合戦略に取り込むことについて町長の考

えを伺うについてお答えをいたします。 

 町では、今年度、第２期中能登町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の策定に向けて準備

をしております。第２期の方向性としては、

第１期の地方創生の充実、強化に向け、切れ

目のない取り組みを進め、現在の総合戦略を

検証して第２期の策定を進めるという方針が

出ております。 

 さらに、基本目標の中に、人材育成や誰も

が活躍する地域社会づくり、新しい時代の流

れを力にするなど、新たな観点も盛り込まれ

ており、この中の詳細には、女性、高齢者、

障害者、外国人など誰もが居場所と役割を持

ち活躍できる地域社会を実現すると記載され

ております。 

 中能登町としては、第１期で進めてきた、

しごと、ひと、子育て環境、地域づくりの充

実を初めとした４つの基本目標を維持しつ

つ、いろいろな視点から中能登町の将来をし

っかりと見据え、有識者の皆さんとも協議し

ながら中能登町版地方創生第２ステージに向

かってビジョンを策定していきたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 詳細は担当課長から説明いたします。 

○議長（宮下為幸議員） 高名参事兼総務課

長 

  〔高名雅弘参事兼総務課長登壇〕 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、ご質

問のありました女性職員の活躍推進に関する

特定事業主行動計画の取り組み状況について

お答えをいたします。 

 まず、育児休業の取得率についてお答えを

いたします。 

 女性職員における近年の状況ですが、育児

休業の取得率は100％であります。産前産後

休暇取得後、引き続き、その子供が満１歳を

迎えるまでのおよそ１年間、育児休業を取得

する職員が多くおります。 

 なお、制度といたしましては、子供が満３

歳に達する日まで育児休業は取得することが

できることとなっております。 

 次に、女性管理職の割合についてお答えを

いたします。 

 女性管理職の割合は、ここ数年はおよそ

30％の割合で推移しております。平成31年４

月１日現在では、管理職24名中、女性管理職

は８名で、その割合は33.3％と管理職３人に

１人は女性職員となっております。 

 次に、第３期中能登町特定事業主行動計画

の実施状況についてお答えをいたします。 

 今年度が計画の最終年度で、これまで庁内

電子掲示板を通じて育児休暇などの取得につ

いての情報提供や扶養手続申請時に対象職員

宛てに周知徹底するなどによりまして、職員

の子育てを職場全体で支援するという意識が
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各職員に芽生えつつあるというふうに考えて

おります。 

 結果といたしまして、年次有給休暇の平均

取得日数が昨年度時点で年間10日を超えたほ

か、近年では配偶者出産休暇等の取得率は

100％となっております。 

 最後に、今後の具体策についてお答えをい

たします。 

 今後の具体策につきましては、これまでの

実績を踏まえまして、次期計画を策定して実

施していくこととなります。 

 最近の国の動向では、今後、男性国家公務

員の育児休業の１カ月以上の取得を2020年度

から実施すべく具体策の検討に入っているこ

とから、地方公務員にも同様の措置が求めら

れるものと考えられます。 

 この措置が導入された場合、職場内の業務

分担などについてこれまで以上に配慮しなけ

ればならないと想定されるため、管理職を初

めとする職員のさらなる意識改革が必要にな

ると考えられます。このほか社会情勢や雇用

情勢などを勘案いたしまして具体策を講じて

いくこととなりますので、ご理解のほどよろ

しくお願いをいたします。 

 以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 古玉議員 

○１番（古玉いづみ議員） 今ほど育休取得

率について100％という本当にうれしい答え

をいただきました。また、女性の管理職率も

当町では保育園の園長先生方皆さんも管理職

ですのでこのように高い数字となっておりま

すが、続けて女性が活躍できる、そういった

町にしていっていただきたいと思いますし、

また、地方創生の第２ステージにおいて町長

が皆さんにこういった新しい力、流れをつく

っていくということを提示していかれるとい

うお話でしたので、ぜひそのようにしていた

だきたいことを期待いたします。 

 世界に目を向けますと、先日、フィンラン

ドで34歳の世界最年少女性首相が誕生しまし

た。フィンランドでは、５つの党が連立政権

を組んでおり、その５党首全員が女性だそう

です。そして、世界一女性国会議員率の高い

アフリカのルワンダは61.3％が女性国会議員

です。 

 一方、日本では、女性管理職比率、女性国

会議員比率ともに約10％と、政府が掲げる

2020年30％と大きくかけ離れています。男女

比は半々であるのに一向に女性の活躍が進ん

でいないのが日本の現状です。 

 こうした中で、ぜひ中能登町においては、

役場が女性活躍の発信地として女性活躍のま

ちづくりを進めていっていただきたいです

し、近い将来のこの議場における風景が変わ

ることを期待いたしまして、私の一般質問と

させていただきます。 

○議長（宮下為幸議員） ここで、昼食時間

のため午後１時30分まで休憩します。 

           午前11時47分 休憩 

 

           午後１時30分 再開 

○議長（宮下為幸議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 ７番 南 昭榮議員 

  〔７番（南 昭榮議員）登壇〕 

○７番（南 昭榮議員） 通告に当たり、２

点質問させていただきたいと思います。 

 初めに１として、中能登町で町内外の介護

施設に入所されている方及び在宅で介護され

特別養護老人ホームへの入所を希望している

待機者の家族から、介護で疲れが出てきてお

り、いつになったら入れるのか心配している

とのことを耳にすることがあります。 

 現在の詳しい実態を教えていただきたい。 

 ２つ目として、待機者に対する今後の見通

しについてはどのようになるのか、あわせて

ご答弁願います。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 南議員の特別養護老人ホー
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ムの待機者の実態はのご質問にお答えをいた

します。 

 まず、特養への待機者のうち町内外の介護

施設及び在宅待機者の実態はのご質問にお答

えをいたします。 

 中能登町には、特別養護老人ホームとし

て、西馬場地内に鹿寿苑がありますが、待機

者の状況について施設に確認したところ、11

月15日現在で、鹿寿苑、第二鹿寿苑合わせて

98人ということでした。 

 なお、詳細につきましては所管課長から説

明させますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 次に、待機者の今後の見通しを示せのご質

問にお答えをいたします。 

 待機者の今後の見通しについては、施設に

おいてあきが出た場合、迅速に新しい入居者

を決定し円滑な施設運営を図っていただくこ

とはもちろんですが、特に在宅で待機し介護

している家族介護者には、町としまして、入

居までの間、介護保険サービスとあわせて町

の在宅福祉サービスの利用、またケアマネジ

ャーを初めとする関係機関とともに在宅介護

を支援することで、介護する家族の方の負担

を少しでも軽減したいと考えておりますの

で、ご理解のほどよろしくお願いをいたしま

す。 

○議長（宮下為幸議員） 横井長寿介護課長 

  〔横井正之長寿介護課長登壇〕 

○横井正之長寿介護課長 それでは、待機者

について補足の説明をいたします。 

 待機者98人の内訳ですが、在宅の方が44

人、病院に入院中が25人、老人保健施設に入

居中が19人、グループホームに入居中が８

人、町外の特別養護老人ホームに入居中が２

人となっております。 

 年間の待機者の状況ですが、現在の待機者

98人に対して新規の入居申し込みは60人ほど

あります。その分、待機者がふえますが、鹿

寿苑やほかの施設へ入居する方、待機中に亡

くなる方などを合わせると60人くらいになる

ため、差し引きすると年間を通しての待機者

は90人から100人程度となるそうです。 

 施設にあきが出た場合、新たに入居する方

の状況ですが、鹿寿苑では年間で20人くら

い、第二鹿寿苑では年間で２人から３人が入

居しているそうです。 

 参考までに、鹿寿苑の入居までの流れにつ

いてご説明いたします。 

 施設では、申し込みした順番ではなく、必

要性が高い方から入居することになります。

その公平性を保つため、施設では入居検討委

員会を開催し、入居申し込み者を対象とし

て、石川県の入居指針に基づき、要介護度、

介護者の状況、居宅サービスなどの利用状

況、認知症、知的障害、精神障害などの状況

を点数化し、総合的に勘案して入居の順位が

決定いたします。 

 施設にあきが出た場合は、この入居順位が

高い方から順番に入居の意思確認が行われ、

その意思があれば入居の運びとなりますが、

中には都合により辞退をする方もいるそうで

す。 

 説明は以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 南議員 

○７番（南 昭榮議員） 説明がありまし

た。再質問の内容が少しあったんですけれど

も、説明がよく出ていたので、これでよろし

いです。 

 次に２番目の質問に入ります。 

 過去の議会一般質問に何回となく質問され

ましたイノシシを初めとした有害鳥獣の処理

施設の整備についてであります。 

 １つとして、狩猟者の労力等の軽減策につ

いてでありますが、捕獲されますとイノシシ

は捕獲地点の付近で地中に埋設処理しており

ますが、頭数も多くなると埋設場所の確保を

することが問題となっております。また、山

間部で捕獲するため、処理するのに重機を入

れないと処理できない箇所もあるのと、同時



－46－ 

に木の株や岩石が出てきたりとか、おりの設

置場所が複数箇所に分かれており、その都度

移動が伴い、重機の運搬代や時間の関係の問

題も出てきたりして頭痛の種であります。 

 これらの労力にかかわる課題や今後におい

ては、汚染水が流れ出す等、環境問題も出て

くるのではと考えられます。 

 町として今後の対応が重要となってくると

思いますが、労力等の軽減となる策がありま

したらありがたいと思います。 

 ２つとして、能登地区の各市町においては

単独で各種の処理施設を整備する計画が進め

られております。当町の議会においては、町

単独の施設の新設は難しいが、七尾市との共

同した施設の新設を今後の研究課題としたい

と答弁されていました。 

 そこで、七尾市では有害鳥獣専用の焼却施

設を能登島に国の補助を受けて建設するとの

概要計画が出されましたが、将来の設備を利

用させていただくこととしても、距離的にも

遠く、利便性も考えられます。 

 これらを鑑みて、早期に町単独の有害鳥獣

処理施設の整備計画を示していただきたい。 

 以上についてご答弁願います。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 有害鳥獣の処理施設の概要

計画をのご質問にお答えをいたします。 

 まず、狩猟者の労力等軽減策を示せについ

ては、実際の捕獲作業にかかることですの

で、所管課長に答弁をさせますのでよろしく

お願いいたします。 

 次に、近隣の市町では単独での整備計画が

進行しているについてお答えをいたします。 

 南議員の言われる七尾市の有害鳥獣の焼却

施設につきましては、能登島の向田に建設さ

れると新聞報道がありました。建設予定地

は、旧七尾鹿島広域圏火葬場跡地で、国の交

付金事業を申請し建設されるもので、１日に

成獣５頭を処理できる焼却施設となるとお聞

きいたしております。 

 七尾市では30年度に1,200頭余りのイノシ

シが捕獲されており、その半数以上が埋設さ

れ、埋設場所の確保が難しくなったためとの

内容でした。 

 中能登町では、昨年度326頭が捕獲され、

その８割ほどが埋設されております。中能登

町のイノシシの捕獲は頭数も少なく、集落と

捕獲者が一体となって取り組んでいただいて

おります。ジビエ施設の積極的な活用もして

いただき、処理をお願いいたします。 

 町単独の有害鳥獣処理施設については、今

後、研究課題としてまいりたいと考えており

ますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（宮下為幸議員） 宮崎農林課長 

  〔宮崎理市農林課長登壇〕 

○宮崎理市農林課長 狩猟者の労力等軽減策

を示せという質問であります。 

 有害鳥獣であるイノシシの捕獲から処分ま

での一連の作業は、集落で取り組んでいただ

いております。労力の軽減策としまして参考

事例がありましたので紹介をいたします。 

 その事例では、重機を所有する業者に深目

の穴を掘ってもらい、捕獲したイノシシを入

れ、一頭ずつ土をかけ埋めていくという方法

をとっているということで、穴を細長く深く

掘ることにより一つの穴に20頭ほどのイノシ

シを埋設できるそうです。埋設する穴を深く

することにより汚水の流出も防ぐということ

でした。 

 山間部でも、埋設しやすいところ、運搬し

やすいところで捕獲に取り組んでいただけれ

ばと考えます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（宮下為幸議員） 南議員 

○７番（南 昭榮議員） 一つだけ再質問さ

せていただきます。 

 ある町では、おがくずの微生物の力で分解

処理する施設や破砕機を導入する計画がある

そうですが、町として、これらを含めて参考

にした施設の新設を要望したいと思います
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が、ご答弁願います。 

○議長（宮下為幸議員） 宮崎農林課長 

○宮崎理市農林課長 南議員の再質問にお答

えいたします。 

 町長の答弁にもありましたとおり、町単独

での有害鳥獣処理施設については今後の研究

課題とさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（宮下為幸議員） 南議員 

○７番（南 昭榮議員） イノシシという動

物は、わがままな動物で、大変我々町民も困

っております。そこで、またいろいろと問題

があろうかと思いますけれども、処理施設な

どいろいろな面に対して、ご協力のほどよろ

しくお願いいたします。 

 質問を終わります。 

○議長（宮下為幸議員） 続いて、３番 土

本 稔議員 

  〔３番（土本 稔議員）登壇〕 

○３番（土本 稔議員） それでは質問いた

します。 

 1,000年に一度の豪雨について伺います。 

 2015年の水防法改正に伴い、想定雨量が従

来の50年から100年に一度に加え、新たに

1,000年に一度の河川の影響が算出されまし

た。台風19号による水害など全国各地が危機

感を感じている中、石川県は９月までに県内

28の水位周知河川で豪雨の想定を50年に一度

から1,000年に一度に見直した漫水想定区域

の作成を完成させました。 

 当町における該当河川は二宮川であり、洪

水漫水想定区域は、旧基準の7.1平方キロメ

ートルから17.9平方キロメートルへと2.5倍

に拡大しました。まさかの思いではあります

が、東日本を襲った台風19号による水害など

各地で深刻な被害が相次ぐ中、あり得ないこ

とではないと感じました。 

 ハザードマップに関して、県議会代表質問

でも取り上げられ、谷本知事は、水害予防対

策として県内80河川を対象に堆積土砂の除去

を実施していると説明し、2021年の出水期ま

でに完了させるとの答弁であります。県内各

地同じ条件であり、予算の関係から堆積土砂

の量や危険度などを考慮し順次実施していく

とのことであります。 

 町内の河川においては、久江川、地獄谷

川、熊野川、伊久留川が今後、堆積土砂の撤

去が予想されると聞いております。 

 未然に防ぐ対策は重要であります。しかし

近年、全国的に集中豪雨が多発し、想定以上

の災害が発生していることも事実でありま

す。 

 では、水防法改正に伴い、洪水浸水想定区

域が拡大し、多くの地域で浸水被害が見込ま

れるが、今後の対応や取り組みについて伺い

ます。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 土本議員の1,000年に一度

の豪雨についてのご質問にお答えをいたしま

す。 

 水防法では、国や県が洪水浸水想定区域図

を作成することが義務づけられております。

平成27年に水防法が改正され、洪水浸水想定

区域図の作成に当たっては、これまでの河川

改修の計画規模の降雨から、新たに想定し得

る最大規模の降雨に基準が見直されることと

なりました。 

 県がことし９月に公表した水位周知河川で

ある二宮川や羽咋川の洪水浸水想定区域図で

は、従来の50年に一度程度の雨量から1,000

年以上に一度の雨量に基準が見直されてお

り、24時間雨量が780ミリを超える降雨を想

定したものとなりました。 

 この結果、二宮川では、前回の平成20年当

時と比べ洪水浸水想定区域がおよそ2.5倍に

拡大されました。また、羽咋川では、これま

で当町は浸水想定区域に含まれておりません

でしたが、新たな基準では当町の一部も浸水

想定区域として含まれることとなりました。 
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 今後、町では、県が公表した浸水想定区域

図をもとに、避難施設や緊急連絡先などの避

難情報を付加した洪水ハザードマップを令和

２年３月末までに作成し、出水期に入る前の

５月末までに各世帯等に配布する予定をして

おります。 

 その他、河川改修等のハード面での対策に

ついては、引き続き関係機関への要望などを

行ってまいりますが、莫大な時間と費用がか

かり突発する大雨に対応が間に合わないこと

から、住民避難訓練などのソフト対策も並行

してしっかりと実施していきたいと考えてお

ります。 

 なお、今後の対応や取り組みについては、

所管課長より答弁させますので、よろしくお

願いをいたします。 

○議長（宮下為幸議員） 梅澤危機管理担当

課長 

  〔梅澤 博総務課担当課長登壇〕 

○梅澤 博総務課担当課長 土本議員の

1,000年に一度の豪雨の今後の対応や取り組

みについてのご質問にお答えをいたします。 

 近年の豪雨による河川の氾濫や土砂災害は

想定を超えるものが多く、災害を完全に防ぐ

ことはできず、災害は必ず起こるものとし

て、減災の観点から災害が起こった後の対応

や災害が起こる前の避難行動への働きかけな

どの取り組みに重点が移っております。 

 こうしたことから、浸水想定区域内に住ま

われている方や施設にあっては、垂直避難、

いわゆる１階から２階へと高いところへ避難

するなど、まず自分の身は自分で守る行動が

求められております。 

 本年夏からは、水害、土砂災害について、

市町村が出す避難情報と国や都道府県が出す

防災気象情報を５段階に整理したもので、数

値１から５までの警戒レベルでお知らせする

こととなりましたので、町から警戒レベル３

や警戒レベル４が発令された場合は、早目の

避難行動をとるなど避難の判断となります。 

 今後も、いつ災害が発生するかわかりませ

んので、いざ災害の発生のおそれがある場合

は、警戒レベルによって適切な避難行動がで

きるよう、また各地区には自主防災組織があ

りますので、区長を初め防災士、民生委員児

童委員の皆さんが中心となって、災害時には

自力での避難が困難な高齢者や障害者、乳幼

児などをいち早く避難させる行動が求められ

ます。 

 なお、今回発表された洪水浸水想定区域図

では、町の指定避難所が水につかるところも

ありますので、今後、代替施設など見直しを

含め検討していきたいと考えますので、ご理

解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（宮下為幸議員） 土本議員 

○３番（土本 稔議員） 今の答弁で、災害

はいつやってくるかわからないということで

あります。 

 洪水ハザードマップの見直しが急務であり

ます。中能登町地域防災計画には、洪水ハザ

ードマップを活用し、漫水想定区域や避難に

関する情報を周知し、自主防災組織及び住民

に対し、地域の実情に応じた避難計画の作成

を促すと記載されておます。 

 先ほど町長言いましたけれども、1,000年

に一度の洪水でありますが、あしたかもしれ

ないし1,000年後かもしれない。水害だけで

はなく、地震や火災、災害全般に共通するこ

とであり、不安をあおるつもりはありません

けれども、地域住民に避難に関する情報を一

日でも早くすることが急務であります。 

 浸水区域が2.5倍となり、指定避難場所や

指定緊急避難場所の見直し、非常食の備蓄場

所など見直すことになると思います。 

 町行政ができることは、ハザードマップを

作成し、住民に周知することだけだろうか。

河川の堆積土砂の除去を県に要望するだけな

のか。それでは、住民に対しただただ不安を

あおるだけで、何かできることはないかと考

えました。 
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 それでは再質問の１点目です。河川の堆積

土砂の除去も重要であります。しかしながら

町道路線にある生活排水路が土で埋まってい

るのでは本末転倒であります。町道路線にあ

る水路は、ふた版が多く設置されており、重

量もあり専用の器具を用いなければ容易にふ

たをめくることができないため、地域住民は

容易に清掃など行えません。 

 地区における側溝清掃など地区要望の事業

で実施するとか、町内パトロールのときに危

険と判断した場合、町が率先して対応するな

ど柔軟な対応をしていくべきと考えますが、

１点目お答えください。 

 ２点目ですが、洪水や地震などの災害に避

難するとき、地域住民にとって一時避難場所

となるのが地区の集会場や公民館でありま

す。町所有の避難場所も見直されますが、現

実的に地域の一時避難場所、地区の集会場や

公民館の重要性も高まります。 

 町では、住民の家屋を対象に既存建築物耐

震改修工事を助成しております。この助成を

地域の集会場や公民館も対象にしてはと考え

ますが、お答えください。 

 ３点目ですが、崖地災害防止事業でありま

す。洪水被害と同じく、土砂災害の確率も同

じであります。崖地災害防止事業の助成があ

りながら実績はゼロであります。つまり補助

の規定が高く申請が行えないと考えるのが普

通であります。この機会に、いま一度、制度

の緩和、見直しをしてはどうかと考えます

が、お答えください。 

 ４点目ですが、災害廃棄物処理計画につい

てであります。台風15号や台風19号で被災に

よる家具など災害廃棄物を目の当たりにする

と、当町の災害廃棄物の仮置き場、候補地の

選定など、災害廃棄物処理計画の策定につい

て伺います。 

 以上４点について再質問いたします。 

○議長（宮下為幸議員） 北野参事兼土木建

設課長 

  〔北野 均参事兼土木建設課長登壇〕 

○北野 均参事兼土木建設課長 土本議員の

再質問にお答えをいたします。 

 初めに１点目の地区の側溝清掃を地区要望

事業で実施及び町内パトロール時の町の柔軟

な対応についてでありますが、昨年の８月31

日や９月10日発生の豪雨、さらに、ことし６

月29日発生の豪雨等におきましては、山から

土砂が流出し、町道の側溝に大量に堆積いた

しました。堆積した土砂につきましては、地

域住民のご協力で解消された箇所も多くあ

り、大変感謝をいたしております。 

 しかし、幅が広く深い側溝や水路、大きな

重いコンクリートのふた版を設置してある箇

所などにつきましては、地域住民が人力で堆

積土砂の除去ができない。そんな場合、地元

からの要望等により町のほうで対応いたしま

した。 

 また、道路パトロールにつきましては、週

１回程度実施しておりまして、舗装の陥没だ

けではなく、側溝の状況等も目視で確認して

おり、必要に応じて町のほうで対応しており

ますが、町道全てを把握することは大変困難

であります。 

 今後も地元が対応できない箇所、ふぐあい

な箇所につきましては、地元要望をしていた

だき、現場を確認し、必要に応じて対応させ

ていただきたいと考えております。よろしく

お願いします。 

 次に、２点目の地域の集会場や公民館も既

存建築物耐震改修工事助成の対象にしてはで

ありますが、町では木造既存建築物耐震改修

工事費補助金の制度がございます。これは、

地震による建築物の倒壊等の災害を未然に防

止し、町民の安全を確保するために耐震診

断、耐震設計、耐震改修工事に要する費用に

対する補助金であります。 

 あくまでも住宅、人の居住を用途とする建

築物に対してのものでありまして、現在の制

度では該当しません。しかしながら、地域の
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集会場や公民館は、災害時の１次避難場所で

もあり大変重要な施設でもあります。本補助

金要項の見直しにつきましては、今後の研究

課題とさせていただきたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

 次に、３点目の崖地災害防止事業の制度の

緩和、見直しをしてはどうかについてであり

ますが、町では崖地災害防止事業費補助金の

制度がございます。これは、崖地の崩壊によ

る災害から町民の生命、財産を保護するため

の工事を行うものに対して、崖地の防災工事

に要する費用及び崖地の応急復旧工事に要す

る費用に対する補助金であります。 

 なお、国や県の補助事業の要件に満たない

場合を補完する事業ということであります。

平成27年４月から施行を行っております。 

 議員がおっしゃるとおり残念ながら実績は

ゼロであります。しかし、相談は昨年度が３

件、今年度に入りまして１件ございました。

防災工事となりますと、それなりの基準を満

たした工事を実施することになり、個人負

担、持ち出しも多くなりますことから、なか

なか実施には至らないというような状況でご

ざいます。 

 しかしながら、せっかくの制度であります

ので、町民の方に一人でも利用してもらう必

要もあると考えております。今後は、他市町

の状況も確認しながら、ＰＲ方法も含め制度

の緩和等について検討していきたいというふ

うに考えております。よろしくお願いしま

す。 

 以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 道善保健環境課長 

  〔道善まり子保健環境課長登壇〕 

○道善まり子保健環境課長 土本議員の災害

廃棄物処理計画についての再質問にお答えを

いたします。 

 県の災害廃棄物処理計画策定モデル事業に

よりまして、県内の11市町が国から派遣され

た専門家の指導、助言を得て、各市町の実情

に応じた災害廃棄物発生量の推計や仮置き場

候補地の選定などについて検討を行っており

ます。 

 中能登町災害廃棄物処理計画につきまして

は、令和２年度に完了できるよう現在策定中

であります。 

 以上であります。 

○議長（宮下為幸議員） 土本議員 

○３番（土本 稔議員） 小さなことかもし

れませんが、できることは必ずあると思いま

す。自然災害の予測は難しい。でも小さなこ

との積み重ねによって住民の周知促進につな

がれば、そんな思いであります。 

 私は、11月24日に石川県が主催した台風19

号に係るボランティアに参加し、長野県長野

市穂保地区に行ってきました。県庁に朝４時

半に行き、県の職員や看護師と総勢38名で県

庁を５時に出発しました。被災地には９時過

ぎに到着し、全国からボランティアがたくさ

ん集まっていました。周りを見れば洪水の爪

跡が至るところにあり、災害の恐ろしさを痛

感したわけであります。 

 事前にボランティアの注意事項が説明さ

れ、印象に残ったのは、地元の方に頑張って

ください、大変ですねと被災者との立場を明

確にするような言葉は慎むこと。次に、プラ

イバシーを守ること。倒壊した家屋などは個

人の所有物であり、原則写真や動画撮影は禁

止であること。後で聞いたのですが、ボラン

ティアの中には企業のＰＲや政治活動、宗教

活動などに利用する方もいるそうでありま

す。 

 私は、そのときの活動は視察や旅行ではな

くボランティアであるということを肝に銘じ

ました。 

 作業は、家屋の床下の土砂撤去と清掃、庭

の土砂撤去でありました。周辺にはリンゴ畑

が広がり、ほとんど腐っており、道路はほこ

りだらけでありました。駐車場には一面浸水

した介護用ベッドがずらりと並んでおりまし



－51－ 

た。受け付けを済ませ作業場所まで移動し、

作業する家屋の内部の１階の床と内装は撤去

してありました。 

 私は黙々と作業し、ふと腰を伸ばし天井を

見上げたとき、遺影の写真が目に飛び込んで

きました。そのときは心が痛くてたまりませ

んでした。 

 被災された方々は、千曲川の氾濫を後悔す

るより、あすへの復旧・復興へと見据えてお

りました。予期せぬ災害を恨むより、どう支

えるべきなのか、一日でも早く復旧する場合

はどうすればいいのか、被災された方々は何

を望んでいるのか、考える機会となりまし

た。 

 県内では台風の影響で北陸新幹線が運休と

なり、経済損失が大きく報道されました。経

済も重要でありますが、被災された方々に比

べればどうなのか。被災した直後なんて絶望

しかなかったと思います。自分のことしか考

えていないのではと考えさせられた瞬間であ

りました。 

 私はあすから日常生活が始まるわけであ

り、被災地の方々に申しわけないような気が

しました。本当に必要なのは、災害後の対応

や復旧に向けた取り組み、そして人々と寄り

添い、支え合うことでありました。ボランテ

ィア作業を通じ、自分の視野の狭さや器の小

ささを思い知らされた１日でありました。 

 体験を踏まえて、最後の再質問でありま

す。 

 洪水浸水区域図には、鳥屋庁舎が0.5メー

トルから３メートル未満で浸水する予想とな

っております。また浸水継続時間において

は、12時間から24時間水が引かない場所にな

っております。 

 環境省では、台風や地震による停電に備

え、災害対応の拠点となる自治体庁舎や学

校、病院などを対象に再生可能エネルギーで

電力を自給できるよう財政支援する方針を固

めました。太陽光発電パネルと蓄電池をセッ

トで導入するための補助制度であります。異

常気象や地球温暖化など世界規模の課題であ

り、環境省は、発電施設と蓄電池を一緒に整

備し、停電時に電力を供給できるよう自治体

に促し、エネルギー消費を実質ゼロにするネ

ット・ゼロ・エネルギー・ビルの実現を後押

しする目的であります。 

 太陽光や蓄電池は必須であり、それ以外の

空調や照明等の更新も対象であります。鳥屋

庁舎の危機管理器具は２階に移設しなければ

ならないし、空調も更新時期を迎えておりま

す。 

 杉本町長、鳥屋庁舎は庁舎として存続する

方針であります。補助制度を活用すれば改修

工事費及び維持管理費の大幅な削減ができま

す。補助制度の実施期間は令和２年までであ

ります。制度を活用しない理由はないと思い

ます。勇気と奮起、そして決断する時期であ

ります。 

 最後に再質問ですが、環境省が導入方針を

明らかにした災害対応拠点となる庁舎への再

生可能エネルギーの導入について、町長に伺

います。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 環境省が導入方針を明らか

にした災害対応拠点となる庁舎への再生可能

エネルギーの導入についてのご質問にお答え

をいたします。 

 環境省では、再生エネルギーの活用推進の

ため、自治体庁舎などへの太陽光パネルの整

備に対する補助制度を実施してきましたが、

このほど令和元年度の補正予算編成で、台風

や地震による停電に備え、災害対応拠点とな

る庁舎や学校などを対象に、再生可能エネル

ギーで電力を自給できる補助制度を創設する

との方針が示されました。 

 対象となる設備は、太陽光パネルなどの発

電設備と蓄電池、高効率空調などで、導入効

果としては、災害発生時はもちろんのこと平

時においても電気料金の低減などエネルギー
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消費を実質ゼロに近づけ、地球温暖化対策に

もつながり、大幅な維持管理コストの減が期

待できるものです。 

 この補助制度の活用策としては、災害対応

拠点の一つである鳥屋庁舎での導入が最適で

あると考えております。分庁舎としての機能

の強化にもつながるものと考えておりますの

で、ぜひ導入に向けて手続を進めていきたい

と考えておりますので、ご理解のほどよろし

くお願いをいたします。 

○議長（宮下為幸議員） 土本議員 

○３番（土本 稔議員） 環境省の補助制度

に取り組んでいくということであります。採

択されるかは別問題でありますが、補助制度

を活用して財政負担を削減し、町民に寄り添

い、そして支え合う行政であるべきだと思い

ます。 

 それでは次の質問に行きます。 

 次の質問ですが、私が議員になって初めて

教育関係に関する質問であります。 

 教職員の多忙化についてであります。 

 教職員の勤務状況については、いわゆる過

労死ラインとされる月80時間を超える時間外

勤務を行った教職員がたくさんいるというこ

とで、看過できない多忙な状況が明らかにな

っております。学校現場は教職員の情熱と献

身的な努力に支えられている面があり、こう

した多忙な勤務状況を見直さなければ、教職

員が疲労し、心理的負担を過度に蓄積して心

身の健康を損ない、子供たちと真摯に向き合

うことができなくなるおそれがあるというこ

とであります。 

 10月に、ＭＯＡ自然農法七尾鹿島普及会に

て、鹿島小学校、山王小学校、天神山小学校

で、食育セミナーとして自然農法でつくられ

たお米を使い餅つき体験をいたしました。い

ずれの学校も子供たちの元気のよさに圧倒さ

れ、先生の大変さというか、一人一人の対応

などに感心させられました。餅つきには子供

たちも喜び、先生のほうが楽しんでいるよう

にも私は見えました。 

 中でも校長先生が子供の顔と名前を覚えて

いたのが驚きでした。私のイメージでは、学

校の責任者なわけで、そこまでという思いで

ありました。そこで校長先生に聞きましたと

ころ、一言、そんな時代じゃありませんよと

笑顔で答えられ、校長と子供たちの距離感が

近いことにも驚きました。 

 教職員の多忙化が社会問題となっている

中、学校現場はどうなっているのかとの思い

であり、質問することにいたしました。 

 県教育委員会では、教育の質を落とさず勤

務時間を縮減することは大変難しいことであ

るが、教育委員会や学校現場等、関係者がで

きるだ足並みをそろえ、効果や課題を丁寧に

検証しながら一つ一つ着実に取り組みを進め

るということであります。 

 では、当町における教職員の多忙改善化に

向けた現在の取り組み状況と、その成果につ

いて伺います。 

○議長（宮下為幸議員） 袋井教育長 

  〔袋井貞司教育長登壇〕 

○袋井貞司教育長 土本議員の教職員の多忙

化改善に向けた現在の取り組み状況とその成

果について伺うのご質問にお答えします。 

 まず、教職員の多忙化改善に向けた現在の

取り組み状況につきましては、昨年度から中

能登町教育委員会働き方改革プランを策定

し、各校で実践しています。 

 取り組み例としては、１、タイムレコーダ

ーでの勤務時間の把握、２、勤務時間外での

留守番電話対応、３、校務支援システムの有

効活用、給食費の公会計化と学納金の口座振

替による集金業務の削減、校務支援員──ス

クール・サポート・スタッフとも言いますが

──の配置、土曜授業の廃止などが挙げられ

ます。 

 そのほかにも、お盆休みを中心に１週間の

リフレッシュウイークを設定し、会議、校内

研修等を実施しないようにしています。ま
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た、お盆休みには完全学校閉庁日を設定して

います。 

 中学校の部活動については、国や県で示さ

れた部活動ガイドラインを踏まえた運営をし

ています。平日の１日と土曜日か日曜日の１

日を休養日としています。試合等でやむを得

ず休養日を土曜日、日曜日ともに設定できな

い場合は、学校長の承認を得て翌週の平日を

代替の休養日に設けています。ただし、土曜

日、日曜日、祝日または振替休日において年

間52日以上の休養日を設定することとしてい

ます。 

 また、部活動の通常の練習時間は、平日は

長くとも２時間程度、学校の休業日は長くと

も３時間程度としています。 

 次に、教職員の多忙化改善に向けた取り組

みの成果についてお答えします。 

 今年度４月から10月の小学校３校──教員

数60名ですが──の時間外勤務時間の１人当

たりの平均はおよそ53時間。平成29年度はお

よそ54時間、平成30年度はおよそ56時間で

す。 

 次に、今年度の中能登中学校、教員35名の

時間外勤務時間の１人当たりの平均は、およ

そ61時間です。平成29年度はおよそ76時間、

平成30年度はおよそ65時間でした。 

 また、過労死ラインと言われる１カ月間の

時間外勤務時間80時間超えの人数は、小学校

３校、60名で今年度の月平均はおよそ10人、

16.6％になります。平成29年度はおよそ13

人、平成30年度はおよそ12人です。 

 今年度の中学校──35名の教職員数ですが

──の月平均はおよそ８人で23.5％です。29

年度はおよそ15人、平成30年度はおよそ13人

でした。 

 少しずつではありますが、取り組みの成果

を上げています。 

 県教育委員会では、時間外勤務時間80時間

超えの教職員を昨年度から３年間でゼロにす

るという目標を立てて改善に取り組んでいま

すが、大変厳しい状況にあります。３年間で

きることを学校現場で、あるいは教育委員会

でやって、それでもだめなら文科省のほうへ

定数改善の申し入れをするというふうにして

取り組んでいるところです。 

 以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 土本議員 

○３番（土本 稔議員） 少しずつではあり

ますが、着実に一歩前へ出ている、前進して

いっているということでありました。 

 実際の学校現場はどうなのかということを

ちょっと調べてみました。 

 登校時に学校の玄関で先生が「おはよう」

と子供たちを迎えております。校長先生も時

間の許す範囲で参加されているとのことで

す。そうした毎日の中で全校生徒の顔と名前

を覚えていたのでしょう。私は、ただ子供た

ちの元気な姿を見ているのかなと、そんな感

覚でありました。ところが本当の意味は、長

期の休暇後の不登校やいじめなど、いろんな

ことが起こることは先生全員知っています。

学校全体で子供たちの変化やＳＯＳ、アンテ

ナを高くし、一人一人注意深く見守って軽微

なことも見逃さず、早期対応に一生懸命努め

る体制でありました。 

 しかしながら、20年前や30年前は現在より

子供の人数は圧倒的に多かったわけでありま

す。もちろん部活動数も今よりも多かったと

思います。でも、それほど教職員の過剰労働

が問題になってはいません。それも状況下は

今よりもっとひどかったと思います。理屈で

は、子供の数は多いし、部活動は多いと言え

ば本当は今よりひどいはずでありますが、そ

うした声は聞きませんでした。昔も今も先生

は大変だと思います。昔はそれなりにこなし

ていたのかもしれません。 

 今から20年前や30年前と何が変わったの

か。本当の意味の負担とは何なのかでありま

す。例えば、保護者のクレームが多くなった

のか。あるいは学校で解決する問題が飛び出
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しマスコミや教育委員会に直接行く。そうい

うことがいたずらに問題を拡大させているの

ではないか。さまざまな問題があると思いま

す。 

 きれいごとを言えば、先生もかわいそう。

生徒の言うとおり、ＰＴＡのいうことはごも

っともとなれば解決などしません。やはり我

慢するところは我慢する。お互い妥協すると

きは妥協する。こういう姿勢がなければ、こ

の問題は永遠に続くと思います。 

 昔は子供の人数も多ければ、学校設備も今

ほどよくありません。なぜ、よくない環境

下、教育環境下でありながら昔の子供のほう

が立派な大人になって、現在これだけ恵まれ

た環境の子供にいろんな問題が起きるのかが

不思議であります。 

 再質問でありますが、20年前の学校現場と

今の学校現場、具体的に何が違うのか伺いま

す。 

○議長（宮下為幸議員） 袋井教育長 

○袋井貞司教育長 20年前の教職員と今の教

職員の勤務状況の違いについて伺うの再質問

にお答えします。 

 教職員の勤務状況については、今も昔も個

人差があります。長時間一生懸命働いている

教職員は今も昔もいます。一方で、勤務状況

に課題が見られる教職員も今も昔もいます。

それが現状です。 

 しかし、今の学校には次世代を生き抜く力

を育成することが強く求められています。情

報化、グローバル化の加速度的進展や人工知

能、ＡＩの飛躍的進化など、急激に社会全体

が変化しています。そのことがそのまま学校

現場へも今求められつつあります。特に学習

指導要領が新しくなって、教えることだけで

はなくて、教える方法も学習指導要領に書か

れるようになってきました。 

 このような時代にあっても、未来のつくり

手となるために必要な資質、能力を確実に子

供たちに育むことが必要です。 

 授業では、主体的に問題を解決する能力や

協働的に取り組むためのコミュニケーション

能力等を育成するように指導方法を改善して

います。 

 さらに、小学校では、３年生から外国語活

動、週１時間ずつ、５年生からは外国語科、

週２時間ずつが行われています。また、ＩＣ

Ｔ機器の効果的な活用やプログラミング教育

の充実等、これまでになかった学習内容が数

多く導入され、教職員はそれらの対応に追わ

れているのが現状です。令和２年度から本格

実施されますので、今準備をしなければなら

ないということで、学校現場では新しいもの

が入ってきて疲弊しつつあるという状況で

す。 

 こういった状況を踏まえ、町教育委員会で

は、外国語指導助手ＡＬＴの各校１名の配

置、民間企業のＩＣＴサポーターの派遣や各

種研修会を開催するなど負担軽減を図ってい

るところであります。 

 部活動に関しても、小松のほうの高校で１

年間に元旦１日しか休まなかったという時代

もありました。そして、１日休むと取り返す

のに３日かかるといって部活動にのめり込ん

でいる先生もいました。昔の古い歌ではない

んですが、月月火水木金金で１週間休みなし

という、そういう部活動の取り組みをしてい

るところもありました。 

 それに対して、今は学校、子供たちに向き

合うことへのたくさんの要求があって、それ

も新しいことがどんどんふえてきている。ク

ラッシュ・アンド・ビルドではなくてビル

ド・アンド・ビルドになっているので、どこ

か大きく削減していく必要があるということ

で、考えられるのは学校行事を削減する。例

えば一番極端な例でいうと、小学校のスキー

実習、合宿が３校ともなくなっています。ス

キーというのは小学校のカリキュラムには入

っていないということもあるのと、この日を

境にインフルエンザがはやってくるというこ
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とも今までありましたので、取りやめたとい

うこともあります。そういうことで、学校現

場の行事の見直しも行っているところです。 

 以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 土本議員 

○３番（土本 稔議員） 昔に比べたら新し

い内容や行事がたくさんふえているというこ

とでありました。 

 町議会でも教育予算の拡充を求める請願が

提出され、全会一致で可決されております。

請願の趣旨は、教職員の多忙化実情を訴えて

教育予算を拡充する内容であります。その議

会が先日行われた学校行事の一つとして子ど

も議会を開催するのはどうか。学校主体の子

ども議会は教職員の多忙化につながるのでは

ないかと考えさせられました。 

 また、各種イベントであります。町内のイ

ベントで、にぎわいの創出のために子供たち

による演奏が行われます。人を集めるのに一

番簡単な方法が子供たちの演出であります。

当然、学校では事前に先生の指導のもと練習

が行われるわけであります。こうしたことも

見直し、子供の演出抜きでにぎわいを創出で

きるようなイベントにしなくてはなりませ

ん。 

 そもそも企画課とは、まちづくりにおける

大きな方針があり、その実現に向けて取り組

むのが企画課だと思います。今では、どちら

かというとイベントを企画、運営事務を行う

ほうが多くなっていると感じるのは私だけで

はないと思います。 

 教育長の答弁でもありましたが、多忙化に

ついて、教職員の内容が多くなったこと、英

語検定とか国際比較がされるようになる中、

グローバル化が影響していると思います。そ

れに一人一人きめ細やかな対応をしなくては

ならなくなったことや、先ほど言ったＡＩや

情報通信、さまざまであります。 

 しかしながら、最近感じることは、自分た

ちの責任より誰かの責任を追及したがる風潮

であります。そんな影響がもしかしたら学校

現場にあらわれているのではないかと思いま

す。 

 中にはいろいろ注文される保護者もおられ

ると思います。情熱があれば、話し合いで解

決し理解してもらえると思いますが、すぐに

教育委員会に言って、改善しろ、対処しろ、

学校側が説明に行っても話を聞いてもらえな

いなど、いろんなケースがあると思います。 

 当たり前ですが、教職員にも生活があるし

家族もあります。多忙化によるストレスが引

き起こす間違いもあると思います。それが金

沢市長田町小学校で起こった行き過ぎた指導

だと思います。先生に悪意はなかったと思い

ますが、冷静さを失ったことが原因でありま

す。この件はマスコミに大きく取り上げら

れ、それを見た人たちが全ての学校がそうで

はないかと錯覚を起こす。 

 こういった問題やいじめなどが起きた場

合、学校の評価や教職員の評価につなげるの

ではなく、きちんと誠意ある対応をしたのか

どうかが問われるわけです。そのときには、

学校だけで抱えず、教育委員会を中心に町全

体でサポートしていくべきであります。 

 最後の再質問であります。国の働き方改革

には、学校が全部抱えてきたことをもう一度

地域の活動に戻そうとガイドライン的なもの

を示しました。それを実行する制度設計や、

それに向けての改革、財源の確保など、まだ

まだ時間がかかると思います。一歩前進では

ありますが、学校現場で幾らすぐれた制度や

改革を行っても保護者や地域の理解がないと

前に進みません。 

 どうすればいいのか考えた提案は、地域と

のコミュニケーションをふやし、理解を深め

る学校応援団づくりであります。各学校ごと

に、地域の見守り隊の方々やボランティアの

方でお世話していただける方に年に１回でも

２回でも子供たちと一緒に給食を食べてもら

ってはどうか。給食を通じて、箸の持ち方を
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指導してもらったり、学校現場の理解を深め

るものであります。給食を一緒に食べるだけ

なので、少しの費用で教職員にも負担が少な

いと思います。給食に限らず、何かしら学校

と地域をつなぐ方法を見つけないとと思いま

した。 

 地域の理解や協力を得るために、名づけて

私が考えたのは「学校思いやり予算」であり

ます。小さなことでもいいので、学校と地域

のきずなを深める方法を検討してもらいた

い。 

 学校教育法の第29条では、教育委員会の意

見聴取とあります。そこには、首長は教育委

員会の意見を聞かなければならないとありま

す。 

 町の財政が厳しく、聖域なく各課が予算を

削減している中、本当に必要な教育予算には

予算をつける。これぞ米百俵の精神でありま

す。 

 私は３年前、そういった理解ある杉本町長

を全力で応援しました。教育長、杉本町長は

必ず耳を傾けてくれると思います。学校現場

が抱えている問題や現場の教員が一生懸命頑

張っている、多忙化の中でも頑張っているこ

とを町長を初め議員や執行部が理解すること

から始めてみませんか。 

 では、私が提案する学校応援団づくりなど

学校思いやり予算の提案について、教育長、

一言お願いいたします。 

○議長（宮下為幸議員） 袋井教育長 

○袋井貞司教育長 土本議員のほうから大変

うれしい提案がありました。学校思いやり予

算。５％削減と言われて四苦八苦しておるん

ですが、以前からよく言われたのが国家百年

の計は教育にあり。教育は大事で、しっかり

と先を見据えてやっていく必要があるんじゃ

ないかなというふうに思います。 

 ただ、日本の学校教育というのは学習指導

だけではなくて、知徳体全てを抱え込んで、

最近は家庭のことまで抱え込んでしまってい

ます。その辺を整理し直して、来年度からコ

ミュニティ・スクールの取り組みを小学校３

校、中学校１校で進めていこうと準備をして

いるところです。地域の方にお願いできるこ

と、見守り隊とか学校の校地内のいろいろの

木の手入れとか、そういうお願いできること

はお願いしながら、でも日本型教育のよさ、

捨てがたいものがありますので、なかなか日

本の先生はそれを手放したく思っていないよ

うなので、その辺も含めながらやっていきた

いと思います。 

 ぜひ、その思いやり予算をお願いしたいと

思います。 

○議長（宮下為幸議員） 土本議員 

○３番（土本 稔議員） 必ず町長は耳を傾

けると、そういう人であります。 

 今回、教職員の多忙化についていろいろ調

べ、学びましたが、やはり学校現場は独特で

あり、すごく複雑でありました。先生の情熱

が長時間労働と密接な関係であり、その情熱

こそが教育現場に必要なわけであります。 

 教職員の多忙化が社会問題となり、ブラッ

ク企業的な印象がつき、最終的には親がさせ

たくないとか本人もなりたくない職業になっ

てしまっては、本当の意味の日本の不幸だと

思います。 

 教職員の採用の倍率は3.6倍と過去に比べ

ると人気が下がっています。しかしながら町

長や町議会議員よりはるかに高い倍率であ

り、やりがいのあるすてきな職業であると先

生たちにエールを送り、私の質問を終わりま

す。 

○議長（宮下為幸議員） ここで、２時50分

まで休憩します。 

           午後２時40分 休憩 

 

           午後２時50分 再開 

○議長（宮下為幸議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 続いて、10番 甲部昭夫議員 



－57－ 

  〔10番（甲部昭夫議員）登壇〕 

○10番（甲部昭夫議員） 本日最後の質問者

となりました。皆さん、長時間でお疲れだと

思いますが、もうしばらく私の質問を聞いて

いただきたいと思います。 

 今回、私は、通告に従いまして中能登町パ

ークゴルフ場について２点の質問をいたしま

す。 

 初めに、パークゴルフ場ですが、特に高齢

者の方々の健康増進に役立つ軽スポーツとし

て見直され、近年、グラウンドゴルフに続い

て急激に広まったスポーツで、中能登町にパ

ークゴルフ場が存在しないときから町民の中

にも町外の施設を利用される愛好者がふえ、

その後、町パークゴルフ協会も設立されて運

営されてきました。 

 そうした中、町協会や愛好者の方々の強い

願いと杉本町長の高齢者の健康増進の熱意に

よりまして、町パークゴルフ場が県内でもい

ち早く開設され、平成26年４月に公益社団法

人日本パークゴルフ協会の公認コースの認定

を受け、公営によるパークゴルフ場がオープ

ンいたしました。 

 おかげさまで町内外の家族連れや高齢者の

方々に親しまれているほか、遠くは富山県の

愛好者の方々の利用もふえました。中能登町

パークゴルフ場の人気と知名度が随分上がっ

たものと思われます。 

 町パークゴルフ場は、オープン以来６年目

を迎えました。これまで古墳公園とりやの芝

生広場も活用した規模の大きな大会６回を含

め、年間に24回の大会を開催しており、町外

の愛好者の方々も多数参加しております。ま

た、練習にも余念がなく町外利用者が増加し

ているところでもあり、地域交流の拡大の場

としての役割も大きいものと喜んでおりま

す。 

 これまで町の公共施設として協会の方々の

お世話もいただきながら健全に運営を続けて

おりますが、利用者や愛好者からさらに利用

しやすい施設にと施設の充実、整備等の要望

や意見を聞いております。 

 そこで、近々、町へそうした事情を踏まえ

改善を図れないか議会の一般質問にでもと考

えていたところ、本12月定例会議で町側から

体育施設を初めとした公共施設の利用料金等

の一部改正案が上程されたところでありま

す。 

 まず、１点目の料金の見直しについてであ

りますが、今回の体育施設条例の一部改正で

は料金改正も含まれており、町体育施設の全

てが町民無料から利用した方々より受益者負

担として使用料を徴収することになる内容の

条例となっています。 

 パークゴルフ場の使用料については、開設

から年数も浅いこともあって従来と変わりな

く据え置きになっており、利用者の減少や会

員の確保に影響することがないと安堵してい

るところであります。 

 しかし、まだまだ利用者の増加を期待する

ところでもあることから、隣接県である富山

県では12月から翌年３月の冬期間がクロー

ズ、閉鎖となっているところがほとんどで、

冬場においては石川県側にプレーを望んでや

ってくる愛好者が多数おられます。 

 町民を優先して料金設定がなされ、いつで

も気軽に楽しめるパークゴルフ場の環境へと

ご配慮をいただいているところではあります

が、少しでも会員の増加と収益の増大を図る

ことを目的として、冬期間の一時的な特例措

置を講じていただけないかと思いますが、町

長のお考えはいかがでしょうか。 

 次に２点目として、水道施設の設置につい

てでありますが、さきにも述べましたように

愛好者や利用者の要望の中でプレー中の熱中

症対策が必要ではないかとのことであり、パ

ークゴルフ場のコース中間地点において給水

ポイントを整備しなければならないのではな

いかとの声もありました。 

 開設当時は何ら問題もなかったように感じ
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ますが、近年の異常気象による猛暑は、気温

も非常に高く、長期間続く炎天下となること

が多いことから、高齢者などにとっては体の

負担が大きくなります。協会としても、プレ

ーされる方々に水分補給や水筒などを持参す

るよう注意を喚起していますが、それだけで

は熱中症対策として弱い部分があると思われ

ます。 

 そこで、水道施設の設置を検討していただ

けないかと考えていますが、コース内には散

水栓が９カ所あると聞いています。その散水

栓の水道管を利用して、パークゴルフ場のコ

ースの中間地点にあるあずまや付近に簡易な

水道施設を整備できないものか。利用者並び

に高齢者の安全と熱中症対策に万全を期され

るよう検討願いたく、杉本町長のお考えをお

伺いいたします。 

 この水道水というのは、ちょろちょろと噴

水みたいに上がるのは確かにグラウンドゴル

フ場にありますし、要所に１カ所ぐらいある

んですが、私の言っているのは、雑巾でも顔

でもどこでもとにかく水道で洗えるような、

そういうものを１カ所つくっていただけない

かと。例えば暑いとタオルでばーっと洗うと

いうような、そういうことの意味でありま

す。 

 よろしく、杉本町長の考えをお伺いしたい

と思います。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 甲部議員のパークゴルフ場

の料金見直しについてお答えをいたします。 

 まず、12月議会定例会議において、中能登

町公園条例の制定及び中能登町体育施設条例

の一部を改正する条例の議案を提出させてい

ただいております。これは、中能登町公園条

例の制定に伴い、古墳公園とりや等を公園条

例に、中能登町パークゴルフ場は、体育施設

であるため中能登町体育施設条例に明記する

ための一部改正であり、あわせて施設使用料

の見直しを行うものであります。 

 なお、パークゴルフ場は平成26年度の開設

以来、使用料をいただいております。特に、

町民の健康増進を進めていく上で使用料を町

内と町外に区分を行っており、今回の使用料

の見直しは据え置きといたしております。 

 また、町外利用者では、富山県内のパーク

ゴルフ場のほとんどが12月から翌年３月まで

の冬期間、施設が閉鎖されているため、富山

県の愛好者が石川県内の施設を利用するため

に来られていることも承知をしております。 

 今後は、町外、県外の方たちが中能登町へ

お越しいただき、利用者会員をふやし、町民

愛好者との交流及び競技力の向上にもつなが

ることから、12カ月定期以外の定期券発行に

ついても前向きに検討してまいりたいと思い

ますので、ご理解のほどよろしくお願いをい

たします。 

 次に、夏場の対策として古墳公園に共通す

る水道施設の設置についてお答えをいたしま

す。 

 現在、パークゴルフ場の管理棟には水道施

設がありますが、パークゴルフ場のコース内

には給水施設は設置しておりません。 

 近年の夏には、猛暑日となる日も多く、特

にプレーヤー一人一人が補給水を携帯する、

または休憩をとるなどして、それぞれが体調

管理を行うことが大変重要なことでありま

す。このことから、猛暑時には、管理人から

利用者に対し熱中症対策など自己の健康管理

についても周知徹底を図ってまいりたいと思

います。 

 コース内の給水施設の設置については、利

用者の熱中症対策として、設置に向けて町パ

ークゴルフ協会とも協議をしてまいりますの

で、ご理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 甲部議員 

○10番（甲部昭夫議員） それでは、ただい
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まご答弁をいただきましたけれども、再質問

というほどのものは出てきませんので、次に

水道料と再質問として一つ考えておりました

ので、それをお願いしたいと思います。 

 パークゴルフ場の管理は、町の理解もいた

だきまして毎日協会員の方々が午前と午後に

分かれ２人交代で管理しており、さらに、ほ

かの協会員の皆さんも、その都度お手伝いの

応援に来られております。こうした係員の方

や協会の方々は、舗装された駐車場ではなく

管理棟の横の砂利敷きの駐車場で駐車し、お

客様ファーストを優先しているようでありま

す。 

 こうした中、管理棟横の砂利敷き駐車場へ

の出入り口として町道から管理棟前を流れる

水路堤防の砂利道の農道を利用されておりま

すが、わだち等で穴があくなど農道補修の必

要が生じていることが多々あります。 

 そこで、町へ協会からお願いをしていても

なかなか砂利の手配が追いつかないようであ

りますが、材料だけでもいただければ敷地内

の砂利運び等は協会員でお世話するとのこと

でありますので、農道に砂利を入れていただ

けないか。そういうお願いをしたいと思いま

す。 

 これは再質問で、よろしくお願いします。 

○議長（宮下為幸議員） 甲部さん、今の発

言は通告外ですよ。 

○10番（甲部昭夫議員） これは関連してい

るが、だめですか。パークゴルフ場に関連し

たことで。 

○議長（宮下為幸議員） 一応、通告そうい

うのにしておかんと。答えられるやろうけれ

ども、通告外ですので。 

○10番（甲部昭夫議員） これはパークゴル

フ場のことなのでやったんですけれども、通

告には書いてないんですが。 

○議長（宮下為幸議員） 一応書いておかん

とだめやね。 

○10番（甲部昭夫議員） わかりました。今

後気をつけますので、これだけ答弁をお願い

します。だめならだめで、よろしいですけれ

ども。 

 この質問、いかがでしょうか。だめでしょ

うか、いいでしょうか。改めて言いますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（宮下為幸議員） 答弁できれば、町

長、答弁してください。 

 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 あの道は悪道でないかと思

います。田んぼ２枚ほどで、私もいつも行っ

ているので。小さい水たまりになっておりま

す。 

 材料だけということなので、材料を入れま

す。入れたら、パークゴルフ場のほうで今言

われたとおりしっかりとまいていただいたり

管理もしていただければと、そう思います。 

○議長（宮下為幸議員） 甲部議員 

○10番（甲部昭夫議員） 今ほど議長のほう

から関連以外と言われましたけれども、私の

ほうはパークゴルフ場に関連していると思っ

て言ったので、それ書いてなかったものです

からご理解をいただけなかったなというふう

に思います。今後気をつけますので、よろし

くお願いをいたします。 

 なお、このパークゴルフ場は、県下でも隣

接の蘭ノ国とか、いこいの村とかいうような

ところと比較しても相当レベルの高いパーク

ゴルフ場になっております。行く行く議員の

皆さんとか、そして執行部の皆さん、職員の

皆さんとみんなで和気あいあいパークゴルフ

の大会を、議長、また企画をしていただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

 それでは私の質問をこれで終わりますの

で、よろしくお願いします。 

 

 ◎散   会 

○議長（宮下為幸議員） 以上で本日の日程

は終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 
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 ご苦労さまでした。 

           午後３時08分 散会 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（宮下為幸議員） ただいまの出席議

員数は11名です。 

 本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

 

 ◎一 般 質 問 

○議長（宮下為幸議員） 日程第１ これよ

り一般質問を行います。 

 あらかじめ申し上げておきます。一般質問

について、各議員の持ち時間は１時間であり

ますので、守っていただくようお願いいたし

ます。執行部におかれましては的確な答弁を

求めておきます。 

 それでは、発言順に質問を許します。 

 ４番 林 真弥議員 

  〔４番（林 真弥議員）登壇〕 

○４番（林 真弥議員） おはようございま

す。 

 本日の一般質問、13日に続いて２日目とな

ります。早速質問を始めたいと思うんですけ

れども、けさほど大変寒い朝でありました。

大変寒い朝であったんですけれども、町長、

日課のウオーキングはされましたでしょう

か。 

 石川県内の観測地点、ほとんど氷点下とい

うことであった。そんなニュースでありまし

たけれども、今10時を過ぎまして、まだ外は

少し寒いんです。寒いんですけれども、私の

一般質問は熱く語りたいと思いますので、町

長、よろしくお願いいたします。 

 それでは質問を始めたいと思います。 

 今回は２点で質問をさせていただきます

が、その１点目であります。令和２年度の予

算編成についてであります。 

 私は、この質問と同じ質問を昨年の12月の

定例会でも取り上げておりますが、昨今、町

長を初め執行部からは、今後の町の財政状況

または財政見通しにより緊縮財政へのかじ切

りというという内容の言葉をよく聞くように

なっております。今後、この緊縮財政へかじ

を切るという状況、またはその内容につい

て、町民の皆さんへの周知や理解という点で

払拭できない疑念がいろいろとありますの

で、それを中心として令和２年度の予算編成

について３点で伺います。 

 １点目、これは昨年と同じ質問になってお

りますけれども、最重要課題と位置づけるこ

とは何か。来年度の予算編成において最重要

課題と位置づけることは何か。 

 ２点目、当町において適正と思われる予算

額の認識はどの辺に持っておられるのか。当

町の当初予算額の認識であります。 

 ３点目、来年度、令和２年度も含めまして

来年度以降の予算編成に向けて、町民の皆さ

んへお伝えするべきことは、私幾つもあると

思うんですけれども、町民の皆さんへの周知

事項についてお伺いしたいと思います。 

 この３点です。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 林議員の令和２年度予算編

成についてのご質問にお答えをいたします。 

 まず、最重要課題と位置づけることは何か

のご質問にお答えをいたします。 

 令和２年度の中能登町予算の編成に当たっ

ては、本年度策定しました中能登町財政計画

にありますように、当町の強みでもある子育

て支援、定住促進サービスを初めとした住ん

でよかったと思えるまちづくりを継続するた

めにも、町民の皆様に大きな負担がかかるこ

とがないよう配慮しながら既存の事業の見直

しを行っていき、厳しい財政状況においても

持続可能なまちづくりを実現していくことが

重要な課題であると考えております。 

 次に、中能登町において適正と思われる当

初予算額の認識はのご質問にお答えをいたし
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ます。 

 予算額については、町だけではなく国や県

の施策によって大きく増減するものであり、

必ずしも金額の多い少ないによって判断する

ものではなく、実施する事業の内容で適正で

あるかどうかを判断すべきものと認識いたし

ております。 

 次に、来年度以降の予算編成に向けて町民

の皆さんへの周知事項はとのご質問にお答え

をいたします。 

 現在、予算編成を行っている最中であり、

まだお知らせできる状態ではありません。町

施策につきましては、２月に予定しておりま

す予算内示会、広報なかのと及び町ウエブサ

イトにてお知らせすることとしております

が、さらなる町政の発展を目指し、住んでよ

かったと思えるまちづくりを継続し、町民の

皆様に喜んでいただけるよう取り組んでまい

りますので、ご理解のほどよろしくお願いを

いたします。 

○議長（宮下為幸議員） 林議員 

○４番（林 真弥議員） 私、３点で質問し

ましたが、１点目の質問、来年度、令和２年

度の予算編成において最重要課題と位置づけ

ることは何か。これは昨年の12月の定例議会

でも同じ質問をしております。そのときに、

昨年の12月には、町長のほうからは財政調整

基金の取り崩しについて言及されておりま

す。 

 今回、今ほどの同じ質問ですけれども、財

政調整基金の取り崩し、財政調整基金に関し

ての言及はございませんでした。来年度、財

政調整基金はどうされるのかというのをまず

一つ、再質問として質問したいと思います。 

 もう１点、再質問ですけれども、中能登町

においての適正と思われる当初予算額の認識

という質問をさせていただきましたが、私が

期待したような明確な数字のご提示はござい

ませんでした。町の町税と地方交付税、合わ

せますと大体年間60億から65億ぐらいになっ

ているのかなという認識ですけれども、それ

をベースに考えなければいけないのかなとい

う思いも私はあるんですけれども、町税と交

付税を合わせた額が本来ベースになるのでは

ないかなと思いますが、それについてどんな

ふうに考えていらっしゃるのか。再質問２点

目であります。 

 もう一つ再質問ですけれども、町民の皆さ

んといろんな場所で、いろんなところで、い

ろんな場面でいろいろ話をさせていただきま

すと、中能登町の財源は豊かで、この先も安

泰だと思っていらっしゃる方と、近隣市町に

はないいろいろな手厚い支援策があるが、今

後の町の財政は大丈夫ですかという方と、極

端に言うと２通りおいでるかなと、私はそう

感じております。両方おいでるなと私は思っ

ているんですけれども、これについて町の見

解というのをお聞かせください。 

 以上、再質問３点です。 

○議長（宮下為幸議員） 高名参事兼総務課

長 

  〔高名雅弘参事兼総務課長登壇〕 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、林議

員の再質問にお答えをいたします。 

 最初に、財政調整基金をどうするのかとい

う、そういったお話でございます。 

 本来でしたら財政調整基金はできるだけ取

り崩しをしないことにこしたことはございま

せん。しかし、本年度策定いたしました中能

登町財政計画におきまして説明をさせていた

だきましたとおり、町の財政というのは中長

期的な視点に立って考えていかなければなり

ません。このことから、現在、地方債の償還

額が非常に高い水準で推移しておりますの

で、年度間の調整の意味合いのあります財政

調整基金は来年度も取り崩しをしなければい

けないのかなと。そういったような形で感触

はつかんでおります。 

 いずれにしろ財政調整基金というのは会計

年度独立の原則というものがございます。そ
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れを補うような、そういった制度となってお

ります。本来でしたら事業を行うたびに公債

費、借金の返済を考えて、本来は減債基金な

どに積むべきでありましたが、当町のやり方

といたしましては全てそういったものを財政

調整基金に積んでおります。そういった形

で、財政調整基金につきましてはかなり県下

でも高い水準になっておりますので、当面は

年度間の調整ということで財政調整基金を活

用しながらこういった時期を越えていきたい

なというふうに考えております。 

 次に２点目でございますが、町税と地方交

付税を合わせまして大体65億円前後のベース

で当初予算を編成すべきではないかという、

そういったお話でございますが、確かにその

認識もございますが、平成30年度の決算にお

きまして中能登町の大半を占める一般財源、

ご指摘ありましたとおり現在64億円ございま

した。これは実は財政用語といたしますと標

準財政規模というものとなります。これの金

額とほぼ同等額となります。この標準財政規

模といいますのは、標準的な行政活動を行う

ために必要な一般財源の総額を意味する、そ

ういったものの定義となっております。 

 このことから、およそ65億円の予算編成は

町民の皆様にとりましては相当の痛みが結果

的には生じることとなります。予算編成に当

たりましては、各種事業の実施に当たりまし

て、一般財源だけではなく国や県の補助金、

そのほか特定な目的を持ちます財源を活用し

て収入をしっかりと確保することとなりま

す。また、公共施設の建設や改修などで多額

の支出が見込まれる場合は、資金調達と世代

間負担の標準化のために地方債の発行なども

しております。 

 当町における一般財源がどのような規模で

あるかということは、認識はしっかりと持っ

た上で財政状況を悪化させないように編成に

今後取り組んでいきたいと考えておりますの

で、ご理解のほうをお願いいたします。 

 それと３点目の質問でございますが、今後

の財政運営についての質問ですが、先ほどか

ら少しお話をさせていただきましたが、当町

の事業見直しや財政運営の見直しを行わなけ

ればならない時期を迎えてきているなという

ふうに考えております。また、現在も人口減

少に歯どめがかからない状況にありまして、

策を講じないままでは健全財政の維持は難し

いとの認識はしております。 

 その一方で、事業の見直しによりまして住

んでよかったと思えるまちづくりが継続でき

なくなってはならないと、当然ながらそうい

った認識もしております。 

 継続すべき事業と見直すべき事業を見きわ

めながら、これまでの子育て支援策や定住施

策を継続できるよう、そして持続可能な地域

としての財政運営に努めてまいりますので、

ご理解をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 林議員 

○４番（林 真弥議員） 高名参事のほうか

ら３点について私の再質問の答弁をいただき

ました。いろいろご答弁されておりました

が、なかなか納得できるような納得できない

ような、そんな思いであります。 

 ちょっと話を変えたいと思います。 

 町長、ラグビーのワールドカップごらんに

なったと思うんですけれども、日本代表すご

く強かったですよね。予選リーグ４試合全勝

で勝ち上がって決勝トーナメント進出という

ことで、決勝トーナメントのほうでは、前回

には勝利したんですけれども今回優勝した南

アフリカの意地とプライドに残念ながら屈す

る結果となりましたが、多分このワールドカ

ップによって、日本全国ににわかラグビーフ

ァンという人たちがたくさん出現したのかな

と思っております。 

 別にラグビーの話をしたいわけではないん

ですけれども、ラグビーも含めてスポーツの

世界には、特に球技とか武道、格闘技系では
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常に攻めと守りというのが同居しておりま

す。攻め優勢だったほうがワンプレーやほん

のわずかな動き一つで守勢に回る光景という

のは、よく目にします。 

 サッカーとかボクシング、相撲などでいう

とわかりやすいと思うんですけれども、例え

ばサッカーで相手ゴールの前、攻め込んでど

んどんシュートを放つ。どんどんシュートを

放っているんですけれども、ある一つのプレ

ーによって一気に攻守が変わってしまう。そ

んな場面というのがよくあります。それから

ボクシングとか大相撲を見ていますと、どん

どん攻め込んで一方的に攻め込んでいるんで

すけれども、一つの動きで一気に攻撃から守

りになってしまう。そういう場面をよく目に

します。 

 要するにブランドとか、ボクシングでいえ

ばリング、相撲でいえば土俵ですけれども、

攻めと守りというのが混在している中でプレ

ーヤーたちは常に両方を思い描きながら戦っ

ているということになります。 

 町長、自治体運営も一般の会社運営もこれ

と同じではないでしょうか。常に攻めの姿勢

と守りの姿勢、両方が必要だと私は思ってお

ります。 

 民間企業の攻めとしては、売り上げ増、販

路拡大、商品開発、人材育成などでしょう

か。守りとしては、経費の削減や従業員への

福利厚生、地域貢献などが挙げられると思い

ますが、では地方自治体の攻めと守りとは何

が攻めで何が守りなのでしょうか。少し恥ず

かしいことなんですけれども、私自身、攻め

と守りについて明確な答えを持ち合わせてい

ないのが正直なところであります。 

 ただ、中能登町の誕生から15年、町政運営

を見てきての感想としては、圧倒的に攻めが

優勢だったのではないでしょうか。中学校と

小学校の建設、道の駅の建設、手厚い子育て

支援策を筆頭に、移住、定住支援、高齢者の

方々やさまざまなハンディを持たれた方々へ

の支援。 

 そしてもう１点として、石川県内19市町の

トップを切って合併特例債を使い切ったとい

う報道もありましたが、これは間違いなく攻

めの姿勢だと私は思っております。つまり、

この15年間、結果はともかくとして各分野に

向けてさまざまなシュートやパンチを繰り出

してきたと私は感じております。 

 それがここに来て一転、緊縮財政へのかじ

切りという言葉から考えますと、今までのよ

うにシュートやパンチは繰り出せない。つま

り今までのように攻めることはできないとい

うことなのでしょうか。それとも緊縮財政へ

のかじは切る。そんな状況ではあるが、知恵

を絞り汗をかき、職員の皆さんや町民の皆さ

んの理解と協力を得ながら、やはり攻めの姿

勢を貫きたいと考えておいでるのか。答弁を

求めたいと思います。 

○議長（宮下為幸議員） 高名参事兼総務課

長 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、林議

員の再質問にお答えをいたします。 

 今後も攻めの姿勢を貫くかとの質問でござ

いますが、結論から申し上げますと、攻めの

本質が変わってきたというふうに感じており

ます。 

 議員もご承知のとおり、中能登町は能登半

島で唯一、消滅可能性都市から除外されまし

た。これは、これまでのまちづくりにおきま

して高い評価を得たものと考えております。

そして、行政のみならず町民の皆様方のご理

解とご協力、ご支援をいただいたものによる

一つの答えであったというふうに考えており

ます。 

 中能登町が誕生して間もなく15年というこ

とになります。旧町間を超えた融和によりま

して一体感が醸成されてきていると感じてお

ります。そして、このことによりまして何よ

り町民の皆様方が主体的にさまざまな事業を

企画され、積極的な活動をされておいでま
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す。 

 昨日も大変多くの事業が町民の皆様方の主

体的な運営によりまして実施されました。例

えて言いますと、昨日は、鵜様道中の宿での

お茶会、そのほか道の駅でのクラフトどぶろ

く、クラフト甘酒の試飲会、ラピア鹿島での

カラオケ歌祭りなど、活気あふれる一日とな

りました。このことから、町民の皆様方が主

体となったまちづくりが根づいてきていると

感じております。 

 そして、町民の皆様方は、運営のみならず

財源につきましてもその団体が積極的に動

き、県の補助金を申請され、自己財源とあわ

せて事業をされておいでます。 

 質問のありました攻めにつきましては、先

ほども申し上げましたとおり今日では攻めの

本質が既に変わってきていると考えておりま

す。このことからも、今後も町民の皆様方が

主体となったまちづくりの動きをさらに加速

していくよう行政運営を行うべきではないか

と考えております。 

 以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 林議員 

○４番（林 真弥議員） 参事のほうから攻

めの本質が変わってきたという答弁でありま

した。これも何かわかるようなわからないよ

うな感じがします。町民主体という、そうい

う文言も出てきましたけれども。 

 またちょっとスポーツの世界のことを言い

ますけれども、スポーツの世界には攻撃は最

大の防御なりという言葉もあれば、守り勝つ

という言葉もあります。攻撃は最大の防御な

り。攻めというのは最大の防御であるという

そのままの意味ですけれども。もう一方で、

守り勝つというそんな言葉もあります。一見

全く真逆に思えるんですけれども、私はこの

言葉は両方とも正しいと思っております。両

方とも正解だと思っております。 

 令和の時代に入り、中能登町は今までどお

り攻めで活路を見出すのか、それとも守りを

重視して守り勝つほうを選択するのか。決し

て中途半端ではなく、明確な色を出し、町民

の皆さんに納得していただける町政運営をす

べきと申し上げて、この質問は終わりたいと

思います。 

 攻めの本質ということについて、また明確

に示していただきたいなと思います。 

 では次の質問に入ります。 

 ２点目の質問ですけれども、通告書では将

来的な中能登中学校の空き教室となっており

ます。 

 中能登中学校がスタートして、ことしで７

年目になりますか。この７年間、ほとんどが

５クラスで推移していて、３年前には一度６

クラスという学年もあったと記憶しておりま

す。40人学級として５クラスですから少なく

とも160人は超えていることになります。 

 私は、去る９月の定例会一般質問で町内の

年度別の出生数について言及しましたが、そ

の中で住民福祉課からいただいた資料による

と、平成30年度──平成30年度ですから昨年

ですね──の町内の出生数は90人を割り込ん

だと発言しております。 

 昨年おぎゃーと産声を上げた赤ん坊です

が、12年後には中学生になり、その後は多少

の増減を繰り返しながら次第に減少していく

ことが予測されます。その場合、つまり12年

後以降ということになりますけれども、１学

年３クラスになるのではと考えております。

要するに３分の１程度の教室があいてくるわ

けで、もう少し踏み込んで言うならば、丸々

１フロア、１階分の教室があいてくることに

なります。 

 そこで、この質問の冒頭に戻りますけれど

も、将来的な中能登中学校の空き教室につい

て、次の２点で伺いたいと思います。 

 １点目ですけれども、10年から15年後には

相当数の空き教室が出てくると思いますが、

その認識と見解を聞きたいと思います。 

 ２点目ですけれども、空き教室の有効活用
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に向けた柔軟または奇想天外的な発想は持ち

合わせているのでしょうか。 

 以上２点で伺います。 

○議長（宮下為幸議員） 袋井教育長 

  〔袋井貞司教育長登壇〕 

○袋井貞司教育長 林議員の将来的な中学校

の空き教室についてのご質問にお答えしま

す。 

 まず、10から15年後には相当数の空き教室

が出てくると思うが、その認識と見解につい

てですが、10年後の中能登中学校の生徒数

は、過去の町全体の出生児数とこれまでの入

学生徒数のデータから、見込み数は１年生は

137人、２年生は140人、３年生は165人と見

込まれます。しかし15年後、生徒数は、１年

生は83人、２年生は110人、３年生は124人と

見込まれます。 

 現在の１学級の生徒数の基準は、中学校１

年生は35人、２、３年生は40人です。したが

って、10年後の中能登中学校の学級数は、１

年生は４学級、２年生は４学級、３年生は５

学級になります。しかし、15年後には１年生

は３学級、２年生は３学級、３年生は４学級

になる見込みです。 

 現在は全部で14学級ありますので４学級減

ることになります。ただし、１学級の生徒数

については今後変更されることも考えられま

す。もし１学級の生徒数の基準が少なくなれ

ば、学級数は見込みよりも多くなります。 

 次に、有効活用に向けた柔軟または奇想天

外的な発想は持ち合わせているのかにつきま

しては、現在、空き教室を習熟度別少人数授

業で活用したり、補充学習の際のプリントな

どを常時備えつけた教室に使用したりしてい

ます。他の市町では、数学科教室や社会科教

室など特定の教科の教室として活用している

ところもあります。 

 空き教室については、各学校の教育活動を

効果的に運営することを第一に考え、今後の

状況も見きわめながら有効活用していきたい

というふうに考えています。 

 以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 林議員 

○４番（林 真弥議員） それでは、今ほど

教育長のほうからいろいろご答弁いただきま

したけれども、再質問をさせていただきま

す。 

 私は、中能登中学校、日本全国でも施設に

関しては屈指の中学校だと、そう思っており

ますが、15年後、創立から20年少々で生徒数

は開校時の半分程度まで減り、学校の元気と

か活気とか活力という面での後退というのは

懸念されますが、それによりあいた教室の有

効活用次第では、中能登中学校に大きな変革

と活力をもたらすのではないか。その可能性

というのを感じております。 

 私は、空き教室の有効活用に向けて柔軟ま

たは奇想天外的な発想を持ち合わせています

かと尋ねております。教育長からは、私が期

待した内容とはほど遠く、残念ながら平々

凡々といいますか優等生的なご答弁でありま

した。 

 習熟度別少人数教室。それから補充学習用

のプリントを常時備えつけた教室。それとも

う１点言われましたね。特定教科の教室です

か。この３点ほど言われたと思うんですけれ

ども。 

 そして最後に、教育活動を効果的に運営す

ることを第一に考え有効に活用していきたい

と、そうおっしゃいましたが、先ほど申し上

げたとおり中能登中学校は全国でも屈指の施

設を誇る学校であります。その全国でも屈指

の施設を誇る学校に、無理やりのように聞こ

える何とか教室とか何とか教室などが本当に

必要なのか、いささか疑問でありますし、教

育活動を効果的に運営することを第一に考え

ると言われましたけれども、教育活動よりも

学習活動にしか私は聞こえませんでした。 

 そんな活用方法で、生徒が半減し学校全体

の勢いとか元気、活力の後退をカバーできま
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すでしょうか。第一、その時代の子供たちが

そのような活用を望んで、よしとなりますか

ね。 

 では、ここで再度、言葉を少し変えて伺い

ます。将来的な中学校の空き教室について、

教育活動以外での有効活用は考えられません

か。答弁願います。 

○議長（宮下為幸議員） 袋井教育長 

○袋井貞司教育長 教育活動以外での空き教

室の活用方法は考えられないかの質問にお答

えします。 

 教育活動以外での活用方法としては、空き

教室をギャラリーや特別展示室にして一般に

開放することも考えられます。また近年、福

祉と教育の一層の連携が求められていること

から、妊娠、出産、保育、小学校への就学、

発達障害、中学校や高等学校への進学などに

ついての相談ができるような総合支援センタ

ーを設置することも考えられます。 

 例えば、総合支援センターでは、教育関係

者のほか住民福祉課や保健センターの職員等

が子育てなどの相談に応じたり、関係者が集

まりケース会議を開いたりすることができれ

ばというふうに思っています。子育てに関す

る一元的なそういうセンターの役割を持たせ

るということも十分考えられる。ただ、学校

の施設への一般の方の自由な出入りというこ

とになりますので、安全面の配慮も必要かな

というふうに思います。 

 以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 林議員 

○４番（林 真弥議員） 教育長から再質問

の答弁をいただきました。教育活動以外での

空き教室の活用方法として、ギャラリーや展

示室として一般に開放するというのが１点で

ありました。 

 もう１点、さまざまな相談ができるような

総合支援センターの設置というアイデアが出

てきましたけれども、これは私はいいなと感

じております。 

 平成から令和へと時代が移りましたけれど

も、少子化と人口減少というのはどこまで進

むのでしょうか。どこかで下げどまるとは思

いたいのですが、特効薬は今のところなかな

か見出せないのが日本全体の現状かなと思い

ます。 

 昔の話をして恐縮なんですけれども、私が

子供のころといいますか私の世代。ここに今

おいでになります執行部の皆さん、大体私と

同じような年齢でありますので。私たちが子

供のころから青年期、20代半ばぐらいまで、

日本の人口というものはふえ続ける、そう思

っていませんでしたか。私はそう思っており

ました。人口というものはふえ続けるんだな

というのを私は子供のころから20代半ばぐら

いまではそう思っておりました。 

 その間には高度経済成長期やバブル期など

も経験し、人口増加とともに日本全体という

ものが常にどんどん大きくなっていくものだ

と疑っていなかったように思っております

が、今現在、そしてこれからも、日本の社会

はその真逆の方向、つまり我々の世代が経験

したことがない縮小の時代に入り、また、そ

れが当分は続くのではないかと思われます。

人口の減少とともに、当然ながら税収も減っ

ていくことでしょう。 

 そんな時代を迎えて、そこに生きる私たち

はどのように対応すべきなのか。余り偉そう

なことを言うつもりはありませんけれども、

一つだけ言わせていただくならば、昭和から

平成にかけての常識をただ踏襲していても通

用しない。乗り切れない。生き残れない。そ

んな局面が多分に生じてくるだろうと私は考

えておりますが、要するに柔軟かつあっと驚

くような発想が重要になってくるということ

であります。 

 教育長、人間の肉体というのは多少の個人

差というものがあるとは思いますけれども、

私が読んだ本によりますと、大体18歳を過ぎ

ると少しずつ老化へ向かっていくそうであり
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ます。つまり筋肉や骨の柔軟性が衰えてく

る。体がだんだんかたくなってくるというこ

とであります。さらには考え方までもが柔軟

性を失っていくようであります。 

 教育長、勘違いしないでくださいね。決し

て教育長が柔軟性がなくなったとか、そんな

ことではありません。 

 では何を言いたいかといいますと、心身と

もに柔軟性あふれた年ごろというのは、やは

り中学生から高校生ではないかと私は思って

おります。 

 長々と話をしましたが、この質問の将来的

な中学校の空き教室の有効活用について、心

身ともに柔軟性にあふれた、そして次の時代

を担う中学生たちに、どのように活用すべき

か、どのように活用したいか、そしてどのよ

うな発想があるのか、アンケートをとってみ

てはどうでしょうか。多分それこそ私が尋ね

た柔軟で奇想天外的な発想が数多く出てくる

と思いますが、教育長から答弁を求めたいと

思います。 

○議長（宮下為幸議員） 袋井教育長 

○袋井貞司教育長 林議員の再質問にお答え

します。 

 奇想天外な発想やいろんなものがアンケー

トをとることによって出てくるのではないか

というふうに言われました。そういう柔軟な

物の考え方、発想をできるように子供たちに

力をつけさせてほしいというのが新しい学習

指導要領の中身です。それに応えるように今

から現場のほうで教育活動を進めていってほ

しいというふうに話をしていかなければなら

ない立場にありますので、そういうことを。

今現在の状況では、なかなかそういう柔軟な

発想のアンケート結果が出てくるとは思えな

いので、そういう指導をした上で、またアン

ケートをとって生かしていきたいなというふ

うに思います。 

 以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 林議員 

○４番（林 真弥議員） では、質問の最後

になります。ここからは町長にもぜひ聞いて

いただきたいんですけれども。 

 中学校の空き教室という質問でありますけ

れども、10年から15年先というのを見据えた

内容でしたが、中学校の空き教室問題です

が、まだまだ10年、15年という時間があるか

らと私は悠長に構えることはできないと思っ

ております。なぜなら中能登町の公共施設再

編に大きく関係してくると考えるからであり

ます。今後の財政見通しからしても中長期的

な視点を持って取り組み、不必要な出費は徹

底して抑えなければいけません。その上でも

中学生への有効活用に向けたアンケートは大

いに意味があると思いますので、ぜひとも実

行され、そしてその集計結果を議会へはもち

ろん町民の皆さんへも広報紙などで周知すべ

きとご提案しまして、私の質問は終わりたい

と思います。 

○議長（宮下為幸議員） ここで11時５分ま

で休憩します。 

           午前10時52分 休憩 

 

           午前11時05分 再開 

○議長（宮下為幸議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 続いて、11番 坂井幸雄議員 

  〔11番（坂井幸雄議員）登壇〕 

○11番（坂井幸雄議員） ３点ばかりご質問

したいと思います。１点目は二宮川の改修に

向けてということと、災害時の高齢者、障害

者の対応ということで、もう一つはＡＥＤの

配備と取り扱い研修についての３点について

質問します。 

 きのうと13日の鵜様の鵜祭の中、なかのと

スローツーリズム協議会の協力を得て、また

ササガワトミコさんの茶会に出席していただ

きまして、本当にありがとうございます。保

存会の一員として、少しずつ皆さんに周知で

きればなという思いがありまして、本当にあ
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りがとうございます。 

 感謝の念はまだ２つあります。 

 昨年の豪雨で被害があり、杉本町長並びに

北野土木建設課長、また中能登事務所の方々

に土砂災害のあった残土を取っていただきま

して、眉丈山系並びに石動山系の土砂の排出

をしていただきまして、水が淡々と流れてお

ります。ありがとうございました。 

 もう一つは、二級河川の長曽川のことでご

ざいます。濁川橋というのは林プロパンの横

の川が濁川橋です。それから下流に向かって

中能登中学校の辺まで９号排水の合流地点ま

でいろいろと中州を取っていただいたりカヤ

を整備して本当にきれいな長曽川になってお

るわけでございます。それもなかなか今回の

やつは特に豪雨のために流れをよくするよう

な整備だったと思いますので、中学生の通学

路もありますので、景観にしてもいい整備だ

ったと思います。本当にありがとうございま

した。 

 それでは質問に移らせていただきます。 

 質問に先立ちまして、たびたび大きな被害

をもたらした関東、東北南部地方の豪雨の被

災者の方に心からお見舞いを申し上げます。

できるだけ早く回復できることを祈っており

ます。 

 防災というのは、突き詰めれば命を守るこ

とだと思います。被害に遭った方々、いろい

ろとボランティアやら来ていただきまして、

それでもなお回復しないわけでございます

が、最近の被害は、復旧の工事が終わらない

うちに、また豪雨が来て再度追い打ちをかけ

ておるわけでございますが、地球温暖化とい

うことで、ＣＯＰ21の温暖化会議が国連でや

っておりますけれども、なかなか地球温暖化

がとまらないわけでございます。 

 地球温暖化によって、今までなかったよう

な豪雨があり、大変な時代を今後迎えてくる

ような感じもしますし、それにあわせて町の

行政も国も対応していかなければならないよ

うでございます。 

 先ほど林議員から攻めの行政ということで

ありますので、ひとつ攻めの行政ということ

で二宮川の改修についてお聞きしたいと思い

ます。 

 昔ですけれども、長曽川は天井川だったと

思います。平成４年から採択されて、平成11

年の３月で完成しているわけでございます

が、そのときの思い出としては、私はまだぺ

いぺいのときであって、先輩の笹川昭二議員

やら長屋議員さんとともに当時、能登から労

働大臣が出ておられました方へ再度陳情に行

ったわけでございます。それでやっと採択さ

れまして、今の長曽川の周辺のようになった

わけでございますが。町長もいろいろと役柄

がおいでて、石川県砂防協会の会長やら治山

推進協議会の会長やら農業農村整備の会長や

らして、よく東京に陳情に行っております

が、国も陳情に来なければなかなか地元のこ

とはわからないわけでございますので、よく

行っておられます。町のためだと思って行っ

ておられるんですけれども、体に気をつけて

行っていただきたいと思います。 

 平成４年のときには農村活性化ということ

で、平成４年の11月には石川県第１号で農村

活性化事業ということで採択されまして、石

川住環境整備事業という名前が変わっており

ます。その採択で農村公園やら良川駅東の住

宅やら集会所、ラポールよしかわもその採択

のうちに入っておったわけでございますが、

平成13年３月に良川沖土地改良組合が主とな

ってやっております。 

 そこで、長曽川も昔は天井川でございまし

た。その天井川をこの事業で下へ下がったわ

けでございますが、それからオーバーフロ

ー、排水がなくなったわけでございます。天

井川では排水を受けられません。川底が下が

っていれば排水を受けられますが、下がって

いなければ受けられません。 

 そこで、今までの経緯として、二宮川の改
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修を積極的に押し進めてほしいという思いで

ありますので、旧の60年度の災害の様子を二

宮川はこのような災害だったと思います。こ

のときにも長曽川もこのような災害だったと

思います。 

 このことをきっかけとして陳情したわけで

ございますが、以前には能登部下の土砂災害

もありましたので浅はかな対応ではなかなか

難しいと思います。 

 そこで、二宮川をもう少し、おとつい、あ

る人と２人で行ってきたんですけれども、一

番ネックは、ちょっと難しい話ですけれども

七尾線と川の交差する場面でございます。川

幅も狭く、底は深いのは深いんですけれど

も、それに対して豪雨のときは流し切れない

ような感じがして、横の自転車小屋があるん

ですけれども曲がり角をオーバーフローして

そこへ流れてきて黒氏、一青が水びたしにな

ったようなことを黒氏の前々の区長さんから

もお聞きしております。 

 そこで、二宮川をもう少し改修して流れを

よくして、また川底を低くできないかという

思いであります。町長も今までは1,000年、

100年の豪雨ということでありましたが、100

年もつような事業を押し進めていっていただ

きたいと思います。 

 梅雨どきにいつも雨が降りまして細口の鷹

合川は改修してやっております。あそこもい

つも細口は排水が満潮に至ったらなかなか七

尾湾へ逃げないようなわけでございまして、

雨量の大きいときにはそこの周辺が浸水する

わけでございます。 

 県も最近の対策で、豪雨対策ということで

水位を下げる事業を推進しようということで

ありますので、二宮川の改修にひとつ力を注

いでいただきまして、そのような思いがある

と思いますので、その現状と今後の見通しを

お聞きしたいと思います。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 坂井議員の二宮川の改修に

向けての現状を問うのご質問にお答えをいた

します。 

 初めに、二級河川二宮川のこれまでの主な

改修状況について申し上げます。 

 昭和25年から43年にかけて、七尾市垣吉町

の舟尾川の合流地点から中能登町武部のＪＲ

七尾線までの区間について中小河川改修事業

にて改修が行われております。 

 その後、平成９年度から18年度にかけて、

県営ほ場整備事業に合わせ七尾市の東三階町

地内から中能登町の在江、羽坂地内にかけて

二級河川石塚川と13号排水路の統合改修が行

われました。 

 また、平成30年度に堤防を強固にするため

の堤防天端の舗装工事が川田地内で780メー

トル、徳前地内で250メートル行われまし

た。 

 さらに、平成30年度に新庄地内で河川断面

を回復するために河床しゅんせつ工事を

1,170メートル、令和元年度に新庄地内で

1,050メートル、二宮地内で113メートルにわ

たって行われております。 

 なお、ＪＲ七尾線の能登二宮駅付近から在

江地内の二級河川石塚川の合流地点までの

900メートルについては、天井川でもあるこ

とから、能登総合開発促進協議会や県町長会

にて県へ継続的に要望をしているところでご

ざいます。 

 今後も町民の安心で安全な生活を守るため

にも引き続き県へ粘り強く要望していきたい

と考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（宮下為幸議員） 坂井議員 

○11番（坂井幸雄議員） 900メートルの天

井川を川底を下げてやるということでありま

す。できるだけそうしていただければオーバ

ーフローにならなくていいと思いますし、な

かなか金がかかるわけでございますが、知事

さんもこの間の区長会の会合で、そういう改
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善をするようなことを述べておられましたの

で、ぜひとも強烈に押し進めていただきたい

と思います。 

 以前には、昭和60年のときには黒氏さんが

その様子をきめ細かく黒氏の冊子に載せてあ

りますので、これを参考にしてさせてもらっ

たわけでございますが、天井川よりか水位を

下げていくことはぜひとも大切でなかろうか

ということであります。ぜひとも力強いご支

援をお願いいたします。 

 その次は、災害時のひとり暮らしの人の高

齢者やら身体障害者などについて、災害時警

戒４のときには避難所に行くわけでございま

すが、高齢者や障害者はなかなかそこまで行

かれません。 

 そこで、民生委員の方やら地区の方やらい

ろいろとアクションをとっていただきまし

て、その方を避難所に向かわせるようなメン

バーの対応と、その対象者をどのように把握

されておられるか、お聞きしたいと思いま

す。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 災害時に高齢者及び障害者

への対応についてのご質問にお答えをいたし

ます。 

 ひとり暮らしの高齢者や障害者の対応とし

て、民生委員や区、地区の隣人の協力で共助

で事前に登録してはどうかについてお答えを

いたします。 

 平成23年の東日本大震災においては、被災

地全体の死者数のうち65歳以上の高齢者が６

割に上ったことから、平成25年に災害対策基

本法の改正がされ、市町村において避難行動

要支援者名簿の作成が義務づけられておりま

す。 

 中能登町においても、平成20年に災害時要

援護者の支援ガイドラインに沿って台帳整備

に関する要綱を制定し、その後も法律改正に

基づき所要の改正を実施し、要支援者台帳の

整備を行い、地域や消防機関と連携を図って

おります。 

 平成27年度には、民生委員や地区自主防災

組織の協力をいただき、ふだんの生活場所、

身体の状況、要支援者宅から避難場所への経

路、誘導上の注意点など、詳細な情報を記載

した個別避難計画の整備を行っております。

その後も新たに65歳になられた方には登録申

請を案内し、申請のあった方を追加し死亡さ

れた方を削除するなど台帳の更新を行ってお

ります。 

 今後も災害時等における支援を地域の中で

受けられるようにするため、必要な情報を事

前に把握し、町と地域で平常時からその情報

を共有することにより、地域で安心して暮ら

すことのできる支援体制の整備に努めてまい

ります。 

 詳細につきましては、所管課長から説明さ

せますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（宮下為幸議員） 升住民福祉課課長

補佐 

  〔升 良次住民福祉課課長補佐登壇〕 

○升 良次住民福祉課課長補佐 中能登町避

難行動要支援者台帳の整備状況について説明

させていただきます。 

 避難行動要支援者台帳の整備に関する要綱

の中では、要支援者とは、１つに65歳以上の

ひとり暮らしの老人、２つに65歳以上の高齢

者のみの世帯、３つに要介護３以上の居宅で

生活する者、４つ目に身体障害者手帳１級ま

たは２級の交付を受けている者、５つ目に療

育手帳Ａの交付を受けている者と定めており

ます。 

 要支援者台帳の整備に当たりましては、福

祉部局内全体におきまして把握している内部

情報を収集して整備してございます。 

 要支援者台帳の登録者のうち支援を受ける

ために必要な個人情報と近所の協力者を記載

して町へ申請し情報提供に同意を得た方は、

平常時から消防機関や民生委員の方々に情報

を提供し、円滑かつ迅速な避難支援に結びつ
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けるものでございます。 

 なお、災害が発生した、または発生のおそ

れが生じた場合で、命または身体を保護する

ために特に必要があると認められるときは、

支援に必要な限度で同意の有無にかかわらず

名簿の情報を提供することができます。 

 民生委員協議会でも、ことし７月に、いつ

でも起こる災害に備える民生委員の活動など

をテーマに研修を行っております。 

 今後も民生委員、区長、地区自主防災組織

の協力を得ながら台帳の見直しを行っていき

ますとともに、要支援者の見守り活動や声か

けを通じて人と人とのつながりを深め、防災

士の方々とも防災訓練などを通じて避難行動

に係る共助、協働活動の向上に取り組んでま

いりますので、ご理解、ご協力のほどよろし

くお願いいたします。 

○議長（宮下為幸議員） 坂井議員 

○11番（坂井幸雄議員） 手厚い保護をして

おられますが、個人情報がありますので連絡

が難しいと思うんですけれども、民生委員さ

ん、また地区の役員の方、また防災士さんに

協力を求めて避難場所に誘導していただきた

いと思います。あってはいかんことですけれ

ども、そういう準備は大切かというふうに思

います。 

 そこで、きのうの新聞でしたか、災害時の

住民の避難場所における保険加入という話が

載っておりました。避難場所の経費ですね。

1,718市町村のうち20年度が417、避難救助法

に適応されますと国や都道府県が対応してい

ただけますが、それ以外の場合には町村が持

ち出しするんだと思いますので、19年５月か

ら町村向け保険で、地震や津波はここはない

んですけれども、台風などによって被害があ

って、避難場所の経費ということであります

が、18年度末が125自治体、19年度最初が

245、19年度の末が350ということであります

ので、そういう避難所の保険というのは、町

長どのように思われますか。難しいですか。 

○議長（宮下為幸議員） 高名参事兼総務課

長 

  〔高名雅弘参事兼総務課長登壇〕 

○高名雅弘参事兼総務課長 坂井議員の再質

問にお答えをいたします。 

 今おっしゃられたことにつきましては、も

うしばらくは研究課題とさせていただきます

ので、現状を調査しながら、万一の場合には

しっかりとした対応をさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 坂井議員 

○11番（坂井幸雄議員） 保険ですから十分

に検討して考えていただきたいと思います。 

 その次に行きます。 

 ３番目ですけれども、ＡＥＤの配備と取り

扱いの研修でございますが、先般、七尾市の

三室地方に設置されている七尾国家石油ガス

備蓄基地において大規模な災害が発生した場

合のためということで、多種多様な障害者が

身に備えてということで、新しいこれが来ま

した。これは最新型でございますので、議員

の皆さんも導入されたときには消防署へ行っ

て見学したわけでございますが、これはなか

なか高度な技術が要ると思いますが、日進月

歩あれは進んでおります。 

 ただ、ここまでは金額も相当高く、なかな

か手に入らないわけでございますが、一般の

ＡＥＤの取り扱いについて、今まで学校と

か、ことしは鳥屋小学校が10月ごろにＡＥＤ

の取り扱いということでありまして、また中

学校もいろいろとクラブの指導者やら先生方

がやっておられますが、ただ一つだけ、一回

実際に経験しないと、机の上だけではなかな

か難しいと思いますので、実際に自分の手で

経験しなければならないという思いがありま

す。 

 そこで、役場の若い職員でも芸は身を助け

るということで経験していただきたいと思う

し、スポーツの指導者の方も経験していただ



－75－ 

きたいと思うし、もう一つは、ある場所をわ

かりやすく掲示しなければ、どこにあるかわ

からないようなことが多々あるのではなかろ

うかと思います。 

 それとまた、町の町祭やらトレイルランニ

ングなんかでもいろいろと配備されて自転車

で対応することも、あってはいかんことです

けれども、東京マラソンとかあのときも配備

して命が助かったわけでございますが、心臓

停止というのは強圧に圧迫すればある程度は

吹き返すことがあります。早いうちでした

ら。 

 救急車が到着するまでが一般住民の方の対

応だと思いますので、ＡＥＤの配備と、また

これからの研修をどのように考えておられる

か、お聞きしたいと思います。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 ＡＥＤの配備と取り扱いに

ついてのご質問にお答えをいたします。 

 まずＡＥＤの配備についてですが、町が町

内で把握しているＡＥＤの設置数は52台であ

ります。内訳は、公共施設や学校などに40

台、医療機関や商業施設、遊戯施設、一般企

業など12カ所に12台となっております。 

 また、どのような取り扱い研修をしている

かについてでございますが、これにつきまし

ては所管課長より答弁させますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（宮下為幸議員） 梅澤危機管理担当

課長 

  〔梅澤 博総務課担当課長登壇〕 

○梅澤 博総務課担当課長 坂井議員のどの

ような取り扱い研修をしているかについての

お答えをいたします。 

 中能登中学校では、平成25年度の開校当初

から毎年、第２学年でＡＥＤの体験学習に取

り組んで、その講師として日本赤十字社に職

員を依頼し、クラスごとに講習を受け、ＡＥ

Ｄの使い方や心肺蘇生法を体験しているとの

ことです。現在もこの体験学習は継続して実

施しています。 

 また、中能登消防署では、小学校において

ＡＥＤを使った救命講習会を開催し、昨年度

は鹿島小学校で授業参観後に保護者と教職員

を対象にした講習会、鹿西小学校でも教職員

を対象にした講習会を開催しています。鳥屋

小学校では、３年前から４年生から６年生を

対象に講習会を開催しています。 

 なお、今年度も鳥屋小学校と中能登中学校

で救命講習会を開催しています。 

 今後も各小中学校と中能登消防署や日本赤

十字社が連携し、教職員や保護者、児童生徒

がＡＥＤを使った救命講習会を開催していく

ことにより使用できる環境と体制が整えられ

ると考えます。 

 町におきましても、多くの方がＡＥＤを使

えるように、中能登消防署が毎月行っている

普通救命講習会の開催日程を広報等で周知し

たいと考えております。 

 加えて、防災士の資格を取得する際に普通

救命講習会を必ず受講することとなっており

ますので、防災士がふえればＡＥＤを使用で

きる体制の充実にもつながると考えます。今

年度も18人の方が防災士の資格取得のため自

主防災組織リーダー育成講座を受講されまし

た。 

 なお、昨年度までに防災士の資格を取得さ

れた方は合計139人で、今年度受講された方

を含めますと、町内のほとんどの地区で防災

士が在籍することになります。 

 本来はＡＥＤを活用する場面がないことを

願うわけでありますが、万が一そのような場

面に遭遇したときでも迅速に救急救命できる

よう、地区が実施する防災訓練の訓練項目の

一つに加えてもらうなどの取り組みを考えた

いと思いますので、ご理解のほどよろしくお

願いいたします。 

○議長（宮下為幸議員） 坂井議員 

○11番（坂井幸雄議員） 答弁ではいろいろ

と浸透しておるわけでございます。一回身に
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つけると、ちょこちょこと体験しないと忘れ

ると思いますけれども、今後も若い役場の職

員の方々もそういう講習をしていただけれ

ば、芸は身を助けるでございますが、町民に

喜ばれるかと思いますので、その辺もまた研

修、講習の枠を広げていただきたいと思いま

す。 

 これで終わります。 

○議長（宮下為幸議員） 続いて、２番 尾

田良一議員 

  〔２番（尾田良一議員）登壇〕 

○２番（尾田良一議員） それでは質問いた

します。 

 まず第１点の観光客誘致と石動山の再興に

関してです。 

 先日の秋祭りや石動山ゆかりの天平太鼓関

連の発表会などにおいても、出席者の数が非

常に少なかったようです。その一方で、七尾

城に関してはさまざまな企画が上首尾にこな

されているといった印象を受けます。どうも

七尾の人たちの意気込みが私たちとは多少違

うような印象を受けました。 

 この町としても、もう一度この点を考えて

みる必要があるように思えます。国定公園で

もあり、国の指定遺跡である石動山を利用し

ない手はないでしょう。これこそ宝の持ち腐

れです。合併以前においては、もっと石動山

に対する愛着は大きかったように思うのです

が、そういった意気込みの一つとして、私は

ここで石動山文学賞の制定を考えられてはど

うかというふうに提案したいと思います。そ

れも有名作家などを使わずに、郷土に関連し

た方や文学に興味をお持ちの方は町内にも多

数おられると思うので、そういった方々の協

力を得ればよいと思うのです。 

 この点で町長のお考えを伺いたいと思いま

す。何事に関しても初めから否定的に考える

ことは町の発展を考える上ではマイナスにな

ることと思われますので、その点も考慮して

いただきたい。石動山を利用することに対す

る反対はなかろうかと思いますが、もし賛成

できないのであれば、具体的にその代替案が

あるものであればお示し願えれば幸いです。 

 確かに企業誘致も大切ではありますが、広

く日本全体から観光客を呼び込むことは、町

の将来を考えた場合、非常に重要でありま

す。我が家でも一昨年夏、外国から数人の有

人が滞在したので石動山へ連れていったとこ

ろ、霊気があふれている、あるいは非常に神

秘的なところであるといった感想を漏らして

帰りました。こういった点も一つのセールス

ポイントになるのではと思います。 

 それも考慮して、町長のお考えをお伺いし

ます。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 尾田議員の観光客誘致と石

動山の再興についてのご質問にお答えをいた

します。 

 山岳信仰の霊山として歴史のある石動山

は、石動く山としてこれまで親しまれ、昭和

53年に国の史跡に指定されました。 

 また、石動山の全山を統括した中心的な坊

である大宮坊の復元整備は、当時は平成の大

復元として大変注目を集め、平成14年11月に

完成したときには、大宮坊を一目見ようと県

内外から多くの観光客が訪れました。その

後、大宮坊を石動山のシンボルとして、自然

豊かなブナ林や石動山ユリとあわせてその魅

力を伝え続け、石動山にゆかりのある方々と

の地域交流などの活動も進めてきておりま

す。 

 石動山は現在、能登國石動山を護る会やボ

ランティアガイドいするぎ夢案内の皆様を中

心に、石動山の魅力発信にご尽力をいただい

ております。毎年、新緑まぶしい季節と秋が

深まった時期に合わせて石動山のイベントを

開催して、山の魅力を紹介するなどして観光

客誘致に努めております。 

 また、団体交流として、ことしの５月には
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能登國石動山を護る会と氷見市の灘浦石動山

を護る会による初めての県境の両団体による

交流が行われたり、七尾城を盛り上げるトレ

ッキングイベントになかのとスローツーリズ

ム協議会のメンバーが参加するなど、今後、

七尾城と石動山との連携の期待が高まる交流

があるとも思っております。 

 そのほか、ななお・なかのとＤＭＯとも連

携して、石動山のブナ林や山野草を生かした

自然ガイドや自然体験プログラムづくりの新

たな動きも出てきております。 

 町といたしましても、中能登町が誇る歴史

遺産を後世に伝えていくためにも、引き続き

関係団体と連携を密にしながら魅力発信に努

めていきたいと考えております。 

 尾田議員の石動山文学賞につきましても、

関係課、関係団体とも相談をしながら研究課

題とさせていただきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いをいたします。 

○議長（宮下為幸議員） 尾田議員 

○２番（尾田良一議員） 今までのところ、

交流活動はある程度やられていると思うんで

すけれども、どうも実を結んでいないように

感じるんです。それには一つ大きい欠点があ

るのは受動的であるということ。誰か積極的

に、こうすればどうだ、ああすればどうだと

いうような形で具体的な指示を与えない限り

既成の団体は実行しないのではないか。そう

いう気がするので。 

 この日曜日も、立山信仰ですか、その件で

講義を聞いて非常にためになったと思うんで

すけれども、まず石動山というものを名前だ

けでもいいですから全国に発信していく。そ

ういうような活動を具体化させていかない限

り石動山というものは再生できないんじゃな

いか。そういうふうに私は思っております。 

 私は具体的に言えば、今ここに書きました

ように石動山文学というのは悪くはないと思

うんですけれども、まだまだなかなか難しい

のかもわかりません。そのほかにも、例えば

涅槃図であり、魔よけだんご、あるいはその

ほかにも幾つかあるんですけれども、とにか

く歴史のある町ですからいろんなことを掘り

返せば、最初に林議員がおっしゃったような

もので奇想天外な発想が出てくることも考え

られます。 

 そういった面での発想というのは無に伏し

てはいかんと思います。これはああだから、

こうだからというふうに、すぐ否定的なふう

に持っていきがちですけれども、それは確か

に楽ですけれども、そうすると町の再生とい

うことにも結びつかないと思うので、その点

もう一度、町長のお考えを伺いたいと思いま

す。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 石動山に関しては、春のウ

オーキングとか、あるいはまたトレイルラン

のコースに入れていただくとか、また全国の

石動山の子孫の方々との交流とか、いろんな

交流はしておることは事実なんですけれど

も、私もそのたびに参加しておりますけれど

も、尾田議員の言われるとおり確かに人数が

少ないことは事実です。いろんな場に落語家

の方を寄せて、大宮坊でのいろんなこともし

ておりますけれども、やはり距離的には遠い

のかなと。行ってみますと大変魅力のある行

事もございますけれども、これをどうやって

広げていって、そして参加してもらえるか。

これが大きな課題だなと思っております。 

 夢街道の方々の春にウオーキングがありま

して、３カ所ぐらいコースがあって、そこに

行きますと本当にすばらしい物語もございま

す。言われるように奇想天外的な一つの発想

も大事でありますし、地道にわかっていただ

く、そんなことも大事であろうと思います。 

 もう一つは、せっかく城石線があって、七

尾城から芹川まで続いておるわけですけれど

も、それから上へ、大宮坊へ行くあの道が大

型のバスがなかなか通れない。それをどうし

たら通れるようになるか、いろいろとそれに
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つきましても、あの道を広げればそのまま行

かれるというようなことで、現在の乗りかえ

をしなくても行かれるように、そんなものも

大事なのかなと思っておりますし、私自身も

石動山は大事な大事な町の宝だと、そう思っ

ておりますので、皆さんの意見を聞きながら

積極的に進めてまいりたい、そう思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 尾田議員 

○２番（尾田良一議員） 町長の答弁、理解

しました。 

 バスの便が余りよろしくないというのは解

決できると思うんです。例えば道の駅のとこ

ろまで大型バスを持ってきて、それからマイ

クロバスを使っていけば十分可能なことだと

思いますので。その面以外で、またいろいろ

考えていただきたいと思います。 

○議長（宮下為幸議員） 質問の途中です

が、昼食のため１時30分まで休憩します。 

           午前11時52分 休憩 

 

           午後１時30分 再開 

○議長（宮下為幸議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 ２番 尾田良一議員 

○２番（尾田良一議員） それでは私の２番

目の質問、民生委員の選考についてというこ

とについてお尋ねいたします。 

 私は、いじめの撲滅を掲げて出馬したんで

すが、よくよく考えてみると、いじめという

現象は子供たちばかりではなく、我々大人た

ちの間にも広がっている現象だということに

改めて驚いております。そして、これが町の

発展にとっていかに深刻な問題であるかとい

うことをここでは考えていただきたいと思い

ます。 

 以前にも取り上げましたが、民生委員の役

割は今後ますます重要になってくると思われ

ます。しかしながら、私の危惧していたこと

が現実に我が町でも起きているのです。非常

に残念なことではありますが、ある民生委員

の中には、老人の長寿のお祝いを持ってきた

際に、あたかもそれやるから取っておけとい

った相当に横暴な言動をされる方もおられる

ことを聞かされました。その方の息子さん

は、わしはあの人だけは嫌だなとおっしゃっ

ていました。さらにひどいのになると、ボラ

ンティアとしていきいきサロンでの指導員の

補助をしている方に対して、いらいらしなが

ら横柄な振る舞いをし、さらには部下らしき

方々２人にわざわざそのボランティア宅に出

向かせて、あなたは若過ぎるから今後来るな

ということを伝えにいかせる民生委員までい

ることを聞いています。これはボランティア

の方に対しての一種の差別です。これは先

日、川崎市で条例化されたヘイトクライムに

も該当するような事象でしょう。 

 そのほかにも、このような傲慢な言動をす

る民生委員の事例が町内に存することは、さ

まざまな方から伺っております。これでは民

生委員の品位、人格、そういった資格が疑わ

れるのではないかと思うんです。 

 日本国憲法の第14条には、「すべて国民

は、法の下に平等であって、人種、信条、性

別、社会的身分又は門地により、政治的、経

済的又は社会的関係において、差別されな

い」とあります。私が把握している事例は、

この憲法にも抵触し得る、いわゆる差別ない

しは人権侵害に当たるものではなかったか

と、こういうふうに思うのであります。ただ

単に若いというだけで、一生懸命にボランテ

ィア活動に励まれている方に対してやること

ではないでしょう。 

 昨今、中能登町挙げて外部からの移住を進

めている中で、この中能登町でこういった差

別が民生委員といういわゆる町の心を代弁す

るような役職に当たられている方の中にまだ

存在しているということであれば、町の指針

とは全く相反する結果が想定されるのではな



－79－ 

いかと危惧いたします。例えば、この町は外

部から移住してくる人に対して冷淡だ、ある

いは不親切だといったたぐいの風聞が広まれ

ば、これは町にとっては大変なマイナスのイ

メージとなり得ます。 

 もちろん大多数の民生委員の方は、しっか

り思いやりを持って人の悲しみを理解して職

務に励まれていらっしゃることは重々承知し

ております。しかし、礼儀とボランティアに

対する認識が低い民生委員の方が一部おられ

るように思われます。 

 憲法で保障されている差別などに対する一

部の民生委員による人権侵害は、移住促進を

進める町の施策と矛盾するように思われる。

その結果、町のイメージの悪化が懸念されま

す。その点について町長の考えを伺います。 

 次に、もう１点。 

 民生委員の選考、これは区長推薦、町の民

生委員推薦会が、これは主に学識経験者など

で構成されるものだそうですが、知事に推

薦、さらには知事が厚生労働大臣に推薦、労

働大臣が委嘱するというような手順が踏まれ

ていることになっています。住民の方で、そ

の地域の実情をよく知り、福祉活動やボラン

ティア活動に理解と熱意がある。こういう要

件を満たす人が普通は民生委員として選ばれ

る対象となるということで、そのような方が

厚生労働大臣の委嘱を受けるわけです。 

 町としては、この件に関しては十分要件を

満たした方々を推薦しているということに関

しては、先ほどの事例からもわかるように、

必ずしもそう言えないように思えるのです。

今後は、こういった要件をしっかり審査する

チェック機関の設立も必要になるのではない

かというふうに私は考えるのです。さもない

と、一生懸命町民の相談に精を出されている

民生委員の方に申しわけないことになりま

す。まあまあこれでいいじゃないか、それは

水に流してといったなれ合いでは町民が困る

のです。風通しの悪い状態は是正していくべ

きです。 

 その点で、２点目としては町長の考えをお

伺いいたします。 

 とりあえず、この２点について返答願いま

す。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 民生委員の選考についての

ご質問にお答えをいたします。 

 まず、役割を十分に理解しない民生委員は

町の移住促進の施策と矛盾するのではないか

との質問にお答えをいたします。 

 民生委員は、民生委員法に基づいて厚生労

働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で

す。社会福祉の推進のために、地域住民の立

場から生活や福祉全般に関する相談、援助活

動を行っていただいております。また、全て

の民生委員は児童委員も兼ねており、子育て

に関する相談や支援についても行っておりま

す。 

 核家族化が進み、地域社会のつながりが薄

くなっている今日、子育てや介護に関する悩

みを抱える人や障害のある方、高齢者などが

孤立し、必要な支援を受けられないケースも

あります。地域の身近な相談相手として、支

援を必要とする住民と行政や専門機関をつな

ぐパイプ役を担っていただいております。 

 中能登町では、民生委員児童委員候補者の

選任については、各地区の世帯数などから割

り出した人数を地区の区長さんに推薦を依頼

しております。推薦に当たっては、生活経験

が豊富で、福祉活動に理解があり、地域の実

情を承知するなど適格な人選をお願いいたし

ております。 

 近年、民生委員のなり手不足が全国的な課

題となっています。そのような中で、中能登

町では定数64人についてご推薦をいただきま

した。区長さん方には、候補者のご推薦にご

尽力をいただきまして、まことにありがとう

ございました。 

 今回の一斉改選では、約半数の委員が交代
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されました。新任の方々には、今後、研修会

等を通じて職務に必要な知識及び技術を習得

することで資質の確保、向上に努め、地域の

相談役として活躍していただくことを期待す

るものでございます。 

 また、近年、定住施策により中能登町に新

たに転入される若者世帯等に対しても、町が

民生委員と連携を図りながら子育てしやす

い、住みやすい地域づくりに努めてまいりた

いと考えております。 

 次に、選考要件を満たしているかをチェッ

クする機関の設立をについてお答えをいたし

ます。 

 民生委員は、３年ごとに全国一斉に改選さ

れます。中能登町では、県に候補者の推薦を

するに当たりまして、社会福祉に関係する団

体の代表者等の委員７人で構成する民生委員

推薦会を開催し選任しています。民生委員の

活動状況については、毎月、活動内容を記録

していただき町へ報告していただいておりま

す。また、地域では、地域福祉推進チームの

主導役として、地区内の各種関係団体などと

連携し地域の情報共有に努めていただいてお

ります。 

 今後も町と民生委員が連携を密に図りなが

ら地域福祉の向上に努めてまいりたいと考え

ておりますので、ご理解のほどよろしくお願

いいたします。 

○議長（宮下為幸議員） 尾田議員 

○２番（尾田良一議員） お答えになること

は重々わかります。ただし、もう少し現実に

即した回答を期待していたんですけれども。

というのは実際に問題が起きている、あるい

は迷惑を被っている方がいらっしゃる。こう

いうことですよね。そうしますと、誰がそう

いった迷惑行為をやっている人の選任をした

のかということになれば、これも町のほうの

方とも多少は聞いて話し合ったんですけれど

も、結局はっきりしないんですね。町は、言

ってみれば民生委員推薦会等が中心になり、

区の区長さんが推薦してきた方について追認

する。この追認するという形が町のやってい

らっしゃることだと思っているので、実際に

は一人一人の推薦された候補者の方について

は詳しくわからないわけです。だから結局、

責任のとりようがないんじゃないかと思うん

です。 

 すなわち責任の所在を明確にすること。例

えば、随分以前ですけれども大阪なんかでは

民生委員が強盗殺人みたいなことをしたとい

う事例もありました。そういうことを考えま

すと、実際そういうことが起きた場合に、何

でこんな人を推薦したのかと。そんな大きい

問題ではないにしても。それは当然責任の所

在というのはしっかりしたほうがいいと思う

んです。その面で、町はどういうふうにお考

えになっていますでしょうか。 

 途中途中にチェックをする、１年ごとにチ

ェックするとか、そういうようなことはやる

べきだと思うんですけれども、追認する形が

恒常的になっているということは僕は責任転

嫁以外の何物でもないように思われるんです

けれども、その点ちょっとお伺いしたいで

す。 

○議長（宮下為幸議員） 升住民福祉課課長

補佐 

  〔升 良次住民福祉課課長補佐登壇〕 

○升 良次住民福祉課課長補佐 尾田議員の

再質問についてお答えいたします。 

 今回一斉改選が行われました民生委員の64

名につきましては、まず町の議会議員であり

ます民生教育常任委員長、それと民生委員の

会長、社会福祉協議会の理事、町の社会福祉

団体、女性協議会の会長、それに教育委員会

の教育長、学識経験ということで地区の区長

会の会長、それと行政機関の関係職員として

住民福祉課長が民生推薦委員会の委員を務め

ております。その中で64名の選任をさせてい

ただいております。 

 それが現状です。 
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○議長（宮下為幸議員） 尾田議員 

○２番（尾田良一議員） 要するに、こうい

う方々がやっていらっしゃると。 

 私が聞いているのは、そういう人たちは、

実際に何か不祥事を起こしたりした人に対し

てどういう人物であるかということを把握さ

れた上でのあれでしょうか。そこが一つ問題

なんですよね。 

 形式は確かにわかります。すばらしい形式

で。だけど、ただ学識経験者とかそういう人

というのは、失礼な言い方ばかりして恐縮な

んですけれども、世間一般的なことは余り知

らないのがこれもまた常識なので、そういう

方々に何でも任すということは非常にこれは

不完全なことじゃないかなと思うんです。 

 再々質問ということはしませんけれども、

こういうことは具体的に考えて対処していく

べきだと思うので、町は石動山の件でも言い

ましたけれども具体性が余りないように思う

んです。もう少し弱者というか他者への配慮

が欠落している。こういう面は非常に大事な

問題だと思うので、今後考慮していっていた

だきたい。 

 中能登の常識は世界の非常識、こういうよ

うに呼ばれないようにやっていただきたいと

思います。 

 以上で私の質問は終わります。 

○議長（宮下為幸議員） 続いて、６番 笹

川広美議員 

  〔６番（笹川広美議員）登壇〕 

○６番（笹川広美議員） それでは、通告に

従い質問をいたします。 

 まず、フレイル健診の導入への対応につい

てお聞きいたします。 

 フレイル健診は、加齢に伴い筋力や心身の

活力が必要になる一歩手前のフレイル、虚弱

の人を把握するために、75歳以上を対象とし

て来年度、2020年度より実施されます。厚労

省が作成した質問表を自治体の行う健診やか

かりつけ医での受診で活用されると伺ってお

ります。 

 そこで、フレイル健診の導入への対応につ

いて３点にわたりお聞きをいたします。 

 まず、対象とされている75歳以上の皆さん

に健診を受けていただくことが大事となりま

す。これまでの75歳以上の皆さんの後期高齢

者健診の受診はどのような状況でしょうか。

フレイル健診の導入ということで、健診を促

すための取り組みは考えておられるのでしょ

うか、お聞きをいたします。 

 また、大切なのは健診後の取り組みであり

ます。２点目は、保健師や管理栄養士などに

よる適切な個人指導の充実が求められます。

どういった体制がとられるのでしょうか、お

聞きいたします。 

 フレイルは、早い時期にその兆候を見つ

け、適切な治療や予防に取り組むことで健康

な状態に戻すことができます。フレイル健診

の導入を広く町民の皆さんに周知しながらフ

レイル予防への関心を高める対策も必要であ

ります。 

 東京都東村山市では、市民サポーターが主

体となり、予防のための会食サロンを開始し

て注目を集めております。管理栄養士や歯科

衛生士などの専門スタッフと配食業者が栄養

あるメニューを工夫し、食後は食べ残しの確

認シートの記入を行います。専門スタッフに

よる栄養面や口腔ケアなどの実演、アドバイ

スも行われ、お世話をする市民サポーター側

にも大きな啓発となっています。まさに市民

協働で高齢者の支援の活動が図られていま

す。市民サポーターは、保健推進員などから

募集をし、市内全域に広げたい考えで取り組

んでおられます。 

 中能登町では、８月に杉本町長に参加いた

だいたいきいき百歳体操の教室を初め、シル

バーリハビリ体操指導士の養成といった先駆

的な取り組みなど、介護予防への対策を積極

的に行っていただいております。 

 ３点目は、今回フレイル健診が導入される
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ということで、栄養、運動、社会参加のフレ

イル予防に欠かせない３点を踏まえ、さら

に、対象者はもちろんでありますが広く町民

にフレイルへの関心を高める対策が必要では

ないでしょうか。どのようにお考えかお聞か

せください。 

 以上、フレイル健診の導入への対応につい

て３点にわたり答弁を求めます。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 笹川議員のフレイル健診の

導入への対応についてのご質問にお答えをい

たします。 

 まず、対象者に健診を促すための対応はど

うかのご質問にお答えをいたします。 

 フレイルとは、年齢とともに筋力や認知機

能などの心身機能や生活機能の低下、社会参

加の減少などから要介護状態に近づく状態で

あり、早い段階で予防に取り組むことで進行

を遅らせ改善ができることがわかっておりま

す。 

 健康保険法の改正に基づき、高齢者の保健

事業と介護予防の一体的な実施が令和２年度

から施行される予定であります。高齢者の多

面的な課題などに対応した保健事業として充

実させることを目指しております。 

 あわせて、令和２年度からは、後期高齢者

医療制度の健診において、フレイルなど高齢

者の特性を踏まえ健康状態を総合的に把握し

ながら健診や保健指導などの対象者の抽出を

行い、受診勧奨をしていきたいと考えており

ます。 

 町では、５月中旬に健診案内と受診券を個

別に郵送しております。10月には再度、受け

忘れがないように、未受診者の方にははがき

で案内をし受診を促しております。まずは、

令和２年度から実施を予定しております後期

高齢者医療制度の健診で、フレイル予防の目

的があることについて町保健推進員に周知を

図り、町民への啓発にも努めてまいります。

また、後期高齢者が医療機関を受診する機会

を捉え、健診の受診勧奨ができるよう医療機

関へも働きかけを考えておりますので、ご理

解のほどよろしくお願いをいたします。 

 なお、受診率については、後ほど所管課長

より説明させますので、よろしくお願いいた

します。 

 次に、健診後の保健師や管理栄養士などに

よる適切な個人指導の体制はできているのか

のご質問にお答えをいたします。 

 令和２年度から実施を予定しております後

期高齢者医療制度の健診の問診項目で、フレ

イルの把握ができる内容に変更となります。

まずは後期高齢者医療制度の健診を受けてい

ただき、健診結果などから町の高齢者の全体

像を捉え、その背景にある要因からフレイル

の現状と予防対策を行っていきます。 

 実施体制につきましては、毎年検証を重ね

ながら令和６年度までに整え、保健師や管理

栄養士などによる個人指導も検討してまいり

ます。 

 次に、75歳前から広くフレイルへの関心を

高める対策を図るべきではないかについての

ご質問にお答えをいたします。 

 現在の取り組みといたしましては、地域つ

ながりサロンやいきいき百歳体操、出前講座

などの介護予防事業において、フレイル予防

の重要性などの普及啓発を行っているところ

です。 

 また、今年度、町で新しく養成講座を実施

した結果、38名のシルバーリハビリ体操３級

指導士が誕生いたしました。指導士の今後の

地域活動の中にフレイル対策の要素も取り入

れた活動ができるよう、町としましても支援

を行っていきたいと考えております。 

 今後は、元気なうちから介護予防に取り組

むことができるよう、高齢者の介護予防事業

と保健事業を一体的に実施できる体制整備も

検討していきたいと考えておりますので、ご

理解のほどよろしくお願いをいたします。 
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○議長（宮下為幸議員） 道善保健環境課長 

  〔道善まり子保健環境課長登壇〕 

○道善まり子保健環境課長 それでは、後期

高齢者健診の受診率について説明をいたしま

す。 

 平成29年度においては15.9％、平成30年度

においては16.1％、令和元年度においては

17.6％の見込みであります。年々少しではあ

りますがふえてきております。 

 以上であります。 

○議長（宮下為幸議員） 笹川議員 

○６番（笹川広美議員） 対策これからしっ

かりと行っていただけるという答弁だったか

と思いますが、課長のほうから受診率、数字

でお示しいただきましたが、これは中能登町

としてはどんなふうに捉えたらいいのでしょ

うか。少ないものなんですか。全国的にもこ

ういった状況となるものなのでしょうか。 

○議長（宮下為幸議員） 道善保健環境課長 

○道善まり子保健環境課長 笹川議員のご質

問にお答えいたします。 

 この受診率は少し低いほうになっておりま

す。 

 以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 笹川議員 

○６番（笹川広美議員） これからさらに75

歳以上の皆さんにスポットが当たるというこ

とで、どういった要因で低いのか、機会を得

られるよう医療機関とも協力をしていくとい

うお話でしたので、またしっかりと精査をさ

れて取り組みを推進していただきたいと思い

ます。 

 町民の皆さんへの普及ということでは、地

域サロン、出前講座等、フレイルというもの

を普及していくというお話でしたけれども、

こういったところは高齢者対象、対象者に対

するものになってしまうかなと思います。ま

たしっかりと高齢者だけでなく、ご家族の方

とか広く町民の皆さんが自分事として捉えて

いただいて、フレイルから高齢者の皆さん

を、身内の家族の皆さんを守っていただく、

そういった取り組みへとできるよう、また具

体的な取り組み、今後期待をしたいと思いま

す。 

 今年度、町で先ほどもありましたシルバー

リハビリ体操、これは障害を負っても年をと

っても人間らしく暮らし、最後まで人間らし

くある、そのための体操です。背もたれなし

で座る力があればトイレに行けます。つかま

り立ちができると外出ができます。自宅での

閉じこもりから人と交流し社会参加ができま

す。 

 シルバーリハビリ体操指導士は、高齢者が

介護を必要としないよう、また介護が必要に

なっても人生の最期を迎えるまで誰もが個人

として尊重され、身体的にも精神的にも自分

の持てる力を活用して生活できるよう、高齢

者を支えることを目指します。こうした指導

士の皆さん、また地域のさまざまな皆様の活

動がソーシャル・キャピタルの豊かな地域づ

くりへとつながることを期待しております。

誰もが高齢になっても安心して暮らせる地域

づくりをフレイル健診の導入への対応を通し

て住民とともに推進していただきたいと思い

ます。 

 次に、農福連携の推進についてお聞きをい

たします。 

 農業の担い手確保と障害者の就労支援につ

ながる農福連携への取り組みについては、こ

れまでも一般質問、予算要望等で私は町の積

極的な推進を求めてまいりました。町として

は、まだ主体的な取り組みは考えておられな

いようですが、できる支援、協力は行ってい

きたいとの姿勢を示していただいておりま

す。 

 そこで、中能登町のさらなる農福連携への

推進に向け、３点にわたり質問をいたしま

す。 

 まず、現在、当町における農福連携の状

況、どのようなものとなっているのかお聞か
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せください。具体的な取り組みを行っている

団体、取り組み内容、課題等をお聞きいたし

ます。 

 ２点目は、ノウフクＪＡＳの情報提供につ

いてであります。ノウフクＪＡＳは、ことし

３月に農林水産省によって制定され、先月、

11月１日に第１号の認証事業者として４つの

事業者が認証されたばかりであります。障害

者が主体的に携わり生産した農林水産物や、

それらを原材料とした加工食品に認証マーク

をつけて販売することができます。これによ

って農林水産物の信頼性が向上し、生産者は

付加価値を高められ、消費者には購入への安

心感が提供されます。また、人や社会、環境

に配慮したエシカル消費にも働きかけること

ができ、ＳＤＧｓへの取り組みにつながるも

のと考えられます。そして、何よりも農福連

携の普及を大いに後押しすることが期待され

ます。 

 ２点目は、ノウフクＪＡＳの情報提供を積

極的に行い、中能登町における農福連携の拡

大を図るべきだと考えますが、いかがでしょ

うか。 

 ３点目は、町としての今後の農福連携への

取り組みについて再度お聞きをいたします。

当町でも農業従事者の高齢化が進み、農業の

担い手の確保、育成に力が注がれているとこ

ろであります。昨年はスローツーリズム協議

会が発足され、中能登町の豊かな自然、暮ら

し、歴史、文化が見直されております。そう

した中で、農業関係者に農業の担い手として

障害者の就労を後押しし支援する事業または

担当部門などを設け、中能登町での農業の可

能性、魅力を広げながら農業につながる人を

ふやすことはできないでしょうか。今後の当

町の農福連携への考え方をお聞かせくださ

い。 

 以上、農福連携の推進について３点にわた

り答弁を求めます。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 農福連携の推進についての

ご質問にお答えをいたします。 

 まず、１つ目の現在当町における農福連携

の状況はどのようなものかと、２つ目のノウ

フクＪＡＳの情報提供を行い農福連携の拡大

を図るべきでないかのご質問については実務

に係ることですので、所管課長に答弁をさせ

ますのでよろしくお願いをいたします。 

 ３つ目の今後の町の農福連携への考え方は

どうかについてお答えをいたします。 

 中能登町の農業は、水稲が中心で、野菜の

露地栽培を行っている園芸農家は少なく、農

福連携による安定的な障害者の就労に取り組

まれていないのが現状でございます。 

 農林水産省では、厚生労働省と連携して農

業、農村における課題、障害者等福祉におけ

る課題、双方の課題解決と利益があるウイ

ン・ウインの取り組みとして農福連携を推進

しています。 

 関係各課が連携し、障害者などの雇用を通

じ農業生産の拡大につながるよう農福連携に

取り組んでまいりたいと考えておりますの

で、ご理解をよろしくお願いいたします。 

 詳細な内容につきましては所管課長から答

弁させますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（宮下為幸議員） 宮崎農林課長 

  〔宮崎理市農林課長登壇〕 

○宮崎理市農林課長 笹川議員の当町におけ

る農福連携の状況はどのようなものかについ

てお答えします。 

 中能登町においては、社会福祉法人つばさ

の会が水稲などの自然栽培農業を行っている

農家と一緒に農作業に取り組んでいるほか、

大規模農家の育苗や収穫、ハウス設営などに

取り組んでおられます。 

 しかしながら、そのほかに取り組みを行っ

ている農業経営体や農業法人等が見受けられ

ない現状を考えますと、農業の担い手として

障害者の就労支援につなげるには解決しなけ
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ればならない課題が多く、先ほども町長が答

弁されましたが、関係各課と連携をしながら

取り組んでいかなければならないと考えてお

ります。 

 次に、ノウフクＪＡＳの情報提供を行い農

福連携の拡大を図るべきではないかについて

お答えします。 

 本年３月に制定されたノウフクＪＡＳにつ

いてですが、障害者が主体的に携わって生産

した農林水産物及びこれらを原材料とした加

工食品について、その生産方法及び基準を規

格化したものです。ノウフクＪＡＳは、障害

者が携わった食品の信頼性が高まり、人や社

会、環境に配慮した消費行動を望む購買層に

訴求することが可能となるなど、農福連携の

普及を後押しすることで農業、福祉双方の諸

課題解決のツールになるものと期待されてい

ます。 

 この認証事業者になるためには、農林水産

大臣に登録された第三者機関である登録認証

機関に書類申請し、書類審査、実地検査、判

定というプロセスを経て法的に適合している

と認められる必要があります。また、一度認

証されてもおよそ１年に１回の年次監査を受

けなければ認証事業者として継続することが

できません。 

 認証事業者となるにはハードルは高いです

が、農福連携に取り組み、認証を目指す事業

者から相談がありましたら情報提供していき

たいと考えていますので、ご理解をお願いい

たします。 

 最後に、今後の町の農福連携の取り組みに

ついてお答えいたします。 

 農林水産省が厚生労働省と連携して推進し

ている農福連携の方向性として、一つは農業

生産における障害者等の活躍の場の拡大、も

う一つは農業を通じた障害者の自立支援を目

指しています。 

 １つ目については、農業経営体が障害者を

受け入れるための支援として、障害者を雇用

等により受け入れる際に、障害特性を踏まえ

た作業指示や配慮事項等をアドバイスし、障

害者の職場定着を支援する人材の育成及び派

遣を行う取り組みや障害者就労施設等による

農作業請負のマッチングを支援する人材の育

成を行う取り組みに対し補助制度がありま

す。 

 ２つ目については、社会福祉法人や社会福

祉協議会等が経営する福祉農園、またはそれ

らの附帯施設の整備、福祉農園で生産する農

産物の加工、または販売を行う施設の整備な

どの施設整備支援。この事業については、つ

ばさでも取り組まれております。また、福祉

農園の管理者、農園に従事する障害者が専門

家の指導による技術等を習得するために行う

研修などや分業体制の構築、作業手順の図化

及びマニュアル等の作成の障害者の働く環境

支援に対して補助制度があります。 

 これらの補助制度は、農福連携対策に係る

交付金事業であります。 

 こういった補助制度を活用しながら、まず

は雇用する側となる農業経営体に障害者の就

労に対する理解を得ながら、どのような作業

であれば可能なのか判断していただき、農業

における障害者の就労の場の確保、社会参加

意識の向上による障害者の自立支援を行って

いければと考えていますので、ご理解をお願

いいたします。 

○議長（宮下為幸議員） 笹川議員 

○６番（笹川広美議員） 今さまざまな答弁

をいただきましたが、大変消極的な答弁だっ

たかなと感じました。 

 １点目の農福連携の取り組みを行っている

団体の課題に関してでありますが、課長のほ

うからもつばさのご紹介がありましたが、現

在、つばさの会では、自然栽培といった形で

利用者の皆さんとともに米や野菜を育てる農

業活動が行われております。むすびやと名づ

けた作業所を設け、新規就農者や小規模農家

の皆さんの活用、交流の場ともなっておりま
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す。近隣市町の就農者との活動も活発に行わ

れているようです。 

 つばさの会では、障害者も町で生きる住民

の一人。町が寂れると福祉も衰退する。町を

元気にする福祉にしたい。障害者を支援する

福祉から地域を支援する福祉へ、町の人と絡

み交じり合い、発酵する福祉を目指している

と伺いました。 

 こうしたつばさの会の農業活動は、町おこ

しそのものとも捉えられます。大変頼もしい

活動であり、中能登町の農福連携の推進を担

う活躍が期待されます。 

 そうした中、つばさの会では、さらなる活

動の展開に向けて拠点づくりを考えておられ

るようであります。そこで、町の空き施設の

活用など、町としても相談や支援を図り活動

を後押しするべきかと思われますが、杉本町

長、いかがでしょうか。 

 また、３点目の推進のための事業担当部門

を設けることでありますが、前回、２年前の

農福連携の質問に対し、杉本町長からは、障

害攻略課を掲げた町としても、農業への就労

を後押しする事業に取り組み支援を行いたい

との答弁をいただいております。社会にある

障害をゲーム感覚で楽しく攻略していくとの

コンセプトで、障害攻略課ではユニークな滝

行などを取り入れたバリアフリー観光にも取

り組まれております。 

 中能登町の基幹産業は繊維と農業でありま

す。例えば、そこに中能登らしい農園での収

穫体験、園芸体験など農業への就労を生み出

す何かを取り込んでいくことも考えられるの

ではないでしょうか。上坂課長、いかがでし

ょうか。 

 以上２点、再質問をいたします。 

○議長（宮下為幸議員） 上坂企画課長 

  〔上坂恵一企画課長登壇〕 

○上坂恵一企画課長 笹川議員の再質問にお

答えいたします。 

 空き家を利用してつばさの会が就労の機会

ができないか、また障害攻略課を掲げている

中で具体的なことはできないかという再質問

だったかと思います。 

 農福連携の取り組みにつきましては、障害

者が希望や能力、障害の特性に応じて最大限

活躍できる環境を整備するのが農福連携であ

ります。また、こうした農福連携の取り組み

は、各調査によれば農業経営体における労働

力の確保や売り上げ増加に加え、障害福祉サ

ービス事業における賃金、工賃の向上や障害

者の心身状況の改善など、農業と福祉の双方

によい効果をもたらすことが明らかになって

おりますが、中能登町の現状については、ま

だまだ障害を乗り越えなければならないとこ

ろがあるかと思います。 

 企画課では、障害攻略課プロジェクトを平

成28年に立ち上げまして、この障害攻略課プ

ロジェクトとは、ハード面のバリアフリーで

はなく心のバリアフリーを推進するというこ

とで、社会にあるいろいろな障害を攻略士と

呼ばれる方々と一緒に楽しくゲーム感覚で攻

略していくということを目標に掲げておりま

す。各課における障害も、また楽しく内部で

攻略していきたいと思います。 

 そこで、企画課、障害攻略課といたしまし

ては、もともと障害攻略課プロジェクトを発

足させるために３本の柱として、バリアフリ

ー観光、滝行、障害者のファッションショ

ー、また繊維スポーツなどを３本の柱として

取り組んでおります。町の基本産業の一つで

ある繊維を使ったスポーツ、また商品開発を

してきました。 

 議員がおっしゃるとおり、農業も町の基盤

産業の一つでございます。笹川議員の質問の

農福連携の取り組みにつきましては、障害攻

略課プロジェクトとして、さらなるプロジェ

クトを推進するために新たな取り組みになる

か、今後、研究課題として考えますので、ご

理解のほうをよろしくお願いいたします。 

 説明は以上です。 
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○議長（宮下為幸議員） 笹川議員 

○６番（笹川広美議員） 最初の１点目のつ

ばさの会の活動の展開で、拠点づくりの支援

ということで、ぜひ町長に答弁をお願いした

いと思いますので、お願いいたします。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 つばさの会に関しまして

は、つばさができたときから町でいろんな援

助というか支援をしております。旧瀬戸の保

育所の跡、それからまた三ツ池といいますか

鳥屋の池のあそこで炭を焼いたり、それか

ら、なかお医院さんの横のあそこでいろんな

作業もされておりますし、また農福というよ

うなことでしたいということで、つばさの横

に田んぼも２枚、町で買って、そしていろん

なものをつくっていただいておったり、鹿西

の旧保健センターにも10名ぐらいかな。そん

なことでしておりますし、道の駅にも小売店

も出して、いろんな方との触れ合いもされて

おりますし、憩にもコーヒーも出したりパン

も出したりというようなことでしておられま

す。 

 ただ一つの中能登にある身体障害者という

かそんな方の施設でありますので、どのよう

なことを目指しておられるのか、町といたし

ましてもしっかりお話を聞きながら、これか

らもつばさと町と連携をとりながら、そして

町民の皆さんとも触れ合いをしていただきな

がら、しっかりしていこうと思っておりま

す。 

○議長（宮下為幸議員） 笹川議員 

○６番（笹川広美議員） 町長から積極的な

支援の力強いお言葉をいただきました。主体

的に取り組んでいらっしゃるつばさの会の活

動、ぜひまた支援のほうをよろしくお願いし

たいと思います。 

 また、障害攻略課の事業にも今後期待をし

ております。 

 中能登町での農業は、先ほど農林課の課長

からもありましたが水稲が中心であり、障害

者の就労は難しいと考えざるを得ない現実が

あります。しかし、だからこそほかにはない

魅力的な取り組みを中能登町だから生み出せ

るとも捉えられないでしょうか。 

 また、このたび地域おこし協力隊として農

林課のほうにも一人配属されると伺いまし

た。林業関係で活躍いただくようですが、そ

うした新しい力も幅広く生かしていただきな

がら、中能登町らしい農福連携の推進に向け

てぜひとも具体的な一歩を踏み出していただ

きたいと思います。 

 最後に、安心して暮らし続けることができ

る地方創生への取り組みについてお聞きをい

たします。 

 人口減少に歯どめをかけ、地域の活性化を

図り、誰もが生き生きと暮らし活躍できる中

能登町を目指し、2015年度から５年間取り組

まれた地方創生総合戦略は、１、しごとづく

り、２、ひとづくり、３、子育て環境づく

り、４、地域づくりと４つの基本目標を掲げ

取り組まれてきました。 

 まず、当町でのこれまでの成果についてお

聞かせください。 

 さらに、2020年度からは第２期としての取

り組みが進められることとなります。第１期

の成果も踏まえ、当町の方向性や主な取り組

みについてはどのようにお考えでしょうか。 

 地方への人の流れを強化するためにと、

今、関係人口の拡大が求められております。

観光客などの交流人口から、さらにもっと地

域へのかかわりや関心が強いファンを地域づ

くりの担い手としてふやす取り組みです。 

 また、若い女性が地方でも能力を発揮し活

躍できる職場の環境、待遇改善や、より手厚

い子育て支援も重要と捉えられております。 

 この10月には、幼児教育・保育の無償化も

スタートいたしました。当町では、国に先駆

け第３子は無料、第２子は所得制限はあるが

ほとんどが無料の対象あるいは半額となる軽

減措置を導入し、幼児教育への支援を行って
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きました。今回の国の支援が行われ、当町と

してはさらに子育てに対する充実、強化も考

えられるのではないでしょうか。 

 さらに、国連の持続可能な開発目標ＳＤＧ

ｓの理念を反映することも重要であります。 

 そして、頻発化、激甚化する自然災害への

対応は、まさに地域の持続可能性に欠かせな

いものであります。ことしも全国で豪雨、台

風などで多くの皆様が被災されました。被害

に遭われた皆様に改めてお見舞いを申し上げ

ます。 

 先月、台風19号の被災地、長野市を石川県

公明党議員団として私も訪れてまいりまし

た。千曲川の堤防決壊現場に立ち、自然の猛

威に身震いいたしました。流域にある下水道

施設では、浸水により下水処理機能を奪わ

れ、有毒ガスから身を守りながら復旧作業に

当たっておられました。 

 浸水被害を受けたエリアは、アップルライ

ンの愛称で親しまれるリンゴ産地が広がり、

落下したおびただしいリンゴに胸が痛みまし

た。大量に発生した処理し切れないごみの

山。その日も多くの方が集積場へと運搬され

ていました。 

 決壊した近隣の皆さんは、またここで生活

することに不安はないのでしょうかと思わず

問いかけてしまった私に、大変な中を案内し

ていただいた地元議員から、実は子供たちが

とても怖がっていますと切実な状況が語られ

ました。 

 安心の暮らしへの対策は定住のための第一

義であります。２点目は、中能登町の現状に

鑑みて、第２期に求められている視点を考慮

された上で、当町の方向性、主な取り組みを

お聞かせください。 

 そして、地方創生への取り組みには、何よ

りも地域住民みずからが自分たちの地域をと

もに守り、潤いある暮らしをともに築いてい

こうとする住民参加の動きが必要でありま

す。３点目は、地域住民の参加、主体性を促

す地方創生の取り組みについて、町はどのよ

うに捉えておられますか。これまで具体的な

対応はされているのでしょうか。お聞かせく

ださい。 

 以上３点にわたり答弁を求めます。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 安心して暮らし続けること

ができる地方創生への取り組みのご質問にお

答えをいたします。 

 まず、１点目の第１期地方創生の取り組み

の成果はどうかのご質問ですが、先日の古玉

議員のご質問にも答弁をさせていただきまし

たが、平成28年３月に策定された中能登町の

総合戦略で、「地域の産業を活性化し、誰も

がいきいきと暮らせて、活躍することができ

るまち」をコンセプトとして、その実現に向

けて「しごと」「ひと」「子育て環境」「地

域づくり」にかかわる４つの基本目標を掲げ

ております。 

 中能登町の取り組みとしては、いろいろご

ざいますが、基盤産業の弱体化を改善するた

め繊維を主とした横断的プロジェクトを実施

してきました。成果としましては、町祭「織

姫夏ものがたり」で義足の女性をモデルにし

た切断ヴィーナスショーを開催し、その後、

心のバリアフリー先進地を目指す障害攻略課

プロジェクトがスタートしたり、未来の繊維

産業を考える繊維サロン「テクシる」も発足

されるなど、織物のまち中能登町の未来のた

めに、いろいろな方々がかかわり動き始めた

ことが一番の成果であると考えております。 

 次に、２点目の第２期では関係人口の拡

大、女性の活躍推進、ＳＤＧｓの理念の反

映、災害対応、そして、より手厚い子育て支

援への視点を持った取り組みが求められてい

る。当町の方向性と主な取り組みはどうかの

ご質問にお答えをいたします。 

 令和元年６月21日に、まち・ひと・しごと

創生基本方針2019が策定され、閣議決定され

ました。その内容として、第１期の地方創生
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の充実、強化に向け、切れ目のない取り組み

を進め、現在の総合戦略を検証して第２期の

策定を進めるという方針が出ております。 

 第２期の方向性としては、子育て環境の充

実を初めとした第１期の４つの基本目標と地

方創生版・三本の矢の維持と強化をしつつ、

「人材育成」「誰もが活躍する地域社会づく

り」の観点が追加されているほか、新しい時

代の流れを力にするSociety 5.0の施策を推進

するなどの方針が示されております。 

 特に近年では、2015年９月に国連で開かれ

たサミットの中で世界のリーダーによって決

められたＳＤＧｓという世界を変えるための

持続可能な17の共通目標の理念に基づく施策

なども求められております。 

 町といたしましても、今年度、第２期中能

登町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定

に向けて準備を進めております。その中で、

第１期の４つの基本目標を維持しつつ、いろ

いろな視点から中能登町の将来をしっかりと

見据え、有識者の皆さんとも協議しながら中

能登町版地方創生第２ステージに向かってビ

ジョンを策定していきたいと思っておりま

す。 

 笹川議員のご提案の内容も、有識者の皆様

とも協議をしながら検討課題とさせていただ

きたいと思います。 

 次に、３点目の地域住民の参加、主体性を

促す地方創生とすべきである。町はどのよう

に捉えているか。また、これまで具体的な対

応はなされているかのご質問ですが、第２期

のまち・ひと・しごと創生基本方針2019の新

たな基本目標に、誰もが活躍する地域社会を

つくるという観点が追加されております。こ

の方針は、笹川議員がご指摘されるとおり、

地域住民が主体性を持って地域社会に参画す

るという意味であると私も感じております。 

 中能登町では現在、滞在型観光地を目指す

なかのとスローツーリズム協議会や繊維サロ

ン「テクシる」、若者や親子でも楽しめるハ

ロウィンや音楽フェスタなどのイベントな

ど、町民有志の方が先導して町を盛り上げて

いただく活発な動きが出てきております。こ

れらの主体的な取り組み自体が、よりよいま

ちづくり、地方創生へとつながっていくもの

であると思います。 

 今後、町といたしましても、各種団体と密

に連携をして一緒に中能登町を盛り上げてい

きたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 笹川議員 

○６番（笹川広美議員） 町長の答弁では、

成果としては地域のほうからも、住民のほう

からも動きが始まったところで、また第２期

に向けても、これからしっかりと基本目標を

踏まえた具体的なものを皆さんと協議をして

いくという答弁だったかと思います。 

 子育てのまちとして、中能登町、大きな特

色を出しております。また、子育てを中心に

据えた取り組みとなっていくことと思われま

すが、今回の保育料無償化、これまで当町で

行っている保育料の支援というものがこのこ

とによってどれだけ緩和されることになるの

でしょうか。また、緩和された予算について

は今後どのような活用を考えておられます

か。この点をお聞きいたします。 

○議長（宮下為幸議員） 北野住民福祉課担

当課長 

  〔北野住民福祉課担当課長登壇〕 

○北野栄子住民福祉課担当課長 笹川議員の

再質問にお答えいたします。 

 10月からの幼児教育・保育の無償化によ

り、３歳から５歳児クラスの保育料が無償と

なりました。 

 今回の無償化により、町立保育園に係る保

育料が10月から３月までの６カ月分でおよそ

3,000万円の収入減となり、町内及び町外の

認定こども園などに給付する金額がおよそ

600万円の増額となり、合わせておよそ3,600

万円、町の負担がふえる見込みとなります。 
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 今回無償化となった保育料は、今年度に限

り臨時交付金として国から交付される予定で

すが、来年度以降は、民間施設分は国が２分

の１、県が４分の１、町が４分の１の割合で

それぞれが負担し、公立施設分は町が全額負

担となり、普通交付税の基準財政需要額に算

定される予定となります。 

 以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 笹川議員 

○６番（笹川広美議員） 今の担当課長の答

弁では、今回、中能登町にとっては、この制

度が町の負担が緩和されるのではなくて逆に

負担がふえるという答弁だったと思います。

公立保育園、特に大変な状況になるというこ

とで、また公設保育園の運営の厳しさを改め

て感じたところであります。当町の子育て支

援にマイナス要因とならないよう、今後の対

応をしっかり検討すべきかと思われます。 

 中能登町の財政状況も大変厳しくなる中、

町財政計画も広く抑制へと見直しの方向がと

られ、民間委託、町単独事業の廃止、縮減、

上下水道料金や施設使用料の見直しなどが必

要とされております。無駄なものは省くべき

であります。 

 しかし、支援、サービスを行うことで活性

化され、より不必要な経費の削減をもたらす

ものもあります。また、地域の力、町民の協

力等で課題解決の新たな突破口を生み出すこ

とも考えられます。 

 今こそ中能登町には地方創生への本気の取

り組みが求められております。町行政には、

今後の具体的な施策、事業の実施においては

町民の皆さんの声に真摯に耳を傾けながら状

況を迅速に捉えて、的確な、また柔軟な対応

に努めていただきたいと思いますが、杉本町

長、再度答弁を求めます。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 今お話のあったとおり、今

後、財政計画の見直しにより、町民の方から

いろいろなご意見が出ることも十分想定をし

ておりますし、私としても議員の言われるよ

うに真摯に耳を傾けてご意見をしっかりお聞

きし、しっかり対応してまいりたい、そう思

っております。 

 以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 笹川議員 

○６番（笹川広美議員） 安心して暮らし続

けることができる中能登町へ、今、人々が何

を求めているのかと常にアンテナを張りめぐ

らせながら、町民の理解と協力のもと、地域

住民参加の地方創生へ取り組んでいただきた

いと思います。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（宮下為幸議員） ここで、２時50分

まで休憩します。 

           午後２時39分 休憩 

 

           午後２時50分 再開 

○議長（宮下為幸議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 12番 作間七郎議員 

  〔12番（作間七郎議員）登壇〕 

○12番（作間七郎議員） それでは、今定例

会の一般質問の最後の質問をさせていただき

ます。 

 質問する前に、ひょっとしたら変化球を投

げて質問外と議長に注意されるおそれがあり

ますので、通告一部してあるんですけれど

も、質問する許可をまず願いたいと思いま

す。 

○議長（宮下為幸議員） 許します。 

○12番（作間七郎議員） それでは、通告外

のことに当たると思いますが、町長に、こと

し１年といいましょうか、ことしは平成から

令和に変わった年でもあります。それから、

ことしのえとはイノシシということで、年寄

りの方は、いのしし年や、災害の多いし年や

ぞ、農作物も不作の年だと言われておりまし

た。私も農業をやっておりますので、米も確

かに少なかったです。春から秋の野菜をつく
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っても、皆さん百姓をしていればわかるんで

すけれども、白菜、今時分だとみんなかたく

なっているのが、私のつくったのは半分はか

たかったんですけれども、あとの半分はまだ

やわらかいんです。天候不順というか、そう

いう年であったと思います。 

 そこで、町長は、ことし１年を振り返って

みて漢字１字にあらわすとしたらどういう漢

字ですか。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 作間議員のことしを１文字

にあわらしたらという私に対しての質問であ

りますけれども、私は平成から令和になった

「令」というのが大変印象に残っておりま

す。 

 先般も清水寺の森貫主さんが「令」を書か

れておりました。「令」という字は命という

ことに似ている。お互いうやまいということ

も込められているという、そんな談話もお聞

きいたしましたし、また「令」だけをあれし

ますと命じるとか、また命令とか、そんな言

葉も出てきますけれども、私自身はそういう

ことではなしに、令和のときに発表された令

和とは悠久の歴史と薫り高き文化、四季折々

の美しい自然、こうした日本の国柄をしっか

りと次の世代へ引き継いでいく。厳しい寒さ

の後に春の訪れを告げ、見事に咲き誇る梅の

花のように、一人一人の日本人があすへの希

望とともに、それぞれの花を大きく咲かせる

ことができる。そうした日本でありたい。そ

ういう願いが込められている。 

 それをお聞きして、「令」ということに一

文字が残っております。 

 質問ですけれども、作間議員はどのような

思いであったかお聞きしたいと思います。 

○12番（作間七郎議員） 町長から逆質問で

私のを言えということですけれども、町長は

去年は「結」と言っていた。今度は「令」と

いうことで。 

 私は去年は「心」と言ったと思います。 

 ことしは私は四字熟語で、無心不立という

言葉があります。私は58年に議員になったん

ですけれども、そのときある国会の先生から

為書きで無心不立という言葉をいただきまし

た。これは、信用をなくしたらこの世の中は

うまくいかない、立っていかれんと。これを

肝に銘じて頑張れということで私はいただき

ました。そのことを座敷に表具にして飾って

ありますので、座敷でちょっちょっと見なが

ら信用をなくしたらだめやなということで、

なくならないように私なりに一生懸命頑張っ

ているつもりでおりますので、信用の「信」

でございます。 

 そういうことで、またよろしくお願いしま

す。 

 それでは、通告した質問に入ります。 

 近年、相次ぐ台風や集中豪雨により災害が

発生しました。町長は、提案理由の中で、自

然災害に対する備えは万全を期している所存

でございますという言葉を言われました。 

 そこで、記録的豪雨に対する上下水道施設

の現状と備えについて、１点目は浸水のおそ

れがある上下水道施設があるのか。２番目に

浸水した場合はどのような状況になるのか。

それから記録的豪雨に対する考えはというこ

とで、３点についてまず。 

 皆さん、こういうことでそれぞれに、洪水

ハザードマップが21年に237ミリのを780ミリ

ということで今予算に上程、二宮川、羽咋川

の洪水ハザードマップ作成業務を304万円計

上したということで、同僚議員から何人もそ

ういうことで聞かれましたので、二重になら

ないように、私はこのことについて質問しま

すので、よろしくお願いします。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 作間議員の記録的豪雨に対

する上下水道施設の現状と備えについて、ま

ず１点目の浸水のおそれがある上下水道施設

はあるのかのご質問にお答えをいたします。 
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 町内の水道施設は、春木浄水場、在江浄水

場のほか、地下水をくみ上げている取水施設

が春木、大槻、在江地内に６カ所、水を各家

庭へ送っている配水施設が県水の受水施設と

春木、武部、芹川、久江、後山地内に合わせ

て６カ所あります。また、下水処理施設は、

今年度末に廃止となる鹿西東部浄化センター

を除いて大槻、良川、武部、久江、能登部

下、下後山地内に６カ所あります。 

 ことしの台風19号のような想定を超えた豪

雨災害を踏まえ、石川県は、1,000年以上に

一度の確率で起こり得る24時間降雨量780ミ

リの最大規模の豪雨を想定して、県が管理す

る河川における洪水浸水想定区域図を公表い

たしました。 

 このうち中能登町に関係する二宮川の洪水

浸水想定区域図によると、水道施設では、春

木、大槻地内にある４カ所の取水施設で１カ

所が50センチメートル未満、３カ所が50セン

チメートル以上の浸水となります。また下水

処理施設では、大槻地内にある鳥屋北部浄化

センター、中能登中学校の裏にある鳥屋南部

浄化センター、武部地内にある鹿島東部クリ

ーンセンター、カルチャーセンター飛翔より

羽咋側にある鹿西中部浄化センターの４カ所

が50センチメートル未満の浸水となります。 

 次に、２点目の浸水した場合はどのような

状況になるのかのご質問にお答えをいたしま

す。 

 水道施設において浸水が想定される４カ所

の取水施設では、制御盤が水没してポンプが

動かなくなることから水の供給に支障が出る

ことが予想されます。しかし、これ以外の施

設は浸水想定区域から外れているため、通常

どおりの水の供給が可能であり、旧町をつな

ぐ連絡管により不足する水量を補うことがで

きると考えております。 

 また、下水処理施設では、地下にある設備

は浸水により一部停止する部分もあると思い

ますが、施設全体を制御する電気室は浸水し

ないことから、完全に施設が停止することは

ないと考えております。 

 最後に３点目の記録的豪雨に対する考えは

のご質問にお答えをいたします。 

 さきにお答えしたことは、あくまでも県が

示した洪水浸水想定区域図をもとにした見解

であり、実際には違ったものになるのではな

いかと考えられます。 

 町といたしましても、ことしの台風19号の

被害を踏まえ、これまで経験したことがない

自然災害を想定した対応について早急に検討

するよう各課に指示をしたところでありま

す。 

 上下水道施設につきましても、各施設の緊

急時における早期復旧の手段や対策について

関係機関と協議を重ね、今できることから順

に進めていきたいと考えておりますので、ご

理解よろしくお願いをいたします。 

○議長（宮下為幸議員） 作間議員 

○12番（作間七郎議員） 町長は、水源の場

所、浄水場、配水池。配水池というのは私も

池だと思っていたら、ためるタンクのあれを

専門用語で池と言うそうでございます。聞い

ていると、町長も現場も行ってこられたのか

どうか知りませんけれども、よく把握されて

おるなということを私は認識しております。 

 １点だけ、下水道施設の中に、６カ所と言

われましたけれども、現在はまだ鹿西東部浄

化センターは今年度に廃止ですから、鹿西は

まだ３カ所ということで。そうですね。廃止

されるということを前提に置いて、鳥屋２カ

所、鹿島地区２カ所、鹿西２カ所ということ

で、来年からは２カ所ということで。 

 そこで、水のことなので、私、テレビを見

たり、先般も土本議員は千曲川の長野県のほ

うへ行ってきたと。先ほど笹川さんも公明党

の議員団でということで詳しく言われまし

た。私は重複することは言いませんけれど

も、私も知人がおりますので１カ月後に長野

へ行ってきました。そして、あの悲惨な状況
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を見てきました。 

 そこの息子さんが、下水のことを言うんで

すけれども、下水配水池の近くに住まいして

いた。そうしたら決壊でなしに漏水した。オ

ーバーフローで下水の汚水から何かで、笹川

さんも言われておりましたけれども、私の知

人の息子さんがそこに生活していて大変だっ

たと。においはするし臭いしおられなんだと

いうことで、家族そろって３日ほど後片づけ

に行ってきたと。そういう話を聞きました。 

 長野に水が降ったのは一番多いので500ほ

ど、それから350ほどなんですね。ところが

あそこはアルプスがありますから山は3,000

メートル級のところですから、雨が降ってあ

ちこちから千曲川に流れて増水したと。極端

に１時間に１メートル高くなって、多いとこ

ろで12メートルということで、決壊やら氾濫

とか越水ということで大変な被害を受けたと

いうことで、私も見てきましたし、千曲川沿

いのリンゴ畑はかちゃかちゃになっている。

水は引いても泥がありますから、その泥を除

去しないとリンゴの木がだめになってしまう

んだと。これをするのは大変だという話を聞

いてきましたし見てきました。 

 そういうことで、うちの町も平成21年に洪

水ハザードマップをつくったときは237ミリ

のハザードマップ。今度、県から指摘を受け

て780ミリ。大変な量やね。78センチほどと

いうことだと聞きました。それが長野のよう

にじゃんじゃん降った場合にどうかなという

ことで心配で、浄水場、下水場の施設につい

て質問をしております。 

 長野は3,000メートル級のアルプスの山々

から３時間、４時間かけて千曲川にたまっ

て、流木から土砂からいっぱいたまってああ

なったということですが、私どもの町は、鹿

島からいいますと石動山が海抜564メート

ル、高畠のほうへ行くと碁石ケ峰が100メー

トルほど少ない460ほど。それから雨の宮の

眉丈山系へ行けば高いところで188メートル

ぐらいだと聞いておりますので、山の高さは

違いますけれども、もしこれだけの雨が降っ

た場合はということで、町長はそういう場合

にどういう考えを持っているのかということ

で私は聞きました。 

 そこで、私も現場へ行ってきました。春木

と大槻で４カ所あるんですけれども、１号

機、４号機、３号機、２号機とありますの

で、２号機だけはそこから在江のほうへ行っ

ている。あそこは後ろに川がある10号排水

路。少々の雨が降ったときには、その裏は川

を挟んでちょっとするとタイヤ１本ぐらい埋

まるようになる。普通の大雨ですよ。ところ

がこれだけの雨が降った場合には大変な雨に

なると思うんです。あちこちからそこへみん

な集まってきますから。そして高階のほうへ

行く道路がある。あそこがオーバーすると道

路も川もわからなくなるんじゃないかと私は

心配して、あそこに２号機と３号機がある。

１号機と２号機は集落のほうにありますか

ら、それは大丈夫だと思うんですけれども、

10号排水路のそばの水源が、町長は地下水で

上げているから心配要らんと。水だけならい

いけれども、土砂から何でも混ざった場合

に、私は心配性なので、きちっと密封されて

水中ポンプで上げているんですけれども、砂

が入った場合どうなるのかなということで聞

いたんです。 

 町長は大丈夫ということですから。大丈夫

だと言っていても想定外のことが起きますか

ら、一応心配ということできょうは聞いてお

きます。 

 それから、在江の浄水場も標高20メートル

と低い。あそこは坂井議員も二宮川の関連で

聞かれておったんですけれども、石塚川がな

くなっておりますから。前、あそこは石塚川

の下流ですから、あそこがあふれたら危ない

なと思ったけれども石塚が途中から二宮川に

変わっておりますから、心配要らんというこ

とで一安心しているんですけれども、それに
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しても標高20メートル、浄水場は。 

 浄水場のことを言うと、春木の浄水場は三

ツ池の上にある。あれは海抜41メーター。そ

のちょっと高に調整池というのが標高67メー

トル。在江の浄水場は20メートルですけれど

も、越路調整池というのは武部にある。あれ

は122メーター。それから芹川の天平の里の

曲がったところにあるのが標高132メート

ル。久江の昔浄水場のあったところは調整池

ということで標高60メーター。それから、県

水の受水槽が杉谷にあるんですけれども、そ

れは標高62メーターということで。 

 そこで、中能登町の１日の平均水量は30年

度実績で5,700立米の水が町内に必要なんで

す。 

 そこで、町長は県水のこともちらっと言わ

れたけれども、中能登には春木浄水場、在江

浄水場、県水の水をもらっている。県水とい

っても、鹿西地区の方は県水といったらぴん

とくるんですけれども、鳥屋、鹿島地区は県

水というのはぴんとこないんです。 

 県水というのは、石川県が行う水道用水の

供給事業で、手取川ダムを水源としておりま

す。日最大、約24万4,000立米の水を供給す

ることができる。北は隣の七尾市まで、南は

加賀市、９市４町で供給している。鹿西町時

代に協定水量という県との約束で1,280立米

の水をもらうことになっていた。ところが合

併したら在江と春木浄水場で十分、県からも

らわんでもいいくらいの水があるんですけれ

ども、それは約束だと768立米を責任水量で

県から取っている。 

 中能登町はその水ということで、春木、在

江、県水という水で潤っているということ。 

 そこで、台風15号、19号で千葉県、長野

県、宮城県、茨城県と北関東、東北に水だけ

ならいいんですけれども土砂崩れで災害とい

うことが発生している。 

 そこで、皆さん、よくテレビを見ると、人

間で一番大切なのは水だと。水がないと生活

できんということで、私もそういう思いで、

水は何が何でも町民の安心、安全のためには

水だけは絶対確保せんなんとの思いで、町長

に質問しているんです。 

 そこで、万が一、ないと思うんですけれど

も、仮に春木浄水場、在江浄水場、１カ所が

だめになっても中能登町の水道が全部連結し

ている。前はだめだったんですが今は全部連

結してありますので、どこからでも水を回せ

る。そういう安心になっているんですけれど

も。そこで私は、県の受水槽は杉谷にあるの

は標高62メートルです。あの62メートルで鹿

西町の水は行く。それから鳥屋も行く。62メ

ートルですから。鹿島や御祖地区、久江、滝

尾でも小竹の半分ぐらいまでは高低差で流し

ておりますから行くんです。あとは小竹の上

から井田、越路方面は県水の水は行かないん

ですね。旧の鹿島のときは高地、低区という

言い方をしておった。水白を境にして。我々

のほうは低区、あっちのほうは高いところだ

と。今はそういうことは言わんらしいんです

けれども。 

 そういうことで、予算のこともあるんです

けれども、高いところに県の受水槽を設けら

れないか。私が提案するんですよ。そうすれ

ば、百二、三十メートルの受水槽をつくって

おけば中能登は全部水がどんな状態になって

も行くということになると思います。 

 保険というとおかしいんですけれども、県

水から分けてもらえるかもらえんかはわかり

ませんけれども、中能登は、どんな水害にな

っても管が破裂せん限りは水は不足すること

ないと。給水車も七尾からもらってこんな

ん、羽咋から、あっちからもらってこんなん

という、そういうことにならんと。飲み水だ

けはどんな状態になっても供給できるという

ことで。そうすれば町民の皆さんも、ひどい

水害になっても中能登町は大丈夫なんやな

と。そういうことを皆さん思われるのではな

いかということで、私は計算しないで言って
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いるんですよ。水だけを供給する、安心する

ときは越路地区に県水の受水槽を一つつくれ

ばどうかなと思うんですけれども、町長はそ

の点どう思われますか。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 作間議員の再々質問にお答

えをいたします。 

 県水の現状を踏まえますと、町内全域を今

のままで賄うことはできません。議員の言わ

れるとおりなんです。新たな設備には莫大な

時間と、また費用がかかりますし、水道料金

への影響も大きくなるなど現実的には難しい

のではないかなと。 

 けれども、今言われるように越路のあそこ

で一つつくって、今、東側へ第２の水道管を

布設しておりますけれども、そんなものがで

きれば言われることは可能ですけれども、現

実的には1,000年のうちにいつ起こるかわか

らないような降雨でありますし、詳細につき

ましては田中上下水道課長から説明させます

ので、よろしくお願いします。 

○議長（宮下為幸議員） 田中上下水道課長 

  〔田中 智上下水道課長登壇〕 

○田中 智上下水道課長 それでは、作間議

員の再質問にお答えをいたします。 

 現在、県と協定している水量は日量で

1,280立米でございます。そのうち責任水量

ということで768立米を受けております。 

 もし協定水量全量を受けたとしても、中能

登町全体の２割程度しか賄えず、現状では必

要量を確保することはできません。また、金

丸の県水受水槽から約60メーター高い位置に

ある、武部地内にありますけれども越路配水

池へは、高低差だけでなく距離もあることか

ら、現在の配管設備による送水は不可能であ

ります。 

 もし仮に越路配水池へ県水を送るとすれ

ば、現在、県が行っている県水２系統化ルー

トの周辺に受水槽を設け、専用の送水管を整

備し、越路配水池ヘポンプで圧送する方法が

考えられますが、整備には莫大な費用と時間

がかかるだけではなく、大幅な水道料金の改

正も必要となり、住民への負担も大きくなり

ます。 

 以上のことから、町長が申し上げましたと

おり県水で町内全域を賄うことは現実的には

難しいと考えておりますので、ご理解をお願

いいたします。 

 以上です。 

○議長（宮下為幸議員） 作間議員 

○12番（作間七郎議員） 課長が現在の県水

では、今の状態では２割しか賄えないという

ことは私も理解しております。万が一、在江

と春木が使えなくなったら２割しか使われん

もので、そこで一つそういうものをつくって

おかれんかということで私は提案したら、金

もかかる、難しいということですが、水道料

金も上げざるを得んということなんですけれ

ども、私は上げろとは言いませんけれども、

水道料金も今のところは。前に説明した時分

は、負担は軽くサービスは高くということで

合併したけれども、そろそろ水道料金も見直

しをする時期ではないかと言ったら、町長は

基金があるから当分の間は大丈夫だと。近ご

ろは赤字。そろそろ水道料金の見直しもせざ

るを得んと思います。 

 そこで、今も莫大な金がかかると言われて

おりますけれども、一遍、案だけ、どれだけ

ほどか試算、課長して、我々に示していただ

けませんか。そうすれば、難しくてどうもな

らんというのではなしに何らかの考え方もで

きると思いますので、費用がかからず一番安

い方法で県水を利用することができんかな

と。 

 さっき後ろを見たら県議もおいでますの

で、また県水のことは県議にお願いしなけれ

ばならないと思いますので、そこにおいでる

県議にも、町長、そういう働きをしてもらう

のも地元の県議の仕事だと思いますので、中

能登の議会でもこういう話があったというこ
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とを県議にも認識をしていただいて、県政で

そのことを訴えてもらうのも一つの手だと思

いますのでという思いで。先ほど見たらちょ

うど県議がおいでますので私は県議と言った

んですけれども。 

 そういうことで、課長、ただ難しいとか金

がかかると言わず、一遍計算して、やるとい

う前提で絵様というかそういうものをつくる

考えはありませんか。 

 町長でもいいんですよ。町長は、担当課に

試算させたものを議会に提示すると言ってく

れればそれで終わるんですけれども。 

○議長（宮下為幸議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 せっかくの意見でございま

すので、試算はさせていただきたいと思いま

す。 

○議長（宮下為幸議員） 作間議員 

○12番（作間七郎議員） 最後に私は提案を

しましたけれども、町長も検討する、考えて

みるということでございますので、私の一般

質問をこれで終わらせていただきます。 

 

 ◎散   会 

○議長（宮下為幸議員） 以上で本日の日程

は終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会します。 

 ご苦労さまでした。 

           午後３時22分 散会 
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        議案第37号 中能登町常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正す 

              る条例について 

 

        議案第38号 中能登町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

              について 

 

        議案第39号 中能登町体育施設条例の一部を改正する条例について 

 

        議案第40号 中能登町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

              について 

 

        議案第41号 中能登町高齢者等支援施設条例の一部を改正する条例について 

 

        議案第42号 中能登町農村環境改善センター条例の一部を改正する条例につい 

              て 

 

        議案第43号 令和元年度中能登町一般会計補正予算 

 

        議案第44号 令和元年度中能登町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 

        議案第45号 令和元年度中能登町介護保険特別会計補正予算 
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        議案第46号 令和元年度中能登町国民健康保険特別会計補正予算 

 

        議案第47号 令和元年度中能登町分譲宅地造成事業特別会計補正予算 

 

        議案第48号 令和元年度中能登町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算 

 

        議案第49号 令和元年度中能登町水道事業会計補正予算 

 

        議案第50号 令和元年度中能登町下水道事業会計補正予算 
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           午後３時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（宮下為幸議員） ご苦労さまです。 

 ただいまの出席議員数は11名です。本日の

会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

 

 ◎各常任委員会委員長報告 

○議長（宮下為幸議員） 日程第１ 

 これより、本定例会議から付託をしており

ました議案第31号から議案第50号までを一括

して議題といたします。 

 以上の案件に関し、各委員会における審査

の過程及び結果について各委員会委員長の報

告を求めます。 

 最初に、教育民生常任委員会委員長 甲部

昭夫議員 

  〔教育民生常任委員会委員長（甲部昭夫 

   議員）登壇〕 

○教育民生常任委員会委員長（甲部昭夫議

員） 教育民生常任委員会における審査の過

程並びに結果についてご報告いたします。 

 今定例会議で付託されました案件は、議案

５件であり、執行部からの説明を求め、慎重

に審査をいたしました。 

 審査の過程について申し上げます。 

 付託された議案第33号から第41号までの議

案５件についての質疑はありませんでした。 

 討論、採決の結果、当委員会に付託されま

した議案５件については、全会一致で可決い

たしました。 

 なお、今回報告いたしました結果について

は、お手元に配付済みの委員会審査報告書の

とおりであります。 

 以上で教育民生常任委員会からの審査結果

の報告を終わります。 

○議長（宮下為幸議員） 次に、総務建設常

任委員会委員長 坂井幸雄議員 

  〔総務建設常任委員会委員長（坂井幸雄 

   議員）登壇〕 

○総務建設常任委員会委員長（坂井幸雄議

員） 総務建設常任委員会における審査の過

程並びに結果についてご報告いたします。 

 今定例会議で付託されました案件は、議案

７件であり、執行部からの説明を求め、慎重

に審査をいたしました。 

 審査の過程につきまして申し上げます。 

 議案第31号から第40号までの議案６件につ

いての質疑はありませんでした。 

 議案第42号 中能登町農村環境改善センタ

ー条例の一部を改正する条例について、委員

からは、料金徴収の条例改正であるならば利

用者への周知期間が短いのではないかという

質疑があり、利用される方には丁寧に説明を

して理解を求めていくとのことでした。 

 また、子育て支援という観点など経済的な

負担を強いられている方の利用に対してはど

う考えているのかとの質疑があり、町事業の

子育て支援であれば料金の徴収は考えておら

ず、個別に案件があれば、その都度、相談、

協議して決めていくとのことでした。 

 審査終了後、討論、採決の結果、当委員会

に付託されました議案７件のうち、議案第31

号、第32号、第38号、第40号、第42号の議案

５件については、全会一致で可決いたしまし

た。また、議案第36号及び第37号の議案２件

については、賛成多数で可決いたしました。 

 なお、今回、報告いたしました結果につい

ては、お手元に配付済みの委員会審査報告書

のとおりであります。 

 以上で総務建設常任委員会からの審査結果

の報告を終わります。 

○議長（宮下為幸議員） 次に、予算決算常

任委員会委員長 作間七郎議員 

  〔予算決算常任委員会委員長（作間七郎 

   議員）登壇〕 

○予算決算常任委員会委員長（作間七郎議

員） 予算決算常任委員会における審査の過
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程並びに結果についてご報告いたします。 

 今定例会議で付託されました補正予算に係

る案件は、議案８件であり、執行部からの説

明を求め、慎重に審査をいたしました。 

 審査の過程における質疑、意見など、主な

ものにについて申し上げます。 

 議案第43号 令和元年度 中能登町一般会

計補正予算について、歳出、第２款総務費、

企画費の個人番号カード利用環境整備事業

で、ＩＤ設定の支援コーナー開設についての

詳細な説明を求めたところ、３庁舎で支援コ

ーナーを設置する予定であるが、詳細な場

所、時間帯や臨時職員もまだ決まっていない

状況であり、今後、決まり次第、町民の皆様

にお知らせをするとのことでした。 

 同じく、歳出、第３款民生費、保育園運営

費の臨時雇賃金及び嘱託職員賃金の減額補正

で、全部で当初より人数が７名も少ないが、

人数は充足されているのかとの質疑があり、

現在は園長、副園長が補塡的な役割を果たし

ている状況で、働いていただける方を探して

いるが確保することが難しい現状であるとの

ことでした。 

 次に、議案第50号 令和元年度中能登町下

水道事業会計補正予算について、債務負担行

為の中能登町下水道処理施設維持管理業務委

託、限度額４億9,600万円について、削減率

６％の設定で年間約1,100万円の削減となる

試算であるが、これは目標値か、それとも標

準的な値かとの質疑があり、全国的には削減

率で平均10％程度と言われているが、初めて

の導入でもあることから試算が難しく、業務

期間の３年間を通じて業務内容の検証や評価

を行い、今後の効率的な業務につなげていき

たいとのことでした。 

 また、包括的民間委託をすることで、職員

数の削減、下水道料金の値上げはあるのかと

の質疑があり、職員の事務量が一部軽減され

るが職員数の削減につながるものではないと

のことであり、また料金については、現在、

審議会を開いて適正な料金改定となるよう審

議を行っているとのことで、今回、この民間

委託を導入して費用節減に努めていくとのこ

とでした。 

 以上、付託を受けた補正予算に係る議案８

件は、全会一致で可決をいたしました。 

 なお、今回報告をいたしました結果につい

ては、お手元に配付済みの委員会審査報告書

のとおりであります。 

 以上で予算決算常任委員会からの報告を終

わります。 

○議長（宮下為幸議員） 以上で各委員会の

委員長報告が終わりました。 

 

 ◎質   疑 

○議長（宮下為幸議員） これより、各委員

長報告に対する質疑を一括して行います。 

 質疑はありますか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（宮下為幸議員） ないようでありま

す。 

 これで質疑を終結いたします。 

 

 ◎討論、採決 

○議長（宮下為幸議員） これより、議案第

31号から議案第50号について一括して討論を

行います。 

 まず、反対討論の発言を許します。 

 ３番 土本 稔議員 

  〔３番（土本 稔議員）登壇〕 

○３番（土本 稔議員） それでは、議案第

36号 中能登町議会の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例につい

てと、議案第37号 中能登町常勤の特別職の

職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例について、両議案について反対討論をいた

します。 

 両議案は、特別職及び議員の期末手当を増

額する条例であります。 

 反対理由としまして、町の行政の運営に当
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たり、時には陰ひなたとなり支えている会計

年度任用職員及び包括業務委託している17業

務に従事している方々の賃金の改正、改定な

ど待遇改善を両条例より優先すべきであるか

らです。 

 以上の理由から、各議員の賛同を求め、反

対討論といたします。 

○議長（宮下為幸議員） 次に、賛成討論の

発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（宮下為幸議員） ないようでありま

す。 

 以上で討論を終結します。 

 次に、採決を行います。 

 議案第31号 地方公務員法及び地方自治法

の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例の制定について 

 議案第32号 成年被後見人等の権利の制限

に係る措置の適正化等を図るための関係法律

の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例の制定について 

 議案第33号 中能登町社会教育施設条例の

制定について 

 議案第34号 中能登町公園条例の制定につ

いて 

 議案第35号 中能登町印鑑条例の一部を改

正する条例について 

 以上の議案５件を一括して採決します。 

 お諮りいたします。 

 本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（宮下為幸議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第31号から議案第35号は、原

案のとおり可決されました。 

 

○議長（宮下為幸議員） 次に、議案第36号

 中能登町議会の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例についてを

採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本件に対する委員長の報告は、賛成多数で

原案のとおり可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（宮下為幸議員） 起立多数でありま

す。 

 よって、議案第36号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（宮下為幸議員） 次に、議案第37号

 中能登町常勤の特別職の職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例についてを採決

いたします。 

 お諮りいたします。 

 本件に対する委員長の報告は、賛成多数で

原案のとおり可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（宮下為幸議員） 起立多数でありま

す。 

 よって、議案第37号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（宮下為幸議員） 次に、 

 議案第38号 中能登町一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第39号 中能登町体育施設条例の一部

を改正する条例について 

 議案第40号 中能登町災害弔慰金の支給等

に関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第41号 中能登町高齢者等支援施設条

例の一部を改正する条例について 

 議案第42号 中能登町農村環境改善センタ

ー条例の一部を改正する条例について 
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 以上の議案５件を一括して採決します。 

 お諮りします。 

 本件に対する各委員長の報告は、全会一致

で原案のとおり可決であります。 

 本件は、各委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（宮下為幸議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第38号から議案第42号は、原

案のとおり可決されました。 

 

○議長（宮下為幸議員） 次に、 

 議案第43号 令和元年度中能登町一般会計

補正予算 

 議案第44号 令和元年度中能登町後期高齢

者医療特別会計補正予算 

 議案第45号 令和元年度中能登町介護保険

特別会計補正予算 

 議案第46号 令和元年度中能登町国民健康

保険特別会計補正予算 

 議案第47号 令和元年度中能登町分譲宅地

造成事業特別会計補正予算 

 議案第48号 令和元年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算 

 議案第49号 令和元年度中能登町水道事業

会計補正予算 

 議案第50号 令和元年度中能登町下水道事

業会計補正予算 

 以上の議案８件について一括して採決しま

す。 

 お諮りいたします。 

 本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（宮下為幸議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第43号から議案第50号は、原

案のとおり可決されました。 

 

 ◎散   会 

○議長（宮下為幸議員） 以上で、本議会に

付議されました議案の審議は全て終了いたし

ました。 

 これをもって、令和元年度中能登町議会12

月定例会議を散会します。 

 ご苦労さまでした。 

           午後３時19分 散会 
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